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説

ド
イ
ツ
の
公
益
代
理
人
制
度

論

(
一
)
現
行
制
度
の
概
要

わ
が
国
で
も
人
事
訴
訟
手
続
法
や
非
訟
事
件
手
続
法
な
ど
に
よ
り
検
察
官
が
公
益
の
代
表
者
と
し
て
訴
訟
に
関
与
す
る
こ
と
が
あ
る
し
、

戦
前
に
は
既
述
の
よ
う
に
行
政
裁
判
に
お
い
て
公
益
弁
護
委
員
の
制
度
が
あ
っ
た
。
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
公
益
を
代
理
(
代
表
)
す
る

制
度
が
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
裁
判
以
外
の
分
野
も
含
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
通
例
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
①
連
邦
訟
務

検
事
長
の
よ
う
に
、
行
政
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
一
般
的
な
公
益
の
代
理
者
と
し
て
機
能
し
、
そ
の
機
能
の
み
を
有
す
る
も
の
で
、
狭
義
の

公
益
代
理
人
と
い
わ
れ
る
。
②
広
義
の
公
益
代
理
人
と
称
さ
れ
、
①
に
あ
げ
た
機
能
に
加
え
て
、
行
政
訴
訟
に
お
い
て
国
の
代
理
人
と
し
て

の
地
位
を
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
制
度
が
こ
れ
で
あ
る
。
③
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

1
プ
ア
ル
ツ
州
の
市
民
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
の

よ
う
に
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
を
モ
デ
ル
に
し
て
行
政
全
般
を
対
象
と
し
て
公
益
に
配
慮
す
る
も
の
が
あ
る
。
④
一
定
部

門
の
関
係
者
に
有
効
な
保
護
を
与
え
特
別
の
公
益
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
軍
事
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
が
例
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
⑤
一
九
六
五
年
に
制
定
さ
れ
た
難
民
認
定
手
続
法
に
よ
る
難
民
受
任
官
の
制
度
が
あ
る
。
同
法
五
条
は
、
法
曹
資
格
ま

た
は
高
級
公
務
員
資
格
を
も
ち
連
邦
内
務
大
臣
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
連
邦
難
民
受
任
官
が
、
連
邦
当
局
の
決
定
を
争
っ
て
出
訴
し
、
ま
た
行

政
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
に
関
与
で
き
る
と
す
る
。
⑥
非
訟
事
件
で
検
察
官
が
公
益
代
理
人
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
わ
が
国

と
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
⑦
へ
ツ
セ
ン
州
の
憲
法
裁
判
所
で
は
固
有
の
出
訴
権
を
も
っ
訟
務
検
事
(
戸
山
邑

g
g
d
S
F
)
が
お
り
、
こ
れ
も

公
益
代
理
人
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
的
機
能
を
も
っ
制
度
も
含
め
て
公
益
代
理
制
度
が
観
念
さ
れ
る
か
ら
、
公
益
代
理
人
と
し
て
理
解
さ
れ
る
範

囲
は
広
い
。
そ
の
た
め
、
さ
ら
に
、
自
然
保
護
団
体
や
会
計
検
査
・
会
計
監
査
制
度
な
ど
が
公
益
代
理
制
度
に
含
め
て
扱
わ
れ
た
り
、
後
述

の
よ
う
に
、
訟
務
検
事
(
公
益
代
理
人
)
の
活
路
が
環
境
保
護
団
体
に
対
す
る
原
告
適
格
付
与
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
訴
訟
上
の
代
理
制
度
を
中
心
と
し
て
考
察
し
た
い
。

な
お
、
す
で
に
用
い
て
い
る
訳
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
〈
訟
務
〉
に
あ
る
程
度
対
応
す
る
よ
う
に
、
連
邦
に
あ
っ
て
は

Oσqσ
ロロ目

母由
g
d
S
F
を
訟
務
検
事
長
、
こ
れ
の
置
か
れ
た
官
庁
組
織
で
あ
る
回

5仏
gω
ロ
毛
色
仲
間
与
え
門
を
訟
務
庁
と
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
や
か
つ
て
の

パ

l
デ
ン

l
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の

C
Zユ
自
己

2
2毛
色
丹
と
戸
自
己

2
8
4
5
1∞
与
え
仲
を
そ
れ
ぞ
れ
訟
務
検
事
長
、
訟
務
庁
と
訳
し
た
。

し
か
し
、
後
述
の
通
り
、
連
邦
と
州
で
は
訟
務
庁
の
役
割
・
機
能
は
異
な
り
、
訟
務
庁
と
い
っ
て
も
日
本
の
訟
務
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り

異
質
な
も
の
で
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(
イ
)
行
政
裁
判
所
法
の
定
め

行
政
裁
判
所
法
は
〈
公
益
代
理
人

2
2可
2
2仏
g
庄内

OE--nzgzzzag)〉
と
い
う
見
出
し
の
節
に
三
か
条
の
規
定
(
三
五

1
三

七
条
)
を
お
い
て
い
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
は
公
益
代
理
人
は
連
邦
訟
務
検
事
長
(
。
宮
号

5
己
g
S
4
5
5
と
称
さ
れ
、
必
置
機

関
で
あ
る
(
三
五
条
)
。
行
政
裁
判
所
(
第
一
審
行
政
裁
判
所
の
こ
と
。
以
下
同
じ
)
お
よ
び
上
級
行
政
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
州
政
府
の
法

規
命
令
を
も
っ
て
〈
公
益
代
理
人
〉
制
度
を
採
用
で
き
る
。
採
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、

た
は
州
行
政
庁
の
代
理
権
を
委
任
で
き
る

(
三
六
条
一
項
一
号
)
。

一
般
的
に
ま
た
は
特
定
種
類
の
事
件
の
た
め
に
州
ま

つ
ま
り
二
重
に
任
意
設
置
機
関
で
あ
る
。

公
益
代
理
人
は
す
べ
て
裁
判
官
資
格
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

同
法
に
は
公
益
代
理
人
の
職
務
内
容
に
つ
い
て
特
段
の
指
示
は
な
い
が
、
訴
訟
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
三
七
条
)
。
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説

連
邦
訟
務
検
事
長
お
よ
び
州
の
公
益
代
理
人
は
、
自
ら
の
判
断
ま
た
は
自
己
の
所
属
す
る
政
府
の
指
示
に
基
づ
い
て
一
切
の
手
続
に
関
与
で

き
、
そ
の
場
合
、
当
事
者
と
し
て
の
訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
六
三
条
四
号
)
。
ま
た
、
州
の
公
益
代
理
人
は
、
自
己
の
関
与
し
た

事
件
の
判
決
を
上
訴
し
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
。
原
告
と
被
告
が
一
致
し
て
上
訴
の
意
思
を
持
た
な
い
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。
連
邦
訟
務

検
事
長
は
上
告
審
の
訴
訟
に
限
っ
て
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
も
つ
が
、
上
告
自
体
も
上
告
不
許
可
も
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
上
告
事
件
に
は
一
切
の
当
事
者
に
弁
護
士
(
大
学
の
法
学
教
師
を
含
む
)
強
制

が
課
さ
れ
て
い
る
(
六
七
条
一
項
)
。
こ
れ
は
上
告
審
に
お
け
る
行
政
庁
と
国
民
の
武
器
の
対
等
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。
実
際
に
は
、
連
邦
議
会
の
、
特
に
法
務
委
員
会
に
お
り
る
弁
護
士
ロ
ビ

l
の
活
動
の
成
果
[
連
邦
訟
務
検
事
長
シ
ェ

l
フ
ァ

l

[
印

n
F
2
r
ュhag-
州
公
益
代
理
人
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
[
巴
ぽ
官
民
]
]
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
経
緯
は
と
も
か
く
、
こ
の
原
則
は
連
邦
と

州
を
問
わ
ず
一
切
の
行
政
庁
に
も
適
用
さ
れ
る
。
後
に
み
る
よ
う
に
訟
務
庁
を
独
自
に
お
く
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
あ
っ
て
も
、
上
告
事
件
に
関

す
る
限
り
訟
務
検
事
を
代
理
人
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
公
益
代
理
人
は
当
事
者
た
る
行
政
庁
の
代
理
人
と
し
て
の
資
格
で
な

け
れ
ば
上
告
審
で
の
弁
論
を
許
さ
れ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
大
法
廷
判
決
は
、
地
方
自
治
体
関
係
の
下
級
審
判
決
に
対
し
て
公
益
代
理
人

が
上
告
し
、
み
ず
か
ら
弁
論
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
形
式
的
表
面
的
に
は
、
日
本
の
制
度
に
は
存
在
し
な
い
国
の
機
関
の
一
方
的
な
上

論

告
権
を
許
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

連
邦
訟
務
検
事
長
は
、
合
議
体
と
し
て
の
連
邦
政
府
の
指
示
に
服
す
る
が
(
三
五
条
)
、
個
々
の
所
管
大
臣
の
指
揮
を
受
け
な
い
。
州
の
公

益
代
理
人
に
対
す
る
指
示
権
に
関
す
る
規
定
は
、
行
政
裁
判
所
法
で
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。

(
ロ
)
そ
の
他
の
法
律
の
定
め

公
益
代
理
人
制
度
は
行
政
裁
判
所
法
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
行
政
系
訴
訟
法
に
属
す
る
財
政
裁
判
所
法
と
社
会
裁
判
所
法
に
は
こ
の
種

北法42(1・108)108



の
規
定
が
な
い
。
し
か
し
、
類
似
の
機
能
が
法
定
さ
れ
て
い
な
い
わ
げ
で
は
な
い
。
社
会
裁
判
所
法
七
五
条
一
項
で
は
、
戦
争
犠
牲
者
援
護

事
件
に
お
い
て
連
邦
の
参
加

(σ
色
包

g)を
認
め
る
制
度
を
置
い
て
お
り
、
財
政
裁
判
所
法
一
一
一
一
一
条
二
項
で
は
連
邦
大
蔵
大
臣
と
州
の
最

高
官
庁
に
上
告
審
に
お
け
る
参
加

(σ
巳
可

2
2
)
を
認
め
て
い
る
。
社
会
裁
判
権
と
財
政
裁
判
権
で
は
下
級
審
に
お
け
る
一
般
的
な
公
益
代

理
制
度
は
存
在
し
な
い
。
な
お
、
さ
ら
に
、
連
邦
の
公
務
員
に
対
す
る
懲
戒
裁
判
に
お
い
て
公
益
代
理
人
と
し
て
機
能
す
る
連
邦
懲
戒
検
事

の
制
度
が
あ
る
。
異
な
る
法
律
に
定
め
ら
れ
た
公
益
代
理
人
お
よ
び
公
益
代
理
類
似
機
能
を
も
っ
者
が
特
定
事
件
に
お
い
て
同
時
に
出
廷
す

る
こ
と
は
通
常
は
な
い
が
、
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
原
告
か
ら
見
て
被
告
代
理
人
と
同
一
視
で
き
る
よ
う
な
役
割
を
も

っ
者
が
何
人
も
連
邦
行
政
裁
判
所
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
武
器
の
対
等
原
則
を
原
告
の
た
め
に
確
保
す
る
観
点
に
'
立
っ
て
批
判
が
投
げ
か

け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(
ニ
)
連
邦
の
制
度

(
イ
)
史
的
経
過

公
益
代
理
人
制
度
は
、

そ
の
起
源
を
二
千
年
前
ま
で
遡
っ
て
探
る
こ
と
も
可
能
な
よ
う
で
あ
る
が
、
近
代
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ

に
設
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
を
見
て
お
く
こ

第
二
帝
制
下
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
(
邦
)

と
に
す
る
。

一
九
四
一
年
に
設
置
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
公
益
代
理
人
と
し
て
の
ラ
イ
ヒ
訟
務
検
事
長

(OZコ
巴
岳
∞

gt弔
問
-
乙
で
あ
る
。
相
当
長
期
の
議
論
の
末
の
産
物
で
あ
る
が
、
現
に
設
け
ら
れ
た
制
度
は
、
設
立
年
代
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

全
国
レ
ベ
ル
で
最
初
の
も
の
は
、

に
、
ナ
チ
ス
の
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
り
、

か
つ
敗
戦
ま
で
実
施
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
き
な
実
績
は
な
い
。
そ
の
任
務
と

北法42(1・109)109



説

し
て
は
公
益
の
代
理
の
ほ
か
、
行
政
裁
判
の
統
一
性
と
法
の
継
続
的
発
展
に
配
慮
す
る
こ
と
が
付
加
さ
れ
て
い
た
。
現
行
制
度
と
は
異
な
り
、

ラ
イ
ヒ
訟
務
検
事
は
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
と
ラ
イ
ヒ
の
最
高
行
政
官
庁
の
指
示
に
拘
束
さ
れ
た
。

第
二
次
大
戦
後
に
は
、
一
九
五
二
年
制
定
の
連
邦
行
政
裁
判
所
法
に
よ
り
、
連
邦
公
益
代
理
人
が
設
け
ら
れ
た
。
名
称
は
連
邦
訟
務
検
事

長
に
変
わ
っ
た
。
連
邦
大
統
領
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
後
述
の
よ
う
に
純
粋
な
公
益
代
理
人
と
し
て
の
機
能
の
み
を
有
す
る
。

連
邦
財
政
裁
判
所
で
は
連
邦
訟
務
検
事
長
と
同
一
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
既
述
の
よ
う
に
参
加
制
度
が
認
め
ら
れ
た
が
、
公
益
代
理
人
制
度

は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
制
度
の
維
持
費
が
高
く
つ
く
と
い
う
に
あ
る
。
連
邦
社
会
裁
判
所
に
お
け
る
連
邦
の
参
加
の
制
度
は
、

裁
判
に
際
し
て
裁
判
所
を
補
助
す
る
と
い
う
観
点
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
理
由
、
す
な
わ
ち
連
邦
財
政
の
事
情
を
裁
判
に
反
映
さ
せ
る
と
い

う
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

呈A、
民間

(
ロ
)
連
邦
訟
務
検
事
の
職
務
と
権
限

連
邦
訟
務
庁
は
訟
務
検
事
長
を
長
と
す
る
独
任
制
機
関
で
あ
る
。
訟
務
検
事
長
自
身
が
公
益
代
理
人
で
あ
る
。
彼
は
、
一
九
六
七
年
に
定

め
ら
れ
た
「
行
政
裁
判
所
法
三
五
条
に
つ
い
て
の
一
般
行
政
規
則
L

に
よ
れ
ば
、
「
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
公
益
を
維
持
し
、
も
っ
て
法

の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
」
を
任
務
と
し
、
彼
に
は
「
連
邦
共
和
国
の
代
理
権
を
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
一
条
一
項
)
。
す
な
わ
ち
、

連
邦
ま
た
は
連
邦
の
行
政
機
関
の
代
理
人
で
は
な
く
、
原
告
(
代
理
人
)
と
被
告
(
代
理
人
)
の
い
る
法
廷
で
公
益
上
の
観
点
か
ら
弁
論
す

る
こ
と
が
職
務
で
あ
る
。
例
外
的
に
閣
議
決
定
に
基
づ
く
連
邦
政
府
の
指
示
権
の
み
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
一
度
も
連
邦

政
府
の
指
示
権
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
政
府
の
指
示
権
を
大
臣
等
に
委
任
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
検
事
長
が
連
邦
最
高
官
庁
(
連

邦
主
務
大
臣
)
と
見
解
を
異
に
す
る
場
合
に
は
、
協
議
を
行
い
調
整
が
は
か
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
に
は
、
連
邦
最

高
官
庁
は
連
邦
政
府
に
対
し
て
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
六
条
二
項
)
。
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と
こ
ろ
で
、
日
本
の
訟
務
の
よ
う
に
、
公
益
代
理
人
に
対
し
て
連
邦
ま
た
は
連
邦
行
政
機
関
の
代
理
権
を
与
え
る
構
想
は
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
実
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
法
の
政
府
草
案
は
こ
の
よ
う
な
構
想
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
退
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同

法
の
制
定
の
際
に
も
現
行
行
政
裁
判
所
法
の
制
定
時
に
も
、
連
邦
段
階
に
お
い
て
は
、
公
益
代
理
人
機
能
と
連
邦
の
訴
訟
代
理
機
能
の
同
時

的
遂
行
は
論
理
的
に
矛
盾
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
も
実
施
困
難
で
あ
り
、
個
々
の
担
当
者
に
も
過
大
な
要
求
を
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
識
的
に
、
連
邦
訟
務
検
事
庁
が
連
邦
各
省
庁
は
代
理
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(
ハ
)
連
邦
訟
務
庁
の
実
務

(
a
)

庁
舎
の
様
子
連
邦
訟
務
庁
は
連
邦
行
政
裁
判
所
に
付
置
さ
れ
て
い
る
。
〈
付
置
〉
と
い
っ
て
も
、
訟
務
庁
が
法
的
に
裁
判
所
の
附

属
機
関
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
政
裁
判
権
と
訟
務
庁
が
と
も
に
内
務
省
の
管
轄
下
に
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
、
お
よ
び
行

政
裁
判
所
と
公
益
代
理
人
が
共
に
司
法
省
の
管
轄
下
に
あ
る
現
在
の
パ

l
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
い
ず
れ
と
も
異
な
り
、
連
邦
に

あ
っ
て
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
連
邦
司
法
省
の
、
訟
務
庁
は
連
邦
内
務
省
の
所
管
で
あ
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
、
〈
付
置
〉
と
い
う
に
ふ
さ

わ
し
く
、
比
較
的
最
近
ま
で
ベ
ル
リ
ン
の
同
裁
判
所
庁
舎
内
の
一
部
に
置
か
れ
て
い
た
。
現
在
で
は
街
路
を
異
に
す
る
別
の
建
物
の
一
部
に

移
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
中
庭
(
出
え
)
を
通
っ
て
行
き
来
で
き
、
連
邦
訟
務
庁
の
代
表
電
話
番
号
は
連
邦
行
政
裁
判
所
と
共
通
で
あ
る
。

連
邦
訟
務
庁
に
お
い
て
法
曹
資
格
を
も
っ
訟
務
検
事
は
一
九
九

O
年
現
在
で
八
名
で
あ

μ
。
同
庁
は
一
般
行
政
庁
に
類
似
し
た
官
僚
機
構

を
も
ち
、
総
計
八
名
の
裁
判
官
資
格
者
が
い
る
。
上
位
に
あ
る
者
が
常
に
年
長
者
と
い
う
関
係
は
な
い
。
訟
務
検
事
以
外
の
職
員
は
総
数
一

O
名
程
度
で
き
わ
め
て
少
な
い
。

連
邦
訟
務
検
事
長
そ
の
他
の
ポ
ス
ト
は
原
則
と
し
て
公
募
さ
れ
る
。
現
検
事
長
シ
ェ

l
フ
ァ

l
[
ω
岳山

or己
は
、
三
五
年
半
の
内
務
省

勤
務
歴
が
あ
り
、
前
職
は
警
察
部
門
の
長
で
あ
っ
た
。
連
邦
訟
務
検
事
の
ツ
ィ

l
ル
ケ

[NEE]
は
、
行
政
裁
判
官
の
経
験
者
で
あ
る
。
さ
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ら
に
行
政
裁
判
権
と
通
常
裁
判
権
の
裁
判
官
を
経
た
人
が
い
る
。
ド
イ
ツ
社
会
の
ど
の
よ
う
な
組
織
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
人
事
担

当
部
門
は
き
わ
め
て
弱
体
で
、
こ
の
訟
務
庁
に
お
い
て
も
組
織
的
な
人
事
は
存
在
し
な
い
。
人
事
は
何
年
に
一
度
、
い
わ
ば
偶
然
的
に
し
か

行
わ
れ
な
い
の
で
、
同
訟
務
庁
に
勤
務
す
る
き
っ
か
け
は
様
々
で
あ
る
。

(
b
)
事
務
処
理
の
状
況
連
邦
の
行
政
機
関
の
訴
訟
事
件
は
一
般
に
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
省
庁
の
官
吏
に
よ
り
代
理
さ
れ
る
。
訟
務
検
事

長
を
除
く
五
人
の
訟
務
検
事
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
計
八
部
の
通
常
行
政
事
件
部
に
一
人
ず
つ
張
り
付
く
形
で
公
益
を

代
理
す
る
[
行
政
法
専
門
弁
護
士
ス
テ
ュ
!
ア
ヨ

gq]]。

連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
訟
務
庁
が
関
与
す
る
の
は
全
上
告
事
件
の
約
一

O
%、
二
百
件
程
度
で
あ
る

[
N
ぽ
界
色
。

論

(
三
)
州
の
制
度

(
イ
)
史
的
展
開

以
下
に
見
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
各
州
で
は
訟
務
制
度
お
よ
び
公
益
代
理
人
制
度
は
極
め
て
不
統
一
で
あ
る
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
の
制
度
的
差
異
が
、
行
政
裁
判
制
度
に
お
け
る
州
聞
の
種
々
の
違
い
と
重
な
っ
て
お
り
、
統
一
的
訟
務
制
度
が
主

と
し
て
(
旧
西
)
ド
イ
ツ
の
中
で
も
保
守
的
と
さ
れ
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
と
パ

l
デ
ン
ー
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
(
た
だ
し
一
九
八
三
年
ま
で
)

に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
州
の
政
治
構
造
な
り
社
会
的
特
質
な
り
と
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
推
測
も
あ
り
え
よ
う
。
さ
ら
に
興
味
深
い
の

は
、
環
境
保
護
に
関
し
て
団
体
訴
訟
を
採
用
し
て
い
る
五
州
(
一
九
八
七
年
現
在
)
と
公
益
代
理
人
制
度
を
有
す
る
五
州
は
一
つ
と
し
て
重

(
a
)
二
つ
の
タ
イ
プ

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、

ド
イ
ツ
第
二
帝
制
下
で
発
展
し
た
公
益
代
理
人
制
度
の
う
ち
、
今
日
に
影
響
を
も
つ
も
の
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
型
と
南
ド
イ
ツ
型
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が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
プ
ロ
イ
セ
ン
型

一
八
七
五
年
制
定
の
プ
ロ
イ
セ
ン
法
は
一
般
的
常
設
的
な
公
益
代
理
人
制
度
を
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
事
件
毎
に

ま
た
は
知
事
も
し
く
は
大
臣
の
任
命
す
る
公
益
代
理
人
と
し
て
、
法
廷
に
登
場
す
る
と
い
う

制
度
が
置
か
れ
た
。
こ
れ
は
政
府
と
議
会
の
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
。
日
本
の
戦
前
の
制
度
は
こ
の
型
に
あ
た
る
。

②
南
ド
イ
ツ
型

委
員
が
被
告
行
政
庁
の
訴
訟
代
理
人
と
し
て
、

王
国
で
は

こ
の
型
と
し
て
言
及
さ
れ
る
の
は
バ
イ
エ
ル
ン
と
か
つ
て
の
パ

1
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン

一
八
七
九
年
に
設
置
さ
れ
た
始
審
に
し
て
最
終
審
で
あ
る
行
政
裁
判
所
に
常
設
の
公
益
代
理
人
で
あ
る
上
級
検
察
官

(Oσ
耳目

2
2
2
2
4司
色
丹
)
を
置
い
た
。
前
年
に
制
定
さ
れ
て
い
た
法
律
で
は
、
行
政
裁
判
所
に
一
名
の
検
察
官
と
必
要
数
の
官
吏
を
お
く
と
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
官
署
は
検
察
庁
(
印

E
巳
包
ロ
毛
色
Z
与
え
円
)
と
称
さ
れ
、
検
察
官
の
任
命
は
総
務
省
(
の

o
S
E
E
M
-ロ
Z
q
E
E
)
の
提
案
に
基
づ

い
て
国
王
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
訴
訟
制
度
に
起
源
を
持
っ
て
い
る
。
検
察
庁
は
、
同
裁
判
所
に
お
け
る
す
べ
て

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

の
事
件
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
る
権
限
を
持
っ
た
。
た
だ
し
、

そ
の
関
与
は
裁
量
に
任
さ
れ
た
。

当
時
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
行
政
訴
訟
で
は
、
固
ま
た
は
そ
の
行
政
庁
は
そ
も
そ
も
訴
訟
当
事
者
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
原
告
た
る
市
民

に
対
立
す
る
被
告
は
お
ら
ず
、
争
わ
れ
る
行
政
決
定
の
客
観
的
適
法
性
の
審
理
が
行
わ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
国
家
権
力
は

私
人
に
対
し
て
勝
訴
を
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
客
観
法
の
適
用
の
み
を
求
め
て
よ
い
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
。
被
告
行
政
庁
が
な
い
か
ら

検
察
庁
に
も
訴
訟
代
理
権
は
な
か
っ
た
。

公
益
代
理
人
は
、
国
家
利
益
と
同
視
さ
れ
る
公
益
を
行
政
裁
判
の
上
で
主
張
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
事
実

上
公
益
代
理
人
は
被
告
の
機
能
を
持
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
訴
訟
の
構
造
上
こ
の
種
の
公
益
代
理
人
の
必
要
性
は
理
解
で

き
る
が
、
実
質
的
に
は
新
設
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
の
監
視
機
関
と
い
う
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。
バ
イ
エ
ル
ン
以
外
の
地
域
で
も
、
こ
の
制

度
は
裁
判
に
よ
る
行
政
統
制
シ
ス
テ
ム
の
創
設
に
対
し
て
カ
ウ
ン
タ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
意
味
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
戦
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説

後
か
な
り
た
っ
て
か
ら
も
、
公
益
代
理
人
の
存
在
理
由
を
、
自
治
体
を
含
む
公
共
団
体
の
活
動
へ
の
不
信
や
行
政
裁
判
所
に
よ
る
活
発
な
行

政
統
制
へ
の
批
判
的
姿
勢
か
ら
も
導
く
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
発
想
は
次
第
に
変
わ
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
と
り
あ
げ

バ
イ
エ
ル
ン
以
外
で
は
、
南
ド
イ
ツ
な
い
し
中
部
ド
イ
ツ
に
属
す
る
パ

l
デ
ン
H
H
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、

も
公
益
代
理
人
制
度
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
役
割
は
第
二
次
大
戦
の
終
了
ま
で
そ
う
大
き
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
実
際
に
も
、
委
員
の

(
山
)

任
命
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

へ
ッ
セ
ン
お
よ
び
ザ
ク
セ
ン
で
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三ム

""旬

る。

一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
に
お

い
て
二
審
制
が
採
用
さ
れ
た
。
第
一
審
裁
判
所
と
第
二
審
裁
判
所
の
い
ず
れ
に
も
一
人
の
公
益
代
理
人
を
常
設
機
関
と
し
て
置
く
こ
と
と
さ

れ
、
こ
れ
に
加
え
て
、
こ
の
公
益
代
理
人
に
規
則
よ
り
国
(
州
)
の
訴
訟
代
理
権
を
与
え
た
。
組
織
は
第
一
審
段
階
に
お
い
て
も
検
察
庁

(b)
戦
後
の
展
開

戦
後
、

バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
、

(ωEえ
gロ
当
色
丹
印
与
え
門
)

と
称
さ
れ
た
。

そ
の
他
の
西
側
占
領
地
の
す
べ
て
の
州
で
も
公
益
代
理
人
制
度
の
採
否
を
州
政
府
の
権
限
と
す
る
規
定
が
置
か
れ
、
規
模
の
大
き
な
州
で

は
か
な
り
採
用
さ
れ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
型
の
公
益
弁
護
人
制
度
は
戦
後
い
ず
れ
の
地
域
で
も
維
持
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
維
持
さ
れ
な

一
九
六

O
年
の
行
政
裁
判
所
法
制
定
時
ま
で
の
状
況
を
見
る
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
が
持
続
し
な
か
っ
た
と

か
っ
た
理
由
は
判
然
と
し
な
い
。

い
う
限
り
に
お
い
て
バ
イ
エ
ル
ン
の
制
度
、
が
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、

バ
イ
エ
ル
ン
州
以
外
で
公
益
代
理
人
に
州
の
訴
訟
上

の
代
理
権
を
委
ね
る
制
度
を
採
用
し
た
の
は
パ

l
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
典
型
例
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
あ
っ
て
も
改
変
案
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

い
く
度
か
訟
務
庁
の
危
機
が
あ
っ
た
。

ま
ず
一
九
一
八
年
七
月
に
は
、
政
府
か
ら
(
当
時
唯
一
の
)
行
政
裁
判
所
の
訟
務
庁
廃
止
案
が
議
会

そ
れ
は
同
年
一
一
月
の
革
命
と
こ
れ
に
続
く
混
乱
の
中
で
可
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
の
四
六

戦
前
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
け
ば
、

に
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、



年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
検
察
庁
は
上
記
の
よ
う
に
第
一
審
行
政
裁
判
所
に
も
付
置
さ
れ
拡
充
の
一
途
を
た
ど
る
。
そ
の
後
、

か
ら
行
政
簡
素
化
の
観
点
に
立
っ
た
廃
止
論
が
出
さ
れ
、
政
府
審
議
機
関
は
一
部
廃
止
を
予
定
し
た
。
だ
が
、
強
い
反
対
に
あ
い
、
存
続
が

決
ま
っ
た
。
当
時
の
改
革
論
は
、
第
一
審
で
は
処
分
行
政
庁
が
被
告
の
代
理
を
務
め
、
第
二
審
の
上
級
行
政
裁
判
所
で
の
み
検
察
庁
に
被
告

州
の
代
理
を
任
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
北
ド
イ
ツ
で
あ
れ
ば
違
和
感
を
持
た
れ
る
検
察
庁
と
い
う
名
称
は
一
九
七
五
年
に
至
っ
て
訟

一
九
六
七
年

務
庁
(
円
自
己
命
的
自
宅
色
作
曲
。
甘
え
同
)
に
変
え
ら
れ
た
。
こ
の
名
称
変
更
は
、

パ
l
デ
ン
H
H
ヴ
ユ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
な
ら
い
、
通
常
裁
判
権
に

お
か
れ
る
検
察
と
の
違
い
を
示
す
た
め
の
も
の
で
、
職
務
内
容
に
変
更
は
な
か
っ
た
。

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(
ロ
)
公
益
代
理
人
を
お
く
州

一
九
九

O
年
現
在
、
公
益
代
理
人
制
度
を
採
用
し
て
い
る
の
は
旧
西
ド
イ
ツ
の
う
ち
の
五
つ
の
州
自
ω可
州
、
∞
・
当
州
、

Z
'当
州
、
H
N
E
H
ν

(
間
)

州
お
よ
び
中
国
州
)
で
あ
る
。
州
の
公
益
代
理
人
の
総
数
は
、
五
八
名
(
一
九
八
九
年
一
月
一
日
現
在
)
で
あ
る
。
専
任
者
は
バ
イ
エ
ル
ン

(
悶
)

州
の
四
五
名
(
た
だ
し
、
一
九
八
八
年
の
数
字
)
と
パ

l
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
一
名
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
総
数
は
他
の
州

の
兼
職
者
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
後
に
詳
述
す
る
パ

l
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
と
バ
イ
エ
ル
ン
州
を
除
い
た
三

州
の
公
益
代
理
人
制
度
の
実
情
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

(a) 

こ
の
州
は
、
人
口
規
模
で
は
ド
イ
ツ
最
大
の
州
で
あ
る
。
司
法
統
計
に
よ
れ
ば
バ

イ
エ
ル
ン
州
と
並
ん
で
公
益
代
理
人
の
関
与
率
が
高
い
。
一
九
七

O
年
頃
に
副
知
事
、
部
長
二
名
、
そ
の
他
の
官
吏
一
二
名
が
兼
職
と
し
て

公
益
代
理
人
を
務
め
て
い
る
。
一
審
の
各
行
政
裁
判
所
で
は
年
に
一
五
な
い
し
二

O
件
の
関
与
事
件
が
あ
る
。
上
級
行
政
裁
判
所
で
市
民
の

側
に
立
っ
て
省
に
不
利
益
な
弁
論
を
す
る
こ
と
も
あ

μ
。
制
度
上
は
す
べ
て
の
行
政
事
件
に
関
与
で
き

μ
が
、
関
与
の
概
括
的
な
放
棄
も
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
行
政
官
に
よ
り
兼
務
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
今
日
で
も
公
益
代
理
人
の
存
在
自
体
は
行
政
裁
判
官

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン

1
ヴ
ェ
ス
ト
ア
ァ

l
レ
ン
州
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説

に
も
行
政
法
専
門
弁
護
士
に
も
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
通
常
は
、
被
告
行
政
庁
の
職
員
が
代
理
人
と
し
て
出
廷
し
、
地
方
自
治
体

関
係
訴
訟
で
も
公
益
代
理
人
を
見
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

論

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

1
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
と
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

1
プ
ア
ル
ツ
州

シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

1
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
は
、

(
b
)
 

内
務
省
の
憲
法
・
立
法
・
行
政
担
当
部
の
長
が
公
益
代
理
人
を
務
め
、
主
と
し
て
自
治
体
や
そ
の
他
の
公
法
人
に
関
係
す
る
訴
訟
に
関
与

し
、
訴
訟
に
お
い
て
は
市
民
の
側
に
立
つ
こ
と
が
稀
で
は
な
く
、
ま
た
官
庁
か
ら
の
指
示
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト

l
プ
ア
ル
ツ

州
で
は
司
法
省
の
公
法
関
係
立
法
担
当
者
が
兼
務
と
し
て
公
益
代
理
人
の
仕
事
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
事
件
全
体
を
扱
う
の
で
は
な
く
、

個
々
の
法
解
釈
上
の
争
点
に
つ
い
て
の
み
関
与
す
る
よ
う
で
あ
る
。
関
与
す
る
事
件
数
も
非
常
に
少
な
い
。

(
ハ
)
公
益
代
理
人
を
お
か
な
い
州

旧
西
ド
イ
ツ
で
公
益
代
理
人
制
度
を
持
た
な
い
州
は
全
一
一
州
の
う
ち
六
州
で
あ
る
。
統
一
的
一
体
的
な
訟
務
制
度
を
有
す
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
の
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
以
外
の
一

O
州
で
は
、
各
部
局
の
法
律
家
ま
た
は
一
般
職
員

{
出
)

が
訴
訟
代
理
人
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
六
州
で
は
さ
ら
に
国
(
州
)
が
当
事
者
で
は
な
い
公
共
団
体
関
係
行
政
事
件
に
関
与
す
る
公

益
代
理
人
制
度
が
存
在
し
な
い
。

も
っ
と
も
、
連
邦
司
法
省
の
統
計
資
料
に
よ
れ
ば
、
プ
レ

l
メ
ン
市
(
州
)

理
人
が
上
訴
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

と、ザ

l
ル
ラ
ン
ト
州
を
除
く
他
の
す
べ
て
の
州
で
は
公
益
代

一
般
の
教
科
書
類
に
お
い
て
五
州
の
み
が
公
益
代
理
人
制
度
を
も
っ
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
正
否

が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
行
政
訴
訟
の
専
門
家
の
話
に
よ
っ
て
も
発
言
内
容
は
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
た
だ
、

特
別
の
根
拠
規
定
に
基
づ
く
正
式
の
公
益
代
理
人
は
五
州
に
と
ど
ま
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
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(
四
)

パ
1
デ
ン

l
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
け
る
訟
務
庁
の
廃
止

(
イ
)
廃
止
前
の
訟
務
庁

こ
の
地
域
に
お
け
る
公
益
代
理
人
制
度
は
、

九
六

O
年
の
こ
と
で
あ
る
。
第
一
審
お
よ
び
第
二
審
の
各
行
政
裁
判
所
に
訟
務
庁

(FmWEB自
宅
色
丹
田
岳
民
円
)
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
国
(
州
)

の
す
べ
て
の
官
庁
を
代
理
し
て
い
た
。
こ
の
間
一
九
七
二
年
に
行
政
裁
判
権
の
管
轄
は
内
務
省
か
ら
司
法
省
に
移
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
人
事
面
で
も
予
算
面
で
も
訟
務
庁
が
裁
判
所
に
遠
慮
す
る
構
造
が
生
じ
て
い
が
。

一
八
六
三
年
の
パ

l
デ
ン
法
に
ま
で
遡
る
が
、
訟
務
庁
の
制
度
そ
の
も
の
が
で
き
た
の
は
一

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

訟
務
庁
は
一
九
八
三
年
七
月
一
日
付
け
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
廃
止
前
の
制
度
と
実
務
を
見
て
か
ら
、
廃
止

の
経
緯
や
そ
の
後
の
実
情
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

同
州
の
規
則
は
訟
務
庁
に
よ
る
州
の
代
理
機
能
を
第
一
次
的
に
規
定
し
て
い
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
規
則
が
「
行
政
裁
判
権
の
裁
判
所
に

お
け
る
公
益
代
理
人
に
関
す
る
規
則
L

と
い
う
名
称
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
パ

l
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
そ
れ
は
「
一
般
行
政
裁

判
権
の
裁
判
所
に
お
け
る
訟
務
庁
に
関
す
る
州
政
府
の
規
則
L

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
州
(
行
政
庁
)
が
当
事
者
と
な
る
訴

訟
に
つ
い
て
訟
務
庁
の
代
理
権
独
占
が
あ
っ
た
(
旧
規
則
二
条
)
。
も
っ
と
も
、
州
の
最
高
官
庁
、
す
な
わ
ち
各
省
は
訟
務
庁
に
よ
ら
ず
自

ら
の
職
員
に
訴
訟
代
理
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
主
務
官
庁
の
職
員
に
代
理
権
を
委
任
す
る
こ
と
も
で
き
た
(
同
条
)
。
制
度
的
に
は
、

上
級
行
政
裁
判
所
に
付
置
さ
れ
た
訟
務
庁
に
は
第
一
審
行
政
裁
判
所
付
置
訟
務
庁
に
対
す
る
指
揮
権
が
あ
っ
た
。
訟
務
庁
は
、
原
処
分
庁
の

職
員
を
補
助
官
と
し
て
利
用
し
、
ま
た
は
彼
ら
に
訴
訟
の
委
任
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
彼
ら
職
員
は
実
際
に
は
実
情
説
明
や
専
門

的
知
識
が
必
要
な
場
合
に
限
っ
て
出
廷
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
特
定
の
口
頭
弁
論
期
日
で
の
弁
論
や
現
場
検
証
で
の
立
会
い
を

委
任
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
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説論

【表2】パーデン=ヴュルテンベルク州訟務庁の代理件数と関与件数

X 第一審全行政裁判所
訟務庁代理件数

訟務庁関与件数

新受件数 (公益代理人として)

1965 3，918 
1，485 91 

(37.9%) (23.2%) 

1970 5，823 
1，908 104 

(32.8%) 07.9%) 

1980 28，251 4，639 253 
(16.4%) ( 9.0%) 

コ¥第二審上級行政裁判所
訟務庁代理件数

訟務庁関与件数

新受件数 (公益代理人として)

1965 822 502 25 
(61.1%) ( 3.0%) 

1970 1，200 562 8 
(46.8%) ( 0.7%) 

1980 4，536 
910 6 

(20.1%) ( 0.1%) 

出所:Fliegauf， a. a. O. (Anm.144) ，5565.同州の人口は約930万人(1983年)である。

旧
規
則
に
は
〈
公
益
代
理
人
〉
と
い
う
文
言
は
な
く
、
州
が
訴
訟

の
当
事
者
で
な
い
場
合
に
訟
務
庁
が
公
益
の
擁
護
の
た
め
に
関
与
で

き
る
と
い
う
規
定
(
同
四
条
一
項
)
が
公
益
代
理
人
と
し
て
の
職
務

の
根
拠
で
あ
る
。
公
益
代
理
人
の
機
能
と
州
行
政
庁
の
代
理
機
能
を

同
時
に
は
た
す
こ
と
は
お
か
し
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
訟
務
検
事

は
州
の
訴
訟
代
理
を
し
て
い
な
い
場
合
に
限
っ
て
公
益
代
理
人
の
職

務
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
職
務
に
つ

い
て
は
、
連
邦
や
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
規
定
と
同
様
に
、
州
政
府
に
限
っ

て
指
揮
権
を
発
動
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
(
同
四
条
二
項
)
。
し
か
し

実
際
に
発
動
さ
れ
た
例
は
皆
無
で
あ
る
。

北法42(1・118)118 

一
九
八

O
年
に
は
、
訟
務
庁
全
体
で
二
二
名
の
官
吏
と
一
六
名
の

職
員
が
い
が
。
廃
止
前
の
訟
務
庁
の
業
務
実
施
状
況
は
つ
ぎ
の
【
表

2
】
の
通
り
で
あ
る
。
行
政
事
件
数
の
増
加
と
と
も
に
代
理
・
関
与

比
率
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
訟
務
検
事
一
人

当
た
り
の
処
理
事
件
は
、
一
九
八

O
年
前
後
に
お
い
て
は
、
一
審
段

階
で
一
八

O
件
な
い
し
二

O
O件
、
二
審
段
階
で
一
五

O
件
程
度
で

あ
る
。



(
ロ
)
訟
務
庁
の
廃
止

訟
務
庁
の
廃
止
は
行
政
改
革
の
関
係
で
い
く
度
か
論
じ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
前
後
に
も
議
論
が
あ
っ
た
が
、
司
法
省
は
訟

務
庁
の
強
化
を
擁
護
し
て
廃
止
論
に
対
し
て
は
消
極
的
で
あ
つ
が
。
同
州
で
は
保
守
党
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟

(
C
D
U
)
の
単
独

政
権
が
一
九
七
二
年
か
ら
続
い
て
い
る
。
一
九
八
三
年
の
廃
止
当
時
に
、
専
門
家
集
団
、
な
か
ん
ず
く
訟
務
庁
の
最
大
の
顧
客
で
あ
る
内
務

省
は
反
対
で
あ
っ
た
。
野
党
の
社
会
民
主
党

(
S
P
D
)
も
反
対
の
態
度
を
と
っ
た
[
包
芯
官
民
]
。
し
か
し
、
政
治
的
に
見
れ
ば
、
管
轄
権

が
司
法
省
に
移
っ
て
か
ら
、
同
省
は
内
務
行
政
に
つ
い
て
固
有
の
利
益
や
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
廃
止
に
至
る
過

程
で
主
導
権
を
握
っ
た
の
は
、
も
と
よ
り
政
権
党
で
あ
る
料
、
関
係
者
に
は
、
十
分
な
議
論
の
な
い
ま
ま
に
廃
止
さ
れ
た

[
Z
Z
Z
]
と
の

感
が
あ
る
。

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(
ハ
)
廃
止
後
の
状
況

訟
務
庁
を
廃
止
す
る
州
政
府
の
規
則
に
よ
り
、
規
則
の
名
称
は
「
一
般
行
政
裁
判
権
に
お
け
る
訟
務
庁
の

廃
止
と
公
益
代
理
人
の
任
用
に
関
す
る
規
則
」
と
変
わ
り
、
わ
ず
か
に
一
名
の
公
益
代
理
人
が
上
級
行
政
裁
判
所
に
置
か
れ
る
こ
と
に

(a)
孤
独
な
公
益
代
理
人

な
っ
た
。

公
益
代
理
人
は
一
審
・
二
審
の
行
政
裁
判
所
の
全
事
件
に
関
与
す
る
権
限
を
有
す
る
。
公
益
代
理
人
は
、
連
邦
の
公
益
代
理
人

l
訟
務
検

事
長
と
異
な
り
、
実
際
上
も
一
人
で
職
務
を
行
う
。
上
級
行
政
裁
判
所
庁
舎
の
一
部
に
、
続
き
間
の
執
務
室
と
秘
書
室
が
あ
る
だ
け
で
、
女

性
秘
書
一
名
の
み
が
補
佐
役
で
あ
る
。
同
庁
舎
内
に
も
そ
の
他
の
場
所
に
も
補
助
者
は
ま
っ
た
く
い
な
い
。
公
益
代
理
人
の
休
暇
な
ど
の
た

め
に
一
名
の
司
法
省
勤
務
の
官
吏
(
冨
E
2
Z立
山
町
巳
)
が
兼
務
と
し
て
代
理
人
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
官
吏
法
上
の
地
位
は

そ
う
高
く
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
体
制
で
は
十
分
な
仕
事
は
で
き
な
い
た
め
、
唯
一
の
公
益
代
理
人
で
あ
る
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
は
専
任
の
代
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説

理
者
を
置
く
よ
う
に
要
求
し
、
内
務
省
は
理
解
を
示
し
た
が
、
司
法
省
は
反
対
の
見
解
を
出
し
た
。

裁
判
所
庁
舎
内
に
公
益
代
理
人
の
執
務
室
が
あ
る
こ
と
は
、
関
係
者
に
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
だ
け
示
せ
ば
、

裁
判
所
長
官
そ
の
他
の
裁
判
官
と
極
力
距
離
を
保
と
う
と
し
て
お
り
、
非
常
に
孤
独
な
仕
事
ぷ
り
と
い
う
こ
と
が
で
き

μ
。

わ
ず
か
一
名
の
公
益
代
理
人
は
、
実
際
に
州
内
に
四
つ
あ
る
行
政
裁
判
所
に
自
ら
出
か
け
る
。
関
与
数
は
非
常
に
少
な
い
。
唯
一
人
の
組

織
で
あ
り
、
加
え
て
行
政
訴
訟
事
件
の
情
報
を
制
度
的
に
収
集
す
る
シ
ス
テ
ム
は
な
い
の
で
、
判
決
が
出
て
か
ら
事
件
の
存
在
を
知
る
こ
と

も
多
い
。
裁
判
官
に
よ
っ
て
は
、
関
与
の
意
思
を
問
い
合
わ
せ
て
く
る
者
も
い
る
が
、
裁
判
所
の
中
立
性
へ
の
配
慮
か
ら
公
益
代
理
人
へ
の

情
報
提
供
を
避
け
よ
う
と
す
る
裁
判
官
も
少
な
く
な
い
。
も
と
よ
り
被
告
行
政
庁
か
ら
届
出
を
す
る
シ
ス
テ
ム
は
な
い
。

(
b
)
訟
務
検
事
と
訟
務
の
仕
事
の
行
方
訟
務
庁
廃
止
に
伴
い
、
訟
務
検
事
長
は
初
代
公
益
代
理
人
と
な
っ
た
あ
と
一
審
行
政
裁
判
所

の
長
官
に
な
っ
た
。
二
四
名
程
度
い
た
訟
務
検
事
の
一
部
は
行
政
裁
判
官
に
な
り
、
行
政
管
区
(
列
。
巴

2
5
m印耳目
Z
E
E
E
)
の
よ
う
な
行
政

庁
に
移
っ
た
人
も
い
る
。
た
だ
一
人
だ
け
、
検
察
官
に
な
っ
た
ケ

l
ス
が
あ
る
。
訟
務
検
事
以
外
の
職
員
は
、
裁
判
所
職
員
ま
た
は
行
政
庁

論

職
員
と
な
っ
た
。
免
職
と
な
っ
た
人
は
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
訟
務
検
事
は
集
団
と
し
て
は
廃
止
に
反
対
で
あ
っ
た
か
ら
、
不
利
益
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
と
微
妙
な
と
こ
ろ
で
、
な
お
訟
務
検
事
と
し
て
の
仕
事
の
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
人
も
少
な
く
な
い

[E-ommE]
そ
う
で
あ
る
。

訟
務
庁
廃
止
後
は
い
う
ま
で
も
な
く
処
分
庁
の
法
律
家
、
場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
所
の
実
務
を
何
も
知
ら
な
い
職
員
た
ち
が
法
廷
に
出
て

く
る
。
同
州
司
法
省
か
ら
の
筆
者
宛
回
答
に
よ
れ
ば
、
「
各
官
庁
は
自
ら
裁
判
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、
特
段
の
実
務
上

の
困
難
は
生
じ
て
い
な
い
」
。
訟
務
制
度
の
再
導
入
論
が
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
現
状
の
所
管
行
政
庁
代
理
主
義
に
大
き
な
不
都
合
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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(
五
)
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
訟
務
庁

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(
イ
)
公
益
代
理
人
と
訟
務
の
二
重
機
能

(a)
付
加
的
機
能
と
し
て
の
訟
務
制
度
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
訟
務
庁
制
度
は
政
府
の
定
め
る
規
則
に
よ
り
設
け
ら
れ
て
い
る
。
既
述
の

よ
う
に
行
政
裁
判
所
と
同
じ
く
内
務
省
の
所
管
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は
三
つ
に
分
か
れ
る
。
第
一
は
、
公
益
の
代
理
で
あ
り
(
規
則
一
、
四

条
)
、
第
二
は
、
国
(
州
)
の
代
理
で
あ
る
(
同
五
条
)
。
第
三
は
、
官
吏
の
懲
戒
裁
判
の
た
め
の
調
査
官
の
仕
事
で
あ
る
(
バ
イ
エ
ル
ン
州

懲
戒
法
五

O
条
)
。
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
公
益
代
理
人
の
機
能
に
加
え
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
改
革
に
よ
り
初
め
て
被
告
と
し
て
の
国
(
国

の
行
政
庁
)
の
代
理
人
の
地
位
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
が
条
文
の
上
で
も
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
担
当
者
の
現
実
の

認
識
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
被
告
で
あ
る
州
を
統
一
的
に
代
理
す
る
訟
務
制
度
と
い
う
側
面
が
前
面
に
出
る
こ
と
が
あ
回
。

訟
務
庁
は
行
政
裁
判
所
の
庁
舎
内
に
お
か
れ
、
一
部
の
裁
判
所
下
級
職
員
は
裁
判
所
の
事
務
に
加
え
て
訟
務
庁
の
事
務
を
扱
う
が
、
訟
務

庁
は
組
織
と
し
て
は
完
全
に
独
立
で
あ
る

[Z-znZ]。
規
則
に
お
い
て
も
、
訟
務
庁
が
行
政
裁
判
権
か
ら
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
む

ね
定
め
て
あ
る
(
規
則
一
条
一
項
)
。

日
本
の
訟
務
と
の
相
違
点
は
、
各
訟
務
庁
の
名
称
の
付
け
方
と
、
こ
れ
に
伴
う
審
級
の
区
別
に
も
見
ら
れ
る
。
州
内
に
は
、
上
級
行
政
裁

判
所
に
付
置
さ
れ
た
一
訟
務
庁
と
、
各
一
審
の
行
政
裁
判
所
に
付
置
さ
れ
た
六
訟
務
庁
が
あ
る
。
各
訟
務
庁
に
は
上
級
と
か
地
方
と
い
う
よ

う
な
形
容
詞
は
つ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
上
級
行
政
裁
判
所
付
置
訟
務
庁
は
管
轄
地
が
州
全
域
で
あ
る
こ
と
を
示
す
バ
イ
エ
ル
ン
と
い
う
地
名

が
付
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

北法42(1・121)121 

(
b
)
指
揮
権
お
よ
び
所
管
庁
と
の
意
見
調
整
公
益
代
理
人
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
行
政
府
は
政
府
が
閣
議
で
決
定
し
た
指
示

を
も
っ
て
の
み
関
与
で
き
る
(
規
則
四
条
一
項
)
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
実
例
は
一
度
も
な
い
。
州
行
政
機
関
の
代
理
を
行
う
場
合
に
所
管
官



説

庁
の
指
揮
権
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
現
在
の
実
務
は
内
務
大
臣
の
指
揮
が
及
ぶ
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
同
州
で
行
政
裁
判

官
経
験
を
も
ち
、
全
国
で
も
っ
と
も
利
用
さ
れ
て
い
る
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
の
執
筆
者
で
あ
る
教
授
コ
ッ
プ
[
問
。
℃
巴
は
、
州
法
に
よ
り
指
揮

権
を
制
限
し
、
訟
務
検
事
が
指
示
を
受
け
な
い
も
の
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
彼
は
、
公

益
代
理
人
が
、
州
の
訴
訟
代
理
人
と
し
て
職
務
を
行
う
場
合
に
も
、
あ
く
ま
で
公
益
代
理
人
の
地
位
を
持
つ
の
で
あ
り
¥
第
一
次
的
に
は
公
共

性
の
実
現
を
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
原
告
に
有
利
な
証
拠
申
請
を
し
た
り
、
訴
訟
要
件
を
満
た
し
て
お
り
本
案

に
つ
い
て
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
認
容
判
決
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ

こ
で
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
訟
務
代
理
人
と
し
て
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
公
益
的
観
点
か
ら
回
避
・
思
避
制
度
の
適
用
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

訟
務
庁
は
被
告
国
の
代
理
権
を
独
占
し
て
い
る
の
で
、
処
分
庁
が
訴
訟
行
為
を
継
続
す
る
の
を
放
置
し
た
り
、
処
分
庁
に
代
理
権
を
付
与

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
訟
務
検
事
は
関
係
行
政
庁
と
協
議
(
切

g各
自

g)を
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
そ
の
同
意
(
巴
ロ
〈
2

5
Y
B
B
)
を
得
る
必
要
は
な
い
。
処
分
庁
と
一
審
段
階
の
訟
務
庁
の
見
解
が
異
な
る
場
合
の
た
め
の
見
解
調
整
の
方
法
が
予
定
さ
れ
て
い

λ
v

。

呈A、
信咽

(
C
)

公
務
員
懲
戒
事
件
の
調
査
と
訴
追
同
州
の
公
益
代
理
人
は
公
務
員
懲
戒
事
件
の
裁
判
に
は
関
与
で
き
な
い
が
(
規
則
四
条
二
項
、

三
項
)
、
裁
判
前
の
調
査
手
続
を
担
当
す
る
。
調
査
手
続
は
、
州
と
自
治
体
に
勤
務
す
る
す
べ
て
の
官
吏
の
懲
戒
対
象
事
案
に
つ
い
て
行
わ
れ

る
。
こ
の
懲
戒
制
度
は
、
日
本
と
比
べ
て
二
つ
の
大
き
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
日
本
で
は
首
長
な
ど
特
別
職
公
務
員
に
対
す
る
懲

戒
が
自
己
規
律
に
任
さ
れ
て
い
る
の
と
異
な
り
、
公
選
職
の
官
吏
に
も
懲
戒
手
続
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
は
、
こ
の
手
続
が
恋
意
に
流
れ

な
い
よ
う
に
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
訟
務
検
事
に
よ
り
調
査
が
行
わ
れ
、
し
か
も
重
要
な
懲
戒
処
分
は
裁
判
手
続
に
よ
り
被
処
分
者
と

同
一
の
階
層
に
属
す
る
官
吏
が
参
審
員
の
一
名
と
な
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
訟
務
検
事
の
関
与
す
る
の
は
調
査
手
続
に
限
ら
れ
る
。

懲
戒
権
限
庁
が
懲
戒
内
容
を
裁
判
上
請
求
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
検
察
が
裁
判
で
刑
罰
を
請
求
す
る
の
と
似
て
い
る
わ
け
で
あ
斜
。
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訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(
ロ
)
訟
務
庁
の
人
事

(
a
)

単
純
な
機
構
訟
務
庁
所
属
法
律
家
の
官
職
名
は
基
本
的
に
三
種
類
で
あ
る
。
訟
務
検
事
長

(
C
S
O
B
-
-
s
a
g
s毛
色

T
C
F
E

は
政
府
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
訟
務
検
事
の
給
与
に
つ
い
て
も
透
明
度
が
高
い
。

同
州
の
訟
務
検
事
お
よ
び
行
政
職
員
の
配
置
状
況
に
つ
い
て
一
九
八
六
年
一

O
月
現
在
の
数
字
を
資
料
に
よ
っ
て
見
て
お
く
。
四
六
名
の

高
級
職
官
吏
(
訟
務
検
事
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
)
、
一
名
の
上
級
職
官
吏
、
三
五
名
の
職
員
(
〉
ロ

mgz--Zロ
)
が
勤
務
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
訟
務

庁
(
第
二
審
付
置
)
に
一
四
名
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
訟
務
庁
に
一

O
名
、
そ
の
他
の
五
つ
の
州
内
の
訟
務
庁
に
二
名
な
い
し
四
名
の
訟
務
検
事
が

配
属
さ
れ
て
い
る
。
高
級
職
官
吏
は
す
べ
て
法
曹
資
格
を
も
っ
て
い
る
。
職
員
は
事
務
作
業
や
秘
書
業
務
に
あ
た
る
。
訟
務
庁
専
任
の
現
業

職
の
人
(
〉
号

oxq)
は
い
な
い
。
小
さ
な
訟
務
庁
で
は
、
浄
書
作
業
や
図
書
・
調
度
品
管
理
な
ど
一
定
の
庶
務
に
つ
い
て
は
人
手
不
足
が
大

き
く
、
同
じ
建
物
の
中
に
あ
る
行
政
裁
判
所
の
暫
定
的
援
助
に
よ
っ
て
し
の
が
れ
て
い
る
。
な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
を
地
域
割
り
し
て
、
五

名
の
懲
戒
事
案
調
査
官
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
職
員
層
は
大
部
分
が
秘
書
的
ま
た
は
補
助
的
業
務
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
日
本
の
法
務
局
や
地
方
法
務
局
に
お
い
て
法
曹
資
格
を
も
た
な
い
職
員
が
実
質
的
に
訟
務
の
集
団
作
業
を
担
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、

バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
訟
務
検
事
自
身
が
ほ
ぼ
一
切
の
法
的
検
討
作
業
を
す
る
体
制
と
な
っ
て
い
る
。

(
b
)
自
治
体
首
長
や
地
方
議
員
も
訟
務
検
事
に
訟
務
検
事
の
す
べ
て
は
、
行
政
官
経
験
者
で
あ
る
。
も
と
よ
り
法
曹
資
格
を
得
た
上

で
官
吏
に
な
っ
て
い
る
。
概
括
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。
二

1
三
年
の
行
政
経
験
を
経
て
訟
務
局
に
採
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い

が
、
よ
り
長
期
の
経
験
を
も
っ
者
も
お
り
、
ご
く
例
外
的
に
は
行
政
裁
判
所
か
ら
の
移
動
組
も
い
る
。
一
九
八
六
年
現
在
三
名
の
裁
判
官
経

験
者
が
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
人
は
、
本
人
が
応
募
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
行
政
職
の
高
官
に
就
く
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
常
識
的
に
は

他
の
職
場
に
異
動
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
検
察
庁
(
刑
事
)
と
訟
務
庁
と
の
人
事
交
流
は
皆
無
で
あ
る
。
行
政
経
験
の
有
無
が
そ
の
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説

決
定
的
理
由
と
な
っ
て
い
る
L
[
Z
R
R
E
]
。
ま
た
、
訟
務
検
事
の
平
均
年
齢
は
裁
判
官
に
比
べ
て
若
い
。
訟
務
検
事
を
経
て
行
政
裁
判
官
に

な
っ
て
い
く
ケ

l
ス
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

論

一
九
八
三
年
か
ら
八
五
年
に
か
け
て
の
三
冊
の
バ
イ
エ
ル
ン
訟
務
庁
年
次
報
告
書
か
ら
、
訟
務
検
事
の
人
事
を
見
て
お
こ
う
。
日
本

の
い
わ
ゆ
る
判
検
交
流
と
の
比
較
に
お
い
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
定
期
人
事
異
動
な
る
も
の
は
な
い
。
三
年
間
で

合
計
四
六
件
の
人
事
異
動
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
在
職
死
亡
や
退
職
も
あ
る
。
注
目
す
べ
き
全
体
的
特
徴
は
、
圧
倒
的
多
数
の
訟

務
検
事
は
国
の
出
先
機
関
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
郡
庁
お
よ
び
県
庁
と
の
間
で
相
互
に
転
入
・
転
出
し
て
い
る
こ
と
、
裁
判
所

か
ら
の
転
入
は
一
件
も
な
い
こ
と
、
行
政
裁
判
官
へ
の
転
出
も
少
な
い
こ
と
、
女
性
訟
務
検
事
人
事
が
一
一
件
(
二
四
%
)
を
し
め
る
こ
と

で
あ
る
。
自
治
体
首
長
や
職
業
的
地
方
議
員
か
ら
の
採
用
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
般
職
公
務
員
の
中
に
法
曹
有
資
格
者
が
非
常
に
多
い
こ

と
、
裁
判
官
、
検
察
官
お
よ
び
公
務
員
が
休
職
を
し
て
国
会
(
連
邦
・
州
)
議
員
に
な
れ
る
こ
と
、
政
治
活
動
規
制
が
緩
や
か
で
あ
る
こ
と
、

職
業
の
変
更
が
非
常
に
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
社
会
の
実
態
が
訟
務
人
事
の
中
に
も
現
わ
れ
て
い

今、
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

訟
務
検
事
が
組
合
そ
の
他
の
団
体
に
加
入
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
由
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
州

訟
務
庁
長
官
ニ
チ
ェ
も
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
官
連
盟
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
彼
の
話
で
は
、
同
州
の
訟
務
検
事
の
三

0
1四
O
%
が
同
連
盟
に

(
C
)

裁
判
官
団
体
へ
の
加
入

入
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
と
す
れ
ば
、
行
政
裁
判
官
の
組
織
率
よ
り
は
か
な
り
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

未
加
入
者
は
行
政
官
の
組
織
に
加
入
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
ハ
)
訟
務
庁
の
実
務

先
に
あ
げ
た
年
次
報
告
書
に
は
、
職
員
の
傷
病
休
暇
日
数
や
訟
務
検
事
の
研
修
・
研
究
大
会
の
テ
l
マ、

日
程
、
参
加
者
数
な
ど
も
記
載
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(
附
)

さ
れ
て
い
る
。

年
次
報
告
書
に
よ
る
と
、
人
口
約
一
一

O
O万
人
の
同
州
で
、

事
件
に
お
い
て
被
告
国
を
代
理
し
、

一
九
八
五
年
に
は
、
第
一
審
段
階
の
二
万
八
千
余
件
の
う
ち
、
六
五
%
の

一
二
%
に
つ
い
て
公
益
代
理
人
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
第
二
審
に
関
す
る
同
様
の
数
字
は
、
そ
れ
ぞ

八
・
二
%
で
あ
る
。
検
事
長
ま
で
含
め
て
四
五
名
の
訟
務
検
事
で
第
一
審
・
第
二
審
総
計
約
三
万
件
と
い
う
数
字
は
非
常

に
大
き
い
が
、
実
際
に
訟
務
が
関
与
し
て
口
頭
弁
論
が
行
わ
れ
た
回
数
は
、
第
一
審
段
階
で
四
一
七
二
回
、
第
二
審
段
階
で
一

O
五
七
回
で

あ
り
、
こ
の
総
計
五
二
二
九
件
の
う
ち
州
代
理
人
と
し
て
は
三
四
五
一
件
、
公
益
代
理
人
と
し
て
一
七
七
八
件
で
あ

μ
。
州
代
理
人
と
し
て

れ
六
九
・
三
%
、

の
職
務
以
外
の
も
の
が
公
益
代
理
人
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
。
訟
務
庁
が
行
っ
た
控
訴
・
抗
告
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
過
去
七
年
平
均
で

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

三
O
八
・
七
件
で
あ
り
、
上
告
数
は
同
一
期
間
に
つ
い
て
一
一
・
六
件
で
あ
る
が
、
近
年
そ
の
数
は
相
当
に
減
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
州
政
府

の
指
針
に
基
づ
く
も
の
で
、
州
が
被
告
の
場
合
で
あ
れ
、
公
益
代
理
人
と
し
て
の
機
能
で
あ
れ
、
可
能
な
限
り
上
訴
を
減
ら
そ
う
と
す
る
努

力
の
現
れ
で
あ
る

[
Z
宮
の
町
巾
]
。
こ
の
あ
た
り
も
わ
が
国
の
実
務
と
異
な
る
よ
う
に
み
え
る
。
控
訴
、
抗
告
、
上
告
の
う
ち
訟
務
検
事
が
行
っ

た
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
・
九
%
、
一
・
九
%
、
二
了
三
%
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
上
訴
の
ほ
ぼ
す
べ
て
(
九
七
・
一
%
)
が
、
所
管
行
政

庁
の
指
示
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
訟
務
検
事
と
当
事
者
も
参
加
し
て
裁
判
所
が
行
う
現
場
検
証
は
五
年
間
の
平
均
で
一
一
一
一
件
で

あ
る
。
日
本
で
は
検
証
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
数
字
は
驚
異
的
で
あ
る
。
弁
論
前
に
訟
務
庁
と
し
て
現
場
確
認
に
行
く
こ
と

も
可
能
で
あ
る
が
、
通
常
は
時
聞
が
な
い
の
で
行
う
こ
と
は
で
き
な
い

[
2
5♀
色
。

公
益
代
理
人
と
し
て
の
機
能
は
、
国
以
外
の
公
法
人
に
対
す
る
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
自
治
体
に
対
す
る
場
合
に
意
味
を
持
つ

こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
連
邦
鉄
道
、
連
邦
郵
便
な
ど
を
相
手
方
と
す
る
訴
訟
も
重
要
な
ケ

1
ス
で
あ
る
[
行
政
法
専
門
弁
護
士

ωMEq]
。
個
々
の
訟
務
検
事
は
、
行
政
裁
判
所
の
裁
判
部
を
単
独
で
担
当
し
チ

l
ム
プ
レ
イ
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
訟
務
検
事
を
百
集
す
る

打
合
せ
は
無
意
味
で
あ
る
。
公
益
代
理
人
が
訴
訟
に
関
与
す
る
基
準
は
規
則
四
条
に
あ
る
が
、
事
件
に
関
与
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
各
訟
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説

務
検
事
に
任
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
一
切
の
指
示
は
な
い
の
で
、
実
際
の
発
動
は
相
当
に
ア
ト
・
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
っ
て
、
自
治
体
関
係
の
重
要

事
件
で
あ
っ
て
も
関
与
の
な
い
こ
と
が
多
い
。

論

(
六
)
地
方
自
治
と
の
関
係

ド
イ
ツ
の
公
益
代
理
人
制
度
と
統
一
的
訟
務
制
度
を
地
方
自
治
と
の
関
係
で
見
る
と
き
、
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
の
は
、
日
本
的
用
語
で

い
う
機
関
委
任
事
務
の
管
理
執
行
に
伴
っ
て
生
じ
る
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
、
自
治
体
の
機
関
が
日
本
の
よ
う
に
国
の
機
関
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
こ
数
十
年
の
聞
に
、
各
州
の
事
務
配
分
と
事
務
の
性
質
論
は
、
従
来
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
と
は
か
な
り

異
な
っ
た
姿
を
示
す
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
国
家
事
務
と
規
定
さ
れ
て
い
て
も
上
級
機
関
か

ら
自
治
体
機
関
へ
の
異
体
的
指
揮
は
行
わ
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
。
郡
庁
の
位
置
づ
け
、
国
家
監
督
法
制
な
ど
種
々
の
事
柄
を
各
州
ご
と
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
に
地
方
自
治
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
た
い
。

(
七
)
小
括

ド
イ
ツ
の
現
行
制
度
は
あ
ま
り
に
も
雑
多
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
と
パ

l
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
で
す
ら
こ
れ
ら
を
南
ド
イ
ツ

型
と
し
て
一
括
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
公
益
代
理
人
制
度
の
バ
イ
エ
ル
ン
型
と
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
型
の
差
異
も
一
九
世
紀
後
半
に

成
立
し
た
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
の
二
つ
の
型
の
差
異
と
必
然
的
に
重
な
る
も
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
公
益
代
理
人
制
度
を
も
っ
州
に

は
従
来
立
法
措
置
に
よ
る
団
体
訴
訟
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
訴
訟
は
社
会
民
主
党
が
単
独
ま
た
は
連
立
に
よ
り
政
権
を
も
っ
州
で
採
用
さ
れ
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訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
公
益
代
理
人
制
度
の
不
存
在
と
は
論
理
上
は
無
関
係
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
章
に
述
べ
た
の
は
主
と
し
て
事
実
の
側
面
で
あ
る
。
各
州
の
従
来
の
実
務
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
後
に
扱
お
う
。
な
お
、
国
家

賠
償
事
件
に
つ
い
て
の
州
の
訴
訟
体
制
の
検
討
は
で
き
な
か
っ
た
。
裁
判
管
轄
が
異
な
る
た
め
実
態
調
査
は
困
難
で
あ
っ
た
。

行
政
事
件
に
関
す
る
各
州
の
訴
訟
代
理
体
制
は
い
く
つ
も
の
意
味
に
お
い
て
日
本
と
際
だ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
唯
一
日
本
の
よ
う
に
統

一
的
訟
務
制
度
を
も
っ
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
あ
っ
て
も
訟
務
検
事
の
大
部
分
が
日
本
的
に
い
え
ば
省
庁
や
県
庁
・
郡
庁
と
の
間
で
往
来
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
訟
務
庁
に
よ
る
組
織
と
し
て
の
対
応
は
ま
っ
た
く
な
い
。
加
え
て
、
訟
務
検
事
は
自
ら
ほ
ぼ
一
切
の
仕
事
を
行
い
、

多
数
の
法
曹
資
格
を
も
た
な
い
者
が
補
助
す
る
シ
ス
テ
ム
は
な
い
。
訟
務
検
事
の
仕
事
は
、
一
般
行
政
機
関
に
お
け
る
幹
部
(
候
補
)
公
務

員
の
仕
事
と
変
わ
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
の
行
政
機
関
の
一
般
職
員
や
高
官
は
し
ば
し
ば
裁
判
官
や
裁
判
所
長
官
に
な
っ
て
い
く
が
、
普
段
か
ら

法
的
処
理
が
行
政
現
場
で
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
行
政
官
の
職
務
ス
タ
イ
ル
は
裁
判
官
の
そ
れ
と
大
差
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
稿

の
官
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
不
服
審
査
が
裁
判
類
似
の
手
続
で
簡
単
に
行
わ
れ
、
あ
る
い
は
村
長
が
元
行
政
裁
判
官
で
あ
る
と
い
う
事
態

も
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
郡
役
所
や
市
役
所
で
司
法
修
習
生
が
研
修
し
て
い
る
の
も
こ
う
し
た
背
景
の
下
に
お
い
て
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
公
益
代
理
人
制
度
や
訟
務
制
度
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
出
)
自
由
nyqw
出・白・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
吋
)wω
・
5
R
-

印

H
R
公
益
代
理
人
制
度
に
関
す
る
包
括
的
な
研
究
と
し
て
は
博
士
論
文

(ω
口町三
N

・
出
向
芦
ロ
q

包
釘
巾
門
出
向
{
ロ
巾
〈
巾
吋
可
2
2
仏巾凹

α問問巾ロ
E
n
y
g
-
5
R
2
8田
宮
門
凶
巾
吋
門
凶
O
E
R
7
2
〈
句
者
間
-Z口
問
品
目
吋
{
門
広
島
田
吋
w
a
F
U
2
n吋円三円。
P
開
内
庁

f

zg)
が
あ
る
が
、
参
照
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
同
氏
に
よ
る
要
約
的
な
論
文
(
本
稿
注
(
即
)
)
が
あ
る
。

(
制
)
一
九
七
四
年
の
法
律
で
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
村
上
英
明
「
西
独
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
ブ
ア
ル
ツ
州
の
市
民
受
任
官
制
度
L

季
刊
行
政
管
理
研
究
三
九
号
(
一
九
八
七
)
三
七
頁
以
下
参
照
。

(
出
)
現
行
法
は
一
九
八
二
年
制
定
の
も
の
で
あ
る
。
。
2
2
N
ロ
σ
巾
司
門
日
山
田
〉
間
三
〈
巾
江
田
町
日
ロ
〈
・

5
・吋・

5
∞N
w

切
の
切
戸
日

ω・
2
品
・
こ
の
制
度
は
、
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色
町
岳
件
。
叶
)
一
名
、
二
等
事
務
官

(OZミ
高
山
巾
E
括
的
日
丹
)
一
名
で
あ
る
。
一
等
事
務
官
と
二
等
事
務
官
は
事
務
補
助
者

(
E
E号

az円
)
と
称

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
等
事
務
官
以
上
の
人
が
裁
判
官
資
格
を
も
っ
。
こ
の
八
名
の
う
ち
四
名
が
博
士
号
を
も
ち
、
上
級
訟
務
検
事
の
一
人
は

一
等
事
務
官
の
時
代
か
ら
教
授
資
格
を
も
っ
。
女
性
は
一
名
で
あ
る
。

(
即
)
一
九
八

0
年
代
前
半
の
数
字
に
よ
れ
ば
、
連
邦
訟
務
検
事
長
、
一
名
の
連
邦
訟
務
検
事
、
四
名
の
上
級
訟
務
検
事
、
二
名
の
事
務
補
助
者
、
四

名
の
官
吏
、
六
名
の
吏
員
、
一
名
の
賃
金
労
働
者
が
い
た

Q
2
S
R
白・回・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
吋
)
・

ω・
主
)
。
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
こ
と

は
公
益
代
理
人
数
の
変
化
が
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
削
)
現
在
同
庁
の
い
わ
ば
ナ
ン
バ
ー
2
の
立
場
に
あ
る
ツ
ィ

l
ル
ケ
の
場
合
、
ベ
ル
リ
ン
の
行
政
裁
判
所
判
事
で
あ
っ
た
が
、
同
裁
判
所
が
訟
務
庁

の
向
か
い
側
に
あ
る
と
い
う
地
理
的
偶
然
か
ら
ま
ず
数
年
間
出
向
の
身
分
で
事
務
補
助
者
と
し
て
勤
務
し
、
そ
の
後
、
正
式
に
身
分
を
移
し
て
い

る
。
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
職
場
の
魅
力
が
あ
っ
て
自
分
の
意
志
で
選
択
し
た
結
果
で
あ
る
が
、
推
薦
を
受
け
て
公
募
に
応
じ
た
形
で
あ
る
と
い
う
。

つ
ま
り
、
裁
判
所
調
査
官
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
空
席
が
生
ず
る
と
行
政
機
関
や
裁
判
所
の
長
に
推
薦
依
頼
が
あ
り
、
希
望
者
が
掲
示
を
見

て
応
募
す
る
と
い
う
手
続
が
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
魅
力
と
は
、
原
則
的
意
義
の
あ
る
重
要
事
件
に
の
み
関
与
で
き
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
証
拠
調
べ
や
事
実
問
題
に
は
ほ
と
ん
ど
立
ち
入
ら
ず
に
、
上
告
審
と
し
て
法
律
上
重
要
な
事
件
に
の
み
関
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
希
望

し
な
い
限
り
異
動
が
な
い
か
ら
、
す
で
に
二
O
年
以
上
も
同
庁
に
勤
務
す
る
。

(
附
)
〈

m
u
-
E
R
Y
R
-
釦
・
白
・
。
(
〉
ロ
5

3
・
ω・主同・

(
川
)
連
邦
行
政
裁
判
所
で
の
訟
務
庁
の
関
与
比
率
は
上
告
事
件
の
三
五
%
か
ら
四
O
%
く
ら
い
で
あ
る
[
連
邦
訟
務
検
事
長

ω各
自
貯
乙
。
こ
れ
は
具

体
的
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
行
政
裁
判
所
に
は
毎
年
平
均
し
て
二
千
件
な
い
し
三
千
件
の
上
告
事
件
が
あ
る
。
法

律
上
は
、
公
益
代
理
人
は
す
べ
て
の
事
件
の
訴
訟
資
料
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
実
に
困
難
で
あ
り
、
抗
告
事
件
な
ど
を
予
め
概
括

的
に
放
棄
し
て
い
る
。
そ
こ
で
訴
訟
資
料
の
提
供
を
受
け
る
の
は
、
約
三
O
%
に
あ
た
る
六
百
件
か
ら
八
百
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
実
際
に
法
廷

で
関
与
す
る
の
は
三
O
%
程
度
で
あ
る

[
N
笠
宮
]
。
難
民
認
定
事
件
に
も
関
与
し
な
い

[
ω
n
v
s
rュ。

(
山
)
こ
の
二
州
は
上
級
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
名
誉
職
裁
判
官
制
度
の
不
採
用
、
比
較
的
多
数
の
行
政
裁
判
官
が
行
政
勤
務
経
験
を
持
つ
こ
と
、
公

益
代
理
人
制
度
が
あ
る
こ
と
、
上
級
行
政
裁
判
所
の
名
称
が
他
と
違
う
こ
と
(
但
し
へ
ツ
セ
ン
州
と
併
せ
て
三
州
が
異
な
る
)
に
お
い
て
特
色
が

あ
る
。

(
山
)
へ
ツ
セ
ン
州
、
プ
レ

1
メ
ン
市
(
州
)
、

説論

ハ
ン
ブ
ル
ク
市
(
州
)
、

北法42(1・130)130

ベ
ル
リ
ン
市
(
州
)
、
ザ
l
ル
ラ
ン
ト
州
で
あ
る
。

ωロ注
2
g
n
Z
N包
E
ロ肉



訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)
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(
旧
)
公
益
維
持
の
た
め
に
独
立
の
検
察
庁

(
ω
S
2
Eロ
巧
田
正
与
え
門
)
を
設
け
よ
う
と
し
た
政
府
提
案
に
対
し
て
、
下
院
は
当
事
者
と
し
て
の
関
係

行
政
庁
が
公
益
を
裁
判
上
主
張
し
得
る
し
、
現
に
主
張
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
反
対
を
し
、
妥
協
が
成
立
し
た
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両
者
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比
較
に
つ
い
て
は
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。
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巾
日
開
叶
(
バ
イ
エ
ル
ン
州
訟
務
検
事
長

Y
N
R
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5
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ミ
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-
E∞ゲ

ω-HN甲
町
内
・
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
に
限
つ
て
の
現
在
ま
で
の

制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
司
・

ω円
0
2
E
m
(
バ
イ
エ
ル
ン
州
訟
務
検
事
長

Y

E
巾
戸
白
豆
町
田
山
口
当
白
-
Z与
え
円
切
回
苫
吉
田
巾

E
E
2
2
U
S
2

EHnfz-口
F
回
同
吋
〈
∞
「
同
申
叶
坦
唱

ω
-
g
H
R
が
詳
し
い
。

(
旧
)
〈
句
者
国
]
吉
ロ
mmmmユ
n
Z与
え
(
〈
の
出
)
・
今
日
の
州
上
級
行
政
裁
判
所
の
前
身
。

(
川
山
)
宮
山
口
口
N
W
E
・
白
・
0
(
〉
ロ
ヨ
・
由
印
)
・

ω・
2
印
R

(
山
)
』
。
E
ロロ

ωnyB五
円
(
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
長
官

y
u
q
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q
可
2
2
己
巾
由
良
P
E
-
-
n
y
S
E
R
E
m
m
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吉
田
σ
2
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g
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ω一n
E
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g
a
m
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Y
〈
m三
円
四
円
ロ
ロ
肉
(
〉
ロ
ヨ
ヨ
)
・

ω・同日叶・

(
山
)
行
政
裁
判
に
関
す
る
パ

1
デ
ン
の
法
律

5
2
〈

E
-
E
E
5∞
?
の
〈
巴
・

ω・
5
叶
)
の
政
府
草
案
に
付
さ
れ
た
公
式
理
由
書
は
、
上
級
国

家
官
庁
が
裁
判
所
に
よ
る
法
律
お
よ
び
命
令
の
適
正
な
適
用
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
、
国
家
は
種
々
の
対
応
を
な
し
う
る
た
め
に

上
級
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
絶
え
ず
情
報
を
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
た
。

]
ω
与

B
E
F
国・白・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
ロ
3
・
∞
-

H

印吋・

(凹
)

(

U

・
呂
田
包
ロ
(
バ
イ
エ
ル
ン
州
訟
務
検
事
長
)
・
〈
句
者
同

-Eロ
曹
関
内
コ

n
v
z
o
F
Z
ω
g民
自
ロ
毛
色

z
n
E門
戸
切
出

31切戸

E
S噌∞
-B-

(
印
)
明
日
凹
円
}MmF
同
・
由
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
吋

)
w
ω
H∞-

(
肌
)
公
益
代
理
人
の
制
度
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
ほ
か
、
回
目
当
州
、

ω白
州
、

Z
含
州
、

Z
・
ぎ
州
、
M
N
'
H
V

州、

ω
Eユ
州
で
あ
る
。

た
だ
し
、
パ

i
デ
ン

l
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
よ
う
に
州
の
名
称
や
区
域
は
現
在
と
同
一
で
な
い
場
合
が
あ
る
。
ザ

1
ル
ラ
ン
ト
で
は
、
現
行
法

が
施
行
さ
れ
た
一
九
六

O
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

(問

)ω
宮町内

rzw
出
・
同
・
0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
口
品

)
w
ω
g
H・

(
邸
)
州
当
局
に
と
っ
て
の
弊
害
が
予
測
さ
れ
た
ほ
か
に
、
訴
訟
遅
延
や
事
務
作
業
且
一
塁
の
増
大
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
お
そ
れ
宙
開
可
R
B田
口
口
(
パ
イ

北法42(1・131)131 



N

ロ
(N

ロ
-H)N司山崎将

1
-
¥
;
ミ
入
ミ
ミ
ベ
騒
!
と
主
主
4議案!さlI$:l)m)，

N
a
c
h
w
o
r
t
，

 Ba
y
V
B
l. 

1969
，

 S. 
45) 

.
:
i
J
将
軍
杓
兵
+
2

0

(菖
)
M
a
s
s
o
n
，
 a. 

a. 
O. 

(
A
n
m
.
 
119)

，
 S. 

42. 

(
包
)

R. 
N
a
u
m
a
n
n
，

 Di
e

 Verwaltungsgerichtsordung
，

 D
O
V
 1960

，
 S. 

361 

(
笥
)

G. 
Berner

，
 Funktion u

n
d
 A
u
f
g
a
b
e
n
 der 

Landesanwaltschaft in 
B
a
y
e
r
n
，
 in 
:

 Ko
p
p
 (hrsg.)

，
 Vertretung 

(
A
n
m
.
 97)

，
 

S. 
3
4
 

(
包
)

R
e
d
e
k
e
r
/
v
o
n
 Oertzen

，
 a. 
a. 

0
，

 (A
n
m
.
 
89)

，
 S. 

94. 
~
~
'
 
N
d
s
ま
や
さ
~
~
!
と
斑

Q\-'ー
や
|
社
~
~
:
b
縦
阻
択

J';;ド
ユ
ヰ
ゴ
吋
小
平

J時

子。
o
V

 gl.， 
Fischer

，
 a. 
a. 

O. 
(
A
n
m
.
 7)

，
 S. 
67 A

n
m
.
 49 ;

 C. 
H
.
 U
1
e
，

 Verwaltungsprozesrecht
，
 9. 
A
u
f
l.， 

C. 
H
.
 B
e
c
k
，

 1987
，

 

S. 
82. 

(
芭
)

D
R
i
Z
 1989

，
 S. 

354 U
刊
の
。

(
吉
)

Deutscher Richterbund (
D
R
B
)
，

 Ha
n
d
b
u
c
h
 der 

Justiz 
1988

，
 1988

，
 S. 

297. 

(
~
)
 
Meyer-Hentschel

，
 De
r
 
Vertr

巴ter
des 

δffentlichen 
Interesses (I)， 

in 
Z
e
h
n
 
J

 
ahre 

Verwaltungsgerichtsordnung 

B
e
w
a
h
r
u
n
g
 u
n
d
 R

e
f
o
r
m
 
(Schriftenreihe 

der 
Hochschule Speyer

，
 Bd. 

75)
，

 1970
，
 S. 

110. 

(
ヨ
)

1
・民中

O
社
矧
世
'
l
@
:
ミ
ミ

QII'
rj
入
代
、
一
斗
暴
露
!
と
掻
総
軍
医
U
機
醤
Q
<
~
相
乞
間
-
<
-
\
J
.
.
.
.
)
ド
届
制
収

J兵
い
二

.{.;!111WQ小;.0
Q

1
 W~
'
叩

~
Q
再

j当
甘
い
時

1
・-\JQ

.
絡
~
Q
小
将
Q

1
 0;
ミ
<
~
*
省
乞
間
-
<
Q
醤
総
~
4
♀予.(l-\J

j
<

 
.. H
調
乞

E町〈為、そ\おー;甘;;)a'車生~~$..，Q;;二.{.;!~岡国~
~
l揺

梅
干

J十E
~
Q
ミg
U
，:::Jゃい槌

j自
!
5
~
匹
以
降
~
.
;
き
i:J:;~霊.;.(<U.{.;!il!Ki$::~嬰〈宍

J
ド
ユ
時

(Zehn
J
a
h
r
e
(
A
n
m
.
 
130)

，
 S. 

136 U
~
:
l
手
時
ぷ
入

i号
、

-i:'ぺ綜
111m)

。

(自)l@:ミミ
Q<~*舗

乞
W
-
<
U

mlK-\眠時寝耳ffi:~'
Verwaltungsverfahrensgesetz/Verwaltungsgerichtsordnung(Anm

.
 
98)

，
 S. 

178 U
 

聖
霊
鮮
初
午
二
ν

二
時
。

(
宮
)

Meyer-Hentschel
，
 a. 

a. 
O. 

(
A
n
m
.
 
130)

，
 S. 

110. 

(
吾
)
l
@
:
ミ
:::Q斗

援
!
と
主
主
総
穿

1さ
や
~
陸
軍

1部
会
U
'

1V
Q
~
燃

1
~鞄

Q!と
吉
正
総
軍
医
Q

穏喜平日I\'(
U
~
き
わ
ど
:
:
:
1¥ 

>
¥
ふ
吋

[HanischJ
忽'l@:ミ王

Q
稿

写
字
~
<
~
湘
ど

E部
〈
ヰ
ミ
レ
ト
J
-v

ト.(lQ
~
I
I
I
I
W
~
題
当
初
-
v
'
梢

41F1入jトJ
Q
~
\
さ
U
~
Q
~
足
並
~
Q
-
<
議
ヰ
ミ
ユ
時
Q
~
ミ
.
:
i
J
J
j
ミ
心
~
ユ
ム
J
~
小
。
~
~
-
Q
+
1
回

i

Q!と
主
王
様
草
加
刑
罰
Ql憾lI$:~.:iJ-\Q心。

E
ミ:::Q草

寺
択
団
組
者
全
Q
~
許
主
語
Q
橋
治
乞

E慰
-
<
~
総
公
子
。
忠
告
5土足耐'!:Ci:J:;縦十1

1"<\ト
rj-Î\[Stüer

J
 

~
'
 '<~:K!1乞W

-
<
~

下J-v
4ご
い
会
Q
\
j
ト
握

U....)~ミmlK.1IjU
い
ユ
ぉ
ニ
。
燃

1
~権!と主主訴事t:\益

Q'{';!~U~
ミミ

Q
~
~
I
T
ヨヨボ華l\ImlK

U
1
叫
お
二

....)11

総i霊



訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

名
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
上
級
行
政
裁
判
所
の
た
め
の
公
益
代
理
人
が
い
る
が
、
し
か
し
同
裁
判

所
の
所
在
地
で
あ
る
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
で
は
な
く
、
ド
ウ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
(
州
政
府
所
在
地
)
に
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
著
名
な

行
政
裁
判
官
や
行
政
法
専
門
弁
護
士
に
す
ら
十
分
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

(
防
)
冨
弓
巾
司
自
国
巾
ロ
丹
印

ny巾
「
白
・
出
-
0
・
(
〉
ロ
ヨ

-EC)
・
ω・
ロ
ロ

(
山
川
)
宮
巾
可
2
・
同
町
三

RE--
印
白
・
0
(
〉
ロ
ヨ
・

50)
・
ω-HHN・

(
印
)
一
九
八
五
年
統
計
に
よ
れ
ば
、
第
一
審
で
の
全
事
件
に
対
す
る
関
与
率
は
O
%
、
二
審
で
は

0
・
三
%
で
あ
る
。

ωgza-mnvg
∞ロロ己
21

即
日
円
当
日
町
印
σ包
g(ω
回
当
)
・
〈
巾
円
羽
田
-
言
語
印

m
E
n
z
s
z
g・同∞∞戸

ω
-
N
P
8・

(
瑚
)
三
つ
の
都
市
国
家
で
も
所
管
部
局
単
位
で
訴
訟
の
代
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
法
務
職
員
に
よ
っ
て
統
一
的
に
訴
訟
代
理
さ
れ

る
可
能
性
が
皆
無
で
は
な
い
。
未
調
査
の
た
め
い
ず
れ
と
も
断
言
し
え
な
い
。
な
お
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
後
述
の
よ
う
に
司
法
局
(
省
)
に
統
一
的

代
理
制
度
は
な
い
。

(印

)ω
∞
芦
田
・
出
・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
ロ
叶

)wω
・∞
N

・

(
凶
)
関
係
者
に
よ
る
自
国
の
法
状
況
の
認
識
は
か
な
り
不
正
確
で
あ
る
。
州
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
事
を
兼
職
す
る
キ
l
ル
大
学
教
授
シ
ュ
ミ
ッ
ト

ー
ヨ
ル
ツ
イ
ツ
ヒ
広
島
百
五
件
目
』
C
江
氏
関
〕
の
話
で
は
、
彼
の
勤
務
す
る
上
級
行
政
裁
判
所
の
所
在
地
で
あ
る

Z
含
州
に
は
公
益
代
理
人
が
お
ら

ず
、
時
に

ω自
国
州
の
そ
れ
が
利
用
さ
れ
る
。
∞
ミ
州
訟
務
検
事
長
ニ
チ
エ

[
Z
吉

nZ]
は
、
こ
れ
を
狂
っ
て
い
る
(
巧
与

B
Eロ
)
、
信
じ
ら
れ

な
い
と
言
う
。
実
際
に
も
、

ωaロ
州
で
は
、
上
級
行
政
裁
判
所
で
は
同
州
の
事
件
に
関
わ
っ
て
の
み
活
動
し
て
い
る
(
同
州
の
回
答
ご
九
八
七

年
三
月
一
九
日
付
付
。
文
書
番
号
〈

EE¥ωgω
何回

ω日
)
に
よ
る
)
。
ま
た
、
ベ
ル
リ
ン
在
住
の
教
授
で
も
あ
る
弁
護
士
フ
ィ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
は
、

ベ
ル
リ
ン
に
は
公
益
代
理
人
は
い
な
い
と
述
べ
て
お
り

(
E
E∞
司

Z
W包ロ
σロ
括

-
u
q
ぐ

q
可

2
q
母
印

α
R
S
E
n
y
g
-三
qgmmm・
-5・

z
s
E巾
吋
巾
白

5
号
円

ω
w
z
a
q
〉
口
当
白
-Z岳山内
F
5
一
関
。
℃
円
)
(
宵
印
肉
・
)
・
〈
巾
円
門
司

2
5
m
(〉ロ
s
u
e
-
ω
・
5H)
、
岡
市
司
法
大
臣
の
回
答

に
よ
れ
ば
岡
市
司
法
省
の
管
轄
内
に
公
益
代
理
人
は
い
な
い
(
一
九
八
七
年
四
月
二
日
付
け
。
文
書
番
号

ω
ロ
ω白
。
お
¥
∞
ご
に
よ
る
)
。
し
か
し
、

ニ
チ
ェ
は
ベ
ル
リ
ン
に
は
兼
職
の
公
益
代
理
人
が
い
る
と
い
う
。
連
邦
行
政
裁
判
所
長
官
ゼ
ン
ド
ラ

1
B
g門
出
巾
円
]
に
よ
れ
ば
、
ど
の
州
に
も
こ

の
制
度
は
あ
る
。
結
局
、
各
回
答
者
の
公
益
代
理
人
の
定
義
に
左
右
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
が
ベ
ル
リ
ン
の
連
邦
訟
務
庁
の
検
事
長
で
あ
る
シ
ェ

l

フ
ァ
!
と
面
談
し
た
翌
週
に
は
、
全
国
の
公
益
代
理
人
の
経
験
交
流
・
打
合
せ
会
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
出
席
す
る
の
も
五
州
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
か
ら
、
組
織
と
し
て
存
在
す
る
の
は
五
州
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
の
他
の
六
州
で
も
ご
く
例
外
的
に
公
益
を
代
表
す
る
機
関
(
例
、
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説

難
民
受
任
官
)
が
訴
訟
に
関
与
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
問
)
訟
務
庁
は
予
算
上
は
行
政
裁
判
所
と
一
本
化
さ
れ
、
訟
務
庁
の
官
吏
・
職
員
定
員
は
司
法
省
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
物
件
費
や
雑
費
に
関
し
て

は
行
政
裁
判
所
の
需
要
が
優
先
的
に
配
慮
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
訟
務
庁
は
行
政
裁
判
所
の
〈
賄
い
付
き
下
宿
人
(
同
cm釘
山
口

mq)〉
で
あ
る

と
も
言
わ
れ
て
き
た
。
公
益
代
理
人
と
し
て
上
訴
を
し
て
も
、
敗
訴
す
る
と
行
政
裁
判
所
予
算
か
ら
費
用
の
一
部
を
支
出
せ
ざ
る
を
え
な
い
た
め
、

自
制
が
働
い
て
必
ず
し
も
法
的
観
点
の
み
か
ら
活
動
を
十
全
に
行
う
こ
と
は
難
し
か
っ
た
[
旦
円
高
知
己
己
と
い
わ
れ
る
。

(
問
)
後
注
(
即
)
参
照
。

(
凶
)
一
九
六

O
年
か
ら
一
九
八
三
年
の
廃
止
ま
で
適
用
さ
れ
た
訟
務
庁
制
度
に
関
す
る
州
政
府
規
則
は
、
欠
。
匂
匂
(
宵
晶
-
Y
〈
句
可
2
5
m
(〉ロヨ・

由吋)・

ω
宮
内
・
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
凶
)
〈
m--w
国・

2
巾
m
E戸閉，
E
E
Cロ
ロ
ロ
仏
〉
口
町
官
官
ロ
仏
R
E
E
a
s
t司白]門的円
E
同
同
一
ロ
∞
包

2
・
者
ロ
ユ
芯
g
Z吋
や
一
口
一
問
。
℃
℃
(
宵
印
肉
・
)
噂

〈巾
3
5
E
D
m
(〉
ロ
ヨ
・
ヨ
)
・

ω・印
0

・臼・

(
川
出
)
町
一
一
沼
町
田
口
戸
田
・
白

0
・
(
〉
ロ
ヨ
-EKH)岨

ω・印印・

(
附
)
百
一
巾
ぬ
田
口
内
池
田
・
白
・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
-
z
e
・
ω
日

(
叩
)
豆
一
巾
肉
出
口
戸
白
白
・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
-EKH)wω
・印∞・

(
胤
)
ぐ

m
-
w
E
-巾
肉
釦
口
問
・
白
・
印
。
・
(
〉
ロ
B
-
z
e
w
ω
・印∞円

(
則
)
問
。
匂
匂

p
a
m
-
Y
〈巾吋門司巾
E
D
m
(〉
ロ
ヨ
・
当
)
・

ω・
口
同
に
お
け
る

E-mm一
由
民
発
言
を
参
照
。

(
即
)
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ

l
発
言
に
よ
れ
ば
、
「
廃
止
を
必
然
と
す
る
客
観
的
理
由
は
な
く
、
一
つ
の
政
治
的
決
断
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

行
政
庁
の
方
が
訟
務
庁
よ
り
法
律
的
に
優
れ
た
主
張
が
で
き
る
と
い
う
事
情
は
な
い
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
訟
務
検
事
の
方
が
行
政
庁
勤
務
の
法

曹
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
廃
止
は
費
用
便
益
分
析
の
結
果
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
自
分
と
し
て
は
節
約
に
な
っ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
行
政
庁
の
代
理
の
た
め
に
出
張
は
必
要
で
あ
る
し
、
削
減
さ
れ
た
ポ
ス
ト
も
約
三

O
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
。

(
則
)
現
行
規
則
は
、
〈
句
者
同
一
宮
口
問
印
4m門間同町吋開口印
mgmHN¥ぐ
R
項目]門戸
E
m間
関
巾
ユ
円
宮
田
C
Eロ
ロ
ロ
閃
(
〉
D
B
-
S
)
w
ω
・
5
0
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
問
)
筆
者
と
個
人
的
に
面
識
の
あ
る
∞
巧
州
上
級
裁
判
所
長
官
エ
ン
デ
マ
ン
回
忌
巾

5
2ロ
]
が
同
じ
庁
舎
に
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
見
聞
か
ら
そ

の
よ
う
に
感
じ
た
。
実
際
に
も
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
自
身
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
自
分
は
、
上
級
行
政
裁
判
所
の
庁
舎
に
い
て
、
特
に
心
地

が
い
い
と
は
感
じ
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
個
々
の
同
僚
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
う
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
特
に
ト
ッ
プ
の
人
(
長
官
)
と

論
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の
距
離
を
離
れ
た
も
の
と
す
る
努
力
を
双
方
が
し
て
い
る
。
裁
判
官
は
公
益
代
理
人
を
政
府
か
ら
派
遣
さ
れ
た
監
督
官
、
あ
る
い
は
(
裁
判
所
)

庁
内
の
異
物
と
見
が
ち
で
あ
り
、
長
官
周
辺
の
あ
る
人
物
は
自
分
が
着
任
し
た
と
き
、
私
に
対
し
て
自
分
自
身
を
政
府
に
所
属
す
る
監
督
機
関
と

見
て
い
る
か
ど
う
か
と
問
い
た
だ
し
た
。
そ
の
時
、
私
は
、
関
係
規
定
を
見
て
も
う
一
度
自
分
で
答
を
出
し
て
く
れ
と
返
事
し
た
。
か
つ
て
私
は

カ
ー
ル
ス
ル

l
エ
と
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
訟
務
検
事
長
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
快
適
な
環
境
が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
行
政
裁
判
所
の

長
官
と
昼
食
を
と
っ
て
い
た
L

。
こ
の
発
言
か
ら
時
代
と
裁
判
所
の
環
境
の
変
化
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
印
)
彼
が
第
一
審
で
関
与
す
る
事
件
は
、
年
間
で
一

O
な
い
し
一
五
件
程
度
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
は
難
民
関
係
事
件
が
多
く
て
こ
れ
よ
り
や
や
多

い
件
数
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
審
の
行
政
裁
判
所
に
行
く
よ
り
も
、
し
ば
し
ば
、
取
り
扱
わ
れ
た
事
件
の
上
告
審
の
弁
論
に
立
ち
会
う
た
め
に
連

邦
行
政
裁
判
所
の
あ
る
ベ
ル
リ
ン
に
出
か
け
る
。

(
出
)
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
は
一
九
八
四
末
に
後
任
と
な
り
一
九
九

O
年
現
在
在
職
中
。
彼
は
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
省
の
官
吏
(
冨
5
2芯
ユ
丘
町
田
仲
)
で
あ
っ

た。

(
悶
)
「
上
級
行
政
裁
判
所
で
も
し
ば
し
ば
高
級
職
で
は
な
い
上
級
職
(
の
与
。

σ
g
q
E
g色
の
職
員
が
来
る
。
公
務
員
と
し
て
の
養
成
教
育
の
問

に
裁
判
所
に
来
た
こ
と
が
な
く
、
実
際
上
も
法
廷
実
務
の
経
験
の
な
い
検
査
官
職

(HE宮
E
2
2
-
2
3岳
ロ
)
の
職
員
が
マ
ン
ハ
イ
ム
(
同
裁
判

所
の
こ
と
)
に
も
来
る
。
自
分
が
審
理
中
に
休
憩
を
求
め
て
被
告
側
に
対
応
の
仕
方
を
教
え
た
り
、
裁
判
所
の
和
解
提
案
に
応
じ
る
よ
う
に
勧
め

た
り
と
い
う
こ
と
も
あ
る

L
[
E
w
m白え]。

(
国
)
同
州
司
法
省
よ
り
の
回
答
こ
九
八
七
年
四
月
七
日
付
け
。
文
書
記
号
同
¥ω
岳
コ
)
に
よ
る
。

(
即
)
〈
巾
円
。
丘
ロ
ロ
ロ
mcσ
巾
円
安
川
口
ぐ
巾
吋
門
叶
2
2
円山巾由。町内
2
2
n
y巾ロ-ロ円巾叶巾∞∞
2
4
0叶己
mwロ
の
q
k
z
Rロ
門
町
門
〈
句
者
同
]
Eロ
mmmmwユ
nygσ
出ユ内命日門〈

品

-HH・
】
由
自
:
∞
印
可
・
の
〈
∞
-
5
3・
ω
ω
印
N

・
原
文
は
、

N
-
巾也巾吋・叶
55HV巾
-w〈
句
者
釦
]
Eロ
mmmgmHN巾
号
明
明
日
目
印
門
白
血
同
日
切
白
百
円
P

Z
吋・由。ω一

回内。同)同
)(yam-Y
〈
町
三
日
E
2
m
(〉ロ
5
2
)
・
ω・
人
区
内
向
一
〈
巾
司
君
包
宮
口
問
的
〈
巾
広
白
}
弓
巾
ロ
∞
m
2
2
N
¥〈
巾
司
君
田

-Zロ
m晶
巾
ユ
口
町
神
田
O
『
仏
ロ
ロ
口
問
(
〉
ロ
5
・

∞∞)・

ω・
呂
町
内
向
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
瑚
)
同
州
を
含
め
て
一
般
に
裁
判
所
を
管
轄
す
る
省
の
問
題
に
つ
い
て
、
木
佐
『
人
間
の
尊
厳
と
司
法
権
』
(
前
掲
注
9
)
二
八
頁
以
下
を
参
照
。

(
即
)
∞
巾

B
巾F
P
E
W
Z
C
ロ
(
〉
D
3・
ロ
由

)wω
・
ωω
・

(
削
)
冨

g
g
p
回
国
・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
ロ
由
)
・

ω・色町内・

(
削
)
二
重
の
意
味
で
日
本
の
訟
務
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
、
高
等
裁
判
所
所
在
地
に
お
か
れ
た
組
織
を
法
務
局
、
そ
れ
以
外
の
地
裁
所
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在
地
の
組
織
を
地
方
法
務
局
と
い
い
、
法
務
局
は
一
審
事
件
も
二
審
事
件
も
扱
う
。
ま
た
法
務
局
内
部
で
一
審
事
件
と
二
審
事
件
を
分
け
て
扱
う

よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
あ
っ
て
は
首
都
に
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
訟
務
庁
は
二
審
事
件
の
み
を
、
同
じ
く
首

都
に
あ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
訟
務
庁
は
一
審
事
件
の
み
を
扱
う
。
庁
舎
も
現
在
で
は
異
な
る
。

(
問
)
回
巾
『
ロ
巾
〆
白
血
・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
ロ
品
)
唱

ω・
8
・

(
間
)
欠
。
℃
ヲ
〈
ぬ
吋
巧
同

-E口問的関向吋
{
n
y
g
o丘
ロ
ロ
門
戸
開
(
〉
ロ
ヨ
・
∞
申
)wω
・
主

(
山
間
)
こ
の
意
識
は
同
州
の
実
務
家
に
共
通
で
あ
る
。
∞
R
R
F
m，
E
W
丹5
ロ
(
〉
ロ
ヨ
・
ロ
由
)"ω
‘
忠
一
円
・
司
巾
門
N
W
P
E巾
∞
包

2
E口問門同町吋

σ印可巾吋一回門町巾ロ戸白ロ仏何回白守口
d

弔問}門田円宮内丹市同
Y

∞
印
可
〈
∞
F

H

甲
道
wω
・品目叶・

(
陥
)
問
。
匂
H
Y

〈
句
者
同
一
言
口
問
団

m
q
w芦田
O
Eロ
ロ
口
問
(
〉
ロ
ヨ
∞
申
)wω
・
自
・
た
だ
し
、
反
対
説
が
あ
る
。

(
附
)
公
益
代
理
人
が
法
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
非
当
事
者
的
制
度
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
穴
。
匂
円
y

ぐ
句
者
巳
宮
口
明
唱
立
与
g
o丘
ロ
ロ
ロ
肉
(
〉
ロ
ヨ
・

∞由ア

ω-U印・

(
町
)
∞
巾
百
巾
F
F
E
W巴
C
ロ
(
〉
ロ
ヨ
・
ロ
品
)
・

ω・ω∞・

(
山
間
)
〈
m
u
w
E
R
y
q
w
白・白・

0

(
〉
ロ
ヨ
・
叶
)
噌

ω・怠・

(
削
)
白
河

-
n
z
z
g巾
P
口
同
国
内
α
コH

己
一
円
}
同
巾
口
町
立
℃
ロ
ロ
白
「
〈
巾
吋
E
Y
B
P
H
・
〉
口
問
]
・
喝
の
白
ユ
出
向
山
、
自
由
ロ
印
〈
R
E
F
E∞ア

ω・
5
0・

(
川
)
訟
務
検
事
長
ご
名
で
バ
イ
エ
ル
ン
訟
務
庁
の
み
)
、
上
級
訟
務
検
事
(
計
二
七
名
)
、
訟
務
検
事
(
計
一
一
名
)
。
そ
の
ほ
か
出
向
勤
務
で
訟
務

検
事
を
務
め
る
官
吏
六
名
、
総
計
四
五
名
ご
九
八
八
年
)
。
上
級
訟
務
検
事
の
う
ち
の
一
名
は
訟
務
検
事
長
代
理
と
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
訟
務
庁
に
、

四
名
は
四
つ
の
訟
務
庁
の
長
と
し
て
首
席
上
級
訟
務
検
事
と
さ
れ
て
い
る
。
首
席
上
級
訟
務
検
事
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
訟
務
庁
が
二
つ
あ
る
。

バ
イ
エ
ル
ン
訟
務
庁
で
は
全
員
が
上
級
訟
務
検
事
で
あ
る
。
ロ
閉
山
戸
田
・
白
・
。
・
(
〉
ロ
ヨ
-
E
S
W
∞
-
N
2・

(
川
)
公
務
員
の
給
与
に
は
お
よ
そ
秘
密
の
部
分
が
な
く
、
上
下
を
問
わ
ず
ど
の
よ
う
な
立
場
の
公
務
員
で
あ
れ
、
自
分
が
ど
の
給
与
(
表
)
で
あ
る

か
を
述
べ
て
く
れ
る
。
訟
務
検
事
長
自
身
は
B
6
、
彼
の
代
理
者
(
副
検
事
長
)
は
B
3
、
訟
務
検
事
は
A
日
か
ら
A
M
、
首
席
上
級
訟
務
検
事

に
は
給
与
表
A
M
が
適
用
さ
れ
る
。
各
給
与
額
に
つ
い
て
は
、

Z
-
J
H
・
2
-
E
E
m
-
∞巾

E同

m
n
y
g
n巾
ロ
苫
吋
』
R
g
g
p
ω

〉ロ『
]

-

w

(

U

・
同
・
∞
巾
円
}
♂

忌
∞
少

ω・
H
g
R
給
与
表
A
口
か
ら
A
M
の
対
象
者
の
み
勤
務
年
数
に
よ
る
加
給
が
あ
る
。
な
お
、
裁
判
官
の
給
与
に
つ
い
て
、
木
佐
『
人
間

の
尊
厳
と
司
法
権
』
(
前
掲
注
9
)
一
二
七
頁
以
下
参
照
。

(m)
か
つ
て
は
一
審
付
置
の
訟
務
庁
に
は
政
府
職
員
が
兼
務
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
〈
mu--

説5命
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B
3
1
q
w
ω
g同庁
m
-
C
ロ
己
〈
巾
コ
5
-
Z
D
m凹吋巾円}凶片山口∞
5
6吋P
品
-
〉
C
同日
-wω
・
ωω
日・

(m)
ぐ
閃
]
ニ
切
巾
司
ロ
巾
F

司
己
口
付
台
。
ロ
(
〉
ロ
ヨ
・
巳
印
)
・

ω
E
W
し『国町円

2σ
巾
1
n
E
B円
呂
∞
印

(m-z-
〉
ロ
ヨ
・
口
白
)wω
・品

(
問
)
一
九
八
一
年
当
時
の
数
字
は
、
切

m
5
2・
司
ロ
ロ
}
内
丘
。
ロ
(
〉
ロ
5
・口町)咽

ω
出
に
あ
る
。

(
問
)
こ
こ
で
い
う
〈
行
政
経
験
〉
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
木
佐
『
人
間
の
尊
厳
と
司
法
権
』
(
前
掲
注
9
)
三
七
四
頁
以
下
参
照
。
木

佐
寸
裁
判
官
の
専
門
性
と
独
立
性
(
二
)
」
北
大
法
学
論
集
で
詳
論
の
予
定
で
あ
る
。

(
問
)
下
回
豆
町
田
山
口
毛
色
丹
凹
岳
山
口
∞
ミ
巾
門
口
一
日
)
2
0巾ロ巾門田

5
5門目。回目ロ者同
]
F

官
官

g
g江
口
町
円
宮
門
巴
∞
ω岨
H
U
∞少
H
U
∞
印
・
各
年
度
版
も
文
書
番
号
は

同
じ
で
年
度
表
示
の
み
が
異
な
る
(
八
三
年
版
は
、

Z
円・日

g
c
g
∞ω)
。
八
五
年
版
は
主
報
告
書
は
二
七
頁
で
あ
り
、
一
四
四
頁
か
ら
な
る
資

料
が
付
さ
れ
て
い
る
。
主
報
告
書
は
、
過
去
三
一
年
な
い
し
五
年
の
統
計
を
含
ん
で
い
る
。

(
町
)
在
職
死
亡
二
件
、
退
職
二
件
、
昇
進
人
事
(
同
一
訟
務
庁
内
で
あ
る
か
ど
う
か
問
わ
ず
)
七
件
、
行
政
庁
出
向
か
ら
の
復
帰
一
件
、
終
身
身
分

の
検
察
官
へ
の
任
命
五
件
、
県
庁
か
ら
訟
務
庁
へ
の
異
動
八
件
、
郡
庁
か
ら
訟
務
庁
へ
の
異
動
六
件
、
訟
務
庁
か
ら
県
庁
へ
四
件
(
う
ち
一
件
は

同
日
付
け
で
連
邦
行
政
裁
判
所
調
査
官
に
)
、
訟
務
庁
か
ら
郡
庁
へ
の
異
動
四
件
、
行
政
裁
判
官
へ
の
転
出
三
件
、
官
吏
懲
戒
調
査
担
当
の
命
令
と

解
除
各
一
件
、
元
訟
務
検
事
で
あ
る
大
市
長
の
任
期
後
に
お
け
る
再
採
用
一
件
、
州
議
会
事
務
局
官
吏
の
訟
務
庁
へ
の
異
動
一
件
、
職
業
的
市
議

会
議
員
か
ら
の
採
用
一
件
。

(
問
)
な
お
、
懲
戒
事
件
の
調
査
官
の
職
務
を
担
当
す
る
こ
と
か
ら
懲
戒
裁
判
に
関
す
る
各
種
統
計
と
コ
メ
ン
ト
も
付
さ
れ
て
い
る
。
資
料
編
に
は
、

行
政
事
件
を
五
三
の
実
体
法
の
分
野
に
分
け
、
さ
ら
に
一
般
行
政
法
、
裁
判
手
続
、
訴
訟
費
用
に
関
し
て
判
決
要
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
般

に
資
料
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
の
法
務
年
鑑
、
統
計
年
報
、
訟
務
月
報
や
訟
務
時
報
な
ど
の
方
が
充
実
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
公
開
事

項
と
非
公
開
事
項
の
選
択
基
準
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

(
問
)
訟
務
検
事
が
公
益
代
理
人
と
し
て
関
与
し
た
事
件
を
被
告
行
政
体
(
例
え
ば
、
自
治
体
、
大
学
な
ど
)
に
つ
い
て
分
類
・
整
理
し
た
統
計
は
な

ぃ
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
関
心
は
な
い
か
ら
で
あ
る

[
Z
F
R
F巾]。

(
問
)
』
同
}
同
何
回

σ
q
w
Z
E円
巴
∞
印
(
〉
ロ
5
・コ由)・

ω・己・

(
問
)
バ
イ
エ
ル
ン
訟
務
庁
が
上
告
し
た
事
件
数
は
、
一
九
七
九
年
か
ら
八
五
年
の
七
年
間
に
、
一
五
、
二
二
、
一
九
、
一

O
、
五
、
二
、
八
件
と
な

り
、
八
二
年
頃
よ
り
激
減
し
て
い
る
(
』
田
町

B
島

R
R
Z
B司
冨
∞
印
(
〉
ロ
ヨ
・
口
町
)
唱

ω・
5
)
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

市
町
村
や
市
町
村
連
合
は
、
国
(
州
)
以
上
に
多
く
の
上
訴
、
抗
告
を
し
て
い
る

3
・
口
)
。
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説

(
閉
山
)
訟
務
検
事
長
は
、
官
吏
法
の
上
で
は
、
一
切
の
職
員
を
指
揮
し
、
す
べ
て
の
事
務
を
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
に
は
、
各
訟
務
庁
の

長
と
の
会
議
お
よ
び
上
級
職
全
職
員
と
の
会
議
は
年
に
一
回
も
た
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

(
邸
)
(
い
・

ω回一
S
P
U
R
〈
巾
円
可
色
町
『
門
r山
由
。
同
町
巾
ロ
円
一
一

ny巾
口
同
口
同
町
吋
巾
印
印
巾
少
山
口
出

σ巾印
O
ロ
門
同
巾
円
。
白
戸
協
会
肖

ω-nZ
己
巾
吋
〉
口
当
白

-gny阻
止
・
山
口
一
問
。
旬
開
)

(
v
g
m
Y
〈
巾
ユ

E
E口
問
(
〉
ロ
ヨ
ヨ

)
w
ω
-
E品
は
、
規
範
統
制
訴
訟
で
五
O
%
、
耕
地
整
理
事
件
で
は
九
五
%
の
関
与
率
で
あ
る
し
、
個
々
の

訟
務
検
事
で
対
応
が
き
わ
め
て
異
な
る
と
も
い
っ
て
い
る
。

論

四

公
益
代
理
人
制
度
・
訟
務
制
度
の
将
来
像

(
一
)
議
論
の
枠
組
み

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
事
実
上
、
統
一
的
訟
務
機
構
に
よ
り
国
益
、
公
益
お
よ
び
所
管
庁
の
理
解
す
る
公
益
が
国
務
大
臣
の
指
揮
下
に
お

い
て
一
体
と
し
て
主
張
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
法
務
省
職
員
が
自
治
事
務
に
関
す
る
訴
訟
を
自
治
体
と
共
同
で
行
う
場
合
に
、

当
該
法
務
省
職
員
に
対
す
る
法
務
大
臣
の
指
揮
監
督
権
を
限
定
し
た
規
定
は
な
い
。

ド
イ
ツ
で
は
、
既
述
の
通
り
、
行
政
裁
判
所
法
自
体
が
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
公
益
代
理
人
制
度
を
統
一
的
訟
務
制
度
と
結
合
す
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
か
ら
、
こ
の
複
合
的
な
制
度
に
対
す
る
評
価
や
改
革
論
も
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
も
、
公
益
代
理
人
制
度
を
論
じ
る
者
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
側
面
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。

公
益
代
理
人
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
既
述
の
よ
う
に
バ
イ
エ
ル
ン
州
を
別
と
し
て
、
ま
ず
、
行
政
訴
訟
に
お
い
て
は
歴
史
的
に
も
原
告
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訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

市
民
(
お
よ
び
企
業
)
と
所
管
行
政
庁
と
が
い
わ
ば
当
事
者
訴
訟
風
に
対
決
す
る
と
い
う
構
図
が
通
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
主
要
な

争
点
は
、
①
所
管
行
政
庁
の
公
務
員
が
自
ら
出
廷
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
公
益
代
理
人
制
度
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
②

国
(
州
)
の
行
政
機
関
の
た
め
に
統
一
的
訴
訟
代
理
制
度
(
訟
務
制
度
)
が
有
益
ま
た
は
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
、
③
統
一
的
訟
務
制
度
と

公
益
代
理
人
機
能
を
結
合
す
る
の
が
い
い
か
ど
う
か
、
④
統
一
的
訴
訟
代
理
制
度
を
設
け
た
と
き
主
務
官
庁
と
の
関
係
、
特
に
指
揮
監
督
関

係
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
か
、
⑤
国
以
外
の
公
法
人
(
ま
た
は
そ
の
機
関
)
が
被
告
の
と
き
に
、
国
の
法
的
観
点
を
ど
の
よ
う
な
手
段
で

訴
訟
に
反
映
さ
せ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
根
底
に
は
、
そ
も
そ
も
原
告
・
被
告
の
主
張
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
「
公

益
」
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
例
え
ば
、
市
町
村
の
利
益
で
も
国
の
利
益
で
も
な
い
、
し
か
も
実
体
的
な
公
益
が
存
在
す
る
か
、
と
い
う
問

題
が
あ
る
。
そ
の
他
に
派
生
的
な
論
点
も
少
な
く
な
い
。
加
え
て
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
現
在
の
改
革
論
は
こ
れ
ら
の
争
点
を
越
え
て
主

観
的
権
利
救
済
制
度
の
限
界
を
克
服
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。

と
き
ど
き
の
発
言
者
は
、
そ
の
お
か
れ
た
地
位
や
地
域
と
の
関
係
で
、
か
な
り
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、

ど
の
よ
う
な
肩
書
の
人
々
が
何
に
注
目
し
何
を
論
じ
た
の
か
を
忠
実
に
フ
ォ
ロ
ー
し
な
が
ら
、
今
日
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
て
み
た
い
。
な

ぉ
、
最
初
に
、
素
材
を
提
供
す
る
意
味
で
一
九
六

0
年
代
か
ら
一
九
八

0
年
代
に
か
け
て
し
ば
し
ば
ホ
ッ
ト
な
課
題
と
な
っ
た
三
つ
の
行
政

系
訴
訟
法
の
統
一
化
法
、
す
な
わ
ち
統
一
行
政
訴
訟
法
の
各
種
草
案
に
お
け
る
扱
い
を
み
て
お
こ
う
。

一
化
作
業
は
完
全
に
挫
折
し
た
が
、
公
益
代
理
人
制
度
の
扱
い
は
焦
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

一
九
八

0
年
代
末
に
至
っ
て
こ
の
統

(
二
)
統
一
行
政
訴
訟
法
の
諸
草
案

公
益
代
理
人
制
度
の
将
来
像
は
、
行
政
系
訴
訟
法
の
統
一
化
案
の
中
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
現
行
行
政
裁
判
所
法
制
定
以
後
に
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説

お
け
る
最
初
の
統
一
法
草
案
は
、

シ
ュ
バ
イ
ヤ
ー
大
学
に
い
た
ウ
レ
を
中
心
に
し
て
一
九
六
七
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て
作
成
さ
れ
た
い
わ

ゆ
る
シ
ュ
バ
イ
ヤ
ー
草
案
で
あ
る
。

論

こ
の
草
案
は
一
般
行
政
訴
訟
(
し
た
が
っ
て
、
社
会
裁
判
所
と
財
政
裁
判
所
の
訴
訟
を
除
く
)
の
公
益
代
理
人
制
度
を
存
置
す
る
こ
と
と

し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
公
益
代
理
人
の
貢
献
の
実
証
も
、
逆
に
、
全
く
不
要
で
あ
る
こ
と
の
実
証
も
な
い
こ
と
に
基
づ
く
消
極
的
な
決
断

に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
同
案
は
財
政
訴
訟
や
社
会
訴
訟
に
新
た
に
公
益
代
理
人
制
度
を
採
用
す
る
必
要
性
を
全
く
認
識
せ
ず
、
か
え
っ
て
、
こ

の
制
度
は
当
事
者
聞
の
武
器
の
対
等
と
い
う
手
続
原
則
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
こ
の
草
案
は
、
さ
ら
に
、
公
益
代
理

人
の
関
与
が
原
告
国
民
に
と
っ
て
相
手
方
が
二
組
、
事
情
に
よ
っ
て
は
相
手
方
が
三
組
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
財
政

裁
判
所
法
六
一
条
は
、
不
服
審
査
裁
決
庁
が
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
相
手
方
が
四
つ
に
な
る
と
い
う
。

そ
し
て
財
政
裁
判
所
法
一
二
二
条
二
項
の
規
定
も
、
最
高
財
務
官
庁
の
利
益
は
下
級
庁
へ
の
指
示
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
の
で
、
必
要
で
は

な
い
と
す
る
。
社
会
裁
判
所
法
の
規
定
も
、
財
政
的
観
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
ら
廃
止
さ
れ
て
よ
い
、
と
し
て
い
た
。

一
九
七
八
年
に
連
邦
司
法
大
臣
所
管
の
三
法
律
統
一
化
調
整
委
員
会
が
提
出
し
た
草
案
は
、
連
邦
訟
務
検
事
長
の
制
度
を
、
そ
の
機
能
が

実
証
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
下
級
審
行
政
裁
判
所
の
公
益
代
理
人
は
そ
の
必
然
性
が
な
い
と
し
て

廃
止
さ
れ
る
。
独
立
の
公
益
代
理
人
機
能
と
政
府
機
関
の
指
揮
を
受
け
る
代
理
機
能
と
の
二
重
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
こ
と

を
理
由
と
す
る
。
た
だ
し
、
上
告
審
に
残
す
こ
と
と
の
整
合
性
を
示
す
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

八
O
年
の
司
法
省
参
事
官
の
手
に
な
る
行
政
訴
訟
法
草
案
は
、
第
一
審
・
第
二
審
の
行
政
裁
判
所
に
州
の
判
断
で
設
置
で
き
る
公
益
代
理

人
を
お
く
と
い
う
形
で
一
貫
性
を
保
と
う
と
し
、
こ
の
点
は
以
後
の
政
府
案
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
。

八
二
年
の
第
九
立
法
期
と
八
五
年
の
第
一

O
立
法
期
に
提
出
さ
れ
た
政
府
提
出
の
(
統
二
行
政
訴
訟
法
案
は
、
規
定
お
よ
び
提
案
理
由

と
も
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
案
は
、
連
邦
訟
務
検
事
と
州
の
公
益
代
理
人
に
関
す
る
現
行
法
三
五
条
お
よ
び
三
六
条
に
お
お
む
ね
対
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応
す
る
規
定
を
三

O
条
お
よ
び
コ
二
条
に
お
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
適
用
さ
れ
る
の
は
一
般
行
政
裁
判
権
に
限
ら
れ
る
。
他
の
裁
判
権
に
つ

五
九
条
で
所
管
の
連
邦
大
臣
も
し
く
は
官
庁
の
特
別
の
参
加
権
(
切
。
宵
宮

m
Z
S同
)
を
定
め
る
(
法

い
て
は
、
こ
れ
の
代
償
的
措
置
と
し
て
、

案
五
九
条
)
。

法
案
の
提
案
理
由
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
斜
。
連
邦
訟
務
庁
に
つ
い
て
は
特
段
の
変
更
は
な
い
。
州
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
現
状

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

を
お
お
む
ね
維
持
す
る
こ
と
と
し
た
点
で
は
当
初
の
調
整
委
員
会
案
か
ら
の
大
き
な
変
更
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
な
り
の
修
正
が
加
え
ら

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
州
レ
ベ
ル
の
訟
務
庁
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
任
意
設
置
機
関
で
あ
る
。
だ
が
、
従
来
の
三
州
に
見
ら
れ
た
兼
務
体
制
は
、

組
織
と
職
務
の
自
立
性
お
よ
び
独
立
性
を
確
保
で
き
な
い
た
め
、
兼
務
制
度
を
否
定
す
る
意
味
で
独
自
の
(
的
色
σ
2
g
e
m
)
機
構
に
改
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
益
代
理
人
は
州
政
府
の
指
揮
権
に
の
み
服
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
な
お
、
公
益
代
理
人
に
州
の
訴
訟
代
理
を
委

ね
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
公
益
代
理
人
機
能
と
行
政
庁
の
訴
訟
代
理
機
能
の
二
重
性
を
避
げ
る
た
め
に
、
パ

l
デ
ン

1
ヴ
ュ
ル

テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
廃
止
前
の
制
度
に
な
ら
っ
て
、
訴
訟
代
理
権
を
委
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
り
、
公
益
代
理
人
と
し
て
手
続
に
関
与
で

き
る
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
の
統
一
行
政
訴
訟
法
案
は
、
結
局
種
々
の
反
対
論
・
不
要
論
に
あ
い
、
陽
の
目
を
見
る
に
は
至
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

(
三
)
現
状
の
認
識

(
イ
)
公
益
観
と
公
益
代
理
人
の
基
本
的
役
割
の
変
遷

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
議
論
の
出
発
点
は
被
告
行
政
(
庁
)
側
の
訴
訟
代
理
が
所
管
行
政
庁
の
公
務
員
自
身
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う

歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
古
く
か
ら
、
当
事
者
と
し
て
現
れ
る
国
家
機
関
は
必
ず
し
も
公
益
を
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
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説

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
行
政
法
と
国
際
法
の
学
者
で
あ
る
レ

l
ニ
ン
ク
は
一

O
O年
以
上
前
に
、
公
益
を
偏
見
な
し
に
提
出
す
る

た
め
に
、
特
別
の
公
益
代
理
制
度
が
必
要
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
公
益
代
理
人
の
機
能
が
被
告
行
政
庁
に
委
ね
ら
れ
る
と
任
務
に
矛

盾
が
生
じ
か
ね
な
い
と
い
う
見
方
は
現
在
の
学
生
に
と
っ
て
も
一
つ
の
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
、
処
分
庁
(
所
管
行
政
庁
)
が
当
初

か
ら
公
益
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
請
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
公
益
代
理
人
の
あ
り
方
に
関
す
る
論
争
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
矛
盾
の
認
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論

識
と
解
決
の
仕
方
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
の
政
治
や
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
一
九
六

0
年
代
末
か
ら
大
き
な
転
換
が
起
き
た
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
日
で
も
古
い
部
類
に
属
す
る
見
解
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
公
益
代
理
人
制
度
に
つ
い
て
も
同
様
の
変
化
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
ま
ず
一
九
六

0
年
代
末
以
前
の
状
況
を
要
約
し
て
お
く
。

一
九
五

0
年
代
に
は
、
主
と
し
て
下
級
審
を
念
頭
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
公
益
代
理
人
が
被
告
国
の
代
理
人
を
務
め
る
こ
と
は
武
器
の
対
等
原
則
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
強
か
っ
た
。
現

行
の
行
政
裁
判
所
法
制
定
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
各
州
内
務
大
臣
作
業
グ
ル
ー
プ
は
、
被
告
側
の
代
理
人
が
制
度
化
さ
れ
る
と
、
訴
訟
に
お

い
て
一
方
当
事
者
が
過
度
に
優
越
的
地
位
を
得
て
、
民
事
訴
訟
や
そ
こ
で
の
原
別
で
あ
る
当
事
者
主
義
に
反
す
る
と
し
て
い
た
。
や
や
外
在

的
な
制
度
批
判
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
多
様
な
見
解
が
見
ら
れ
る
。

大
学
教
授
ゲ
ル
パ

l
は
、
所
管
庁
が
自
ら
訴
訟
代
理
を
す
る
場
合
に
、
そ
の
主
張
す
る
公
益
解
釈
の
偏
頗
性
を
前
提
と
し
て
、
国
の
官
庁

の
代
理
機
能
と
は
分
離
さ
れ
指
揮
権
か
ら
原
則
と
し
て
独
立
し
た
純
粋
な
公
益
代
理
人
制
度
の
強
化
を
説
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
行

政
裁
判
所
判
事
は
実
績
が
芳
し
く
な
い
こ
と
か
ら
公
益
代
理
人
制
度
を
廃
止
し
、
そ
の
か
わ
り
に
行
政
裁
判
事
件
に
お
け
る
専
門
性
の
要
請

か
ら
所
管
庁
の
法
律
家
に
よ
る
代
理
を
求
め
る
。
類
似
の
観
点
か
ら
、
あ
る
研
究
者
は
特
定
の
公
益
代
理
人
が
複
雑
専
門
化
し
た
現
代
行
政



訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

を
公
益
の
観
点
か
ら
主
張
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
統
一
的
訟
務
制
度
へ
の
切
り
替
え
が
好
ま
し
い
と
し
た
。
あ
る
修
習
生
は
、

実
績
か
ら
み
て
公
益
代
理
人
は
被
告
代
理
人
が
も
う
一
人
加
わ
っ
た
よ
う
で
評
価
で
き
な
い
と
し
て
廃
止
を
主
張
す
る
。

こ
の
時
期
に
、
公
益
代
理
人
は
、
国
庫
利
益
の
代
弁
者
ま
た
は
行
政
裁
判
権
に
対
す
る
統
制
者
か
ら
法
務
機
関
に
脱
皮
す
る
。
そ
の
途
上

に
い
く
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
名
な
学
者
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
一
九
五

O
年
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に
お
け
る
主
報
告
や

討
論
で
の
参
加
者
の
発
言
は
、
公
益
代
理
人
が
所
管
官
庁
に
敗
訴
の
可
能
性
の
あ
る
よ
う
な
訴
訟
の
回
避
を
勧
め
る
と
こ
ろ
に
意
義
を
見
い

出
し
て
い
た
。
連
邦
内
務
大
臣
も
、
一
九
五
四
年
に
、
各
州
の
内
務
大
臣
に
対
し
て
「
場
合
に
よ
っ
て
は
原
告
市
民
に
有
利
な
よ
う
に
決
定

を
変
更
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
も
公
益
の
維
持
に
あ
た
る
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
の
後
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
一
九
六

0
年
代
末
に
は
、
連
邦
訟
務
庁
検
事
長
を
務
め
た
ナ
イ
ス
が
、
ご
」
の
制
度
は
行
政
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
も
の
か
ら
専
門
的
に
熟
練
し
た
(
古
色
出
立
ゆ
え
)
法
務
機
関
に
な
っ
た
L

と
言
い
、
上
級
行
政
裁
判
所
長
官
(
当
時
)
マ
イ
ヤ

l

l
へ
ン
チ
ェ
ル
は
、
一
九
七

O
年
に
、
公
益
代
理
人
は
も
と
も
と
は
民
主
的
な
起
源
を
ほ
と
ん
ど
持
た
ず
権
威
主
義
的
伝
統
の
も
と
に
あ
っ

た
が
、
同
年
に
先
立
つ
伺
年
間
で
変
わ
っ
た
、
と
述
べ
る
に
至
っ
た
。
現
在
で
は
、
行
政
裁
判
権
と
政
府
と
の
間
に
あ
る
独
自
の
制
度
と
な
っ

て
い
る
。
つ
ぎ
に
見
る
連
邦
行
政
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
も
こ
の
変
遷
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
ロ
)
連
邦
行
政
裁
判
所
の
考
え
方

連
邦
行
政
裁
判
所
大
法
廷
は
、
現
行
行
政
裁
判
所
法
施
行
後
間
も
な
い
時
期
に
、
あ
る
判
決
の
傍
論
の
中
で
、
連
邦
訟
務
検
事
長
(
訟
務

庁
)
は
組
織
上
行
政
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
で
、
裁
判
手
続
を
支
援
す
る
機
関
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。
そ
の
後
、
同
裁
判
所
第
五
部
の
判

決
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
「
連
邦
訟
務
庁
は
、
行
政
の
メ
ガ
ホ
ン
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
、
法
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
共
働

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
上
級
庁
の
指
揮
を
受
け
て
は
な
ら
ず
、
法
律
と
法
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
行
政
部
の
理
解

北法42(1・143)143
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す
る
公
益
の
み
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
上
告
審
に
お
い
て
は
被
告
庁
の
他
に
も
う
一
人
の
公
益
を
代
理
す
る
者
が
出
現
す
る

こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
(
特
に
、
原
告
市
民
の
目
か
ら
み
て
|
|
筆
者
注
)
〈
武
器
の
対
等
〉
原
則
が
く
、
ず
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
益

代
理
人
は
行
政
の
た
め
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
た
め
の
制
度
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
裁
判
所
と
行
政
の
媒
介
者
で
あ
る
。
公
益

代
理
人
は
、
前
審
で
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
法
的
観
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
主
要
な
任
務
で
あ
っ
て
、
連
邦
や
州
の
利
益
が
擁
護
さ
れ
る
か
ど

う
か
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
L

。

三2、
民間

も
と
も
と
公
益
代
理
人
は
公
益
そ
の
も
の
を
主
張
す
る
た
め
の
機
関
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
所
管
行
政
庁
も
ま
た
本

来
公
益
を
代
理
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
公
益
を
代
理
す
る
者
が
二
重
に
存
す
る
こ
と
は
矛
盾
し
か
ね
な
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
連
邦
訟
務

検
事
長
の
役
割
を
裁
判
所
の
補
助
的
機
能
と
見
て
、
混
乱
を
回
避
す
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
益
代
理
人
の
任
務
が
変

わ
る
こ
と
を
意
味
し
、
改
め
て
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
と
り
あ
げ
よ
う
。

(
ハ
)

さ
ま
ざ
ま
な
見
方

一
九
七

0
年
代
以
障
の
見
解
を
連
邦
と
州
の
各
レ
ベ
ル
の
特
殊
性
が
見
ら
れ
る
限
り
で
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
論
点
を
検
討
し

た
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
絡
ん
で
い
る
の
で
、
以
下
の
整
理
は
一
つ
の
試
み
に
す
ぎ
な
い
。

(a)
連
邦
訟
務
庁
を
め
ぐ
っ
て
上
告
審
段
階
で
は
、
弁
護
士
強
制
主
義
が
連
邦
の
官
庁
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
代
理
人

自
身
が
専
門
家
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
下
級
審
の
よ
う
に
訴
訟
に
無
知
な
職
員
が
代
理
人
と
し
て
法
廷
に
来
る
こ
と

は
な
い
。
た
だ
、
代
理
人
が
特
定
省
庁
の
関
心
の
み
を
弁
護
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
こ
の
点
で
公
益
代
理
人
の
役
割
を
肯
定
的
に
評
価
す

る
余
地
は
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
加
え
て
、
わ
が
国
で
は
生
じ
え
な
い
連
邦
制
か
ら
生
ず
る
特
殊
性
が
あ
る
。
連
邦
訟
務
検
事
の
ツ
ィ

1
ル
ケ
[
N
E
W
ぬ
]
に
よ
る
と
、

北法42(1・144)144



上
告
審
で
の
訴
訟
の
大
部
分
は
市
民
と
州
の
聞
の
紛
争
で
あ
る
か
ら
、
公
益
代
理
人
は
連
邦
法
の
解
釈
が
争
点
と
な
る
と
き
に
立
法
事
実
や

そ
の
他
の
情
報
を
提
供
し
て
、
連
邦
制
度
が
も
た
ら
し
う
る
法
解
釈
の
阻
離
を
回
避
で
き
る
と

連
邦
政
府
並
び
に
連
邦
関
係
機
関
の
解
釈
、

い
う
意
義
が
あ
る
。

一
方
当
事
者
で
あ
る

い
う
ま
で
も
な
く
、
連
邦
訟
務
庁
関
係
者
が
そ
の
役
割
を
評
価
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
、

被
告
行
政
庁
の
代
理
人
と
し
て
の
役
割
か
ら
分
離
さ
れ
た
独
立
的
機
構
と
し
て
の
役
割
に
求
め
ら
れ
る
。
連
邦
内
務
大
臣
(
当
時
)
パ
ウ
ム

も
、
処
分
庁
の
当
事
者
的
利
益
に
煩
わ
さ
れ
ず
、
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
制
度
で
あ
る
こ
と
、
現
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
公

益
代
理
人
が
関
与
し
た
事
件
の
約
三
分
の
一
に
お
い
て
原
告
市
民
の
側
に
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
、
関
係
行
政
庁
の
主
張
す
る
利
益
が
必
ず

し
も
公
益
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
の
正
否
を
確
か
め
る
術
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
公

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

益
代
理
人
が
所
管
庁
の
処
分
を
維
持
す
る
方
向
で
の
み
弁
論
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
規
模
が
小
さ
い
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
当
事
者
の
善
意
や
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
訟
務
庁
の
評
価
は
そ
う
高
く
は

な
い
し
、
改
善
の
余
地
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
長
官
ゼ
ン
ド
ラ

1
5
8色
q]
は
、
訟
務
検
事
が
正
し
く
対

応
し
た
と
き
に
は
、
多
数
の
事
件
を
い
わ
ば
即
決
に
近
い
形
で
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
裁
判
官
に
対
し
、
紛
争
の
背
景
、
し
た
が
っ
て
法
律

制
定
の
趣
旨
、
他
の
官
庁
と
の
関
わ
り
な
ど
を
示
し
て
長
所
を
発
揮
す
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
条
件
付
き
の
文
章
か
ら
示
さ
れ
る
よ

う
に
、
筆
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
上
告
審
の
段
階
で
は
、
こ
の
検
事
な
し
で
も
十
分
に
や
っ
て
い
け
る
し
、
そ
の
援
助
は
そ
う
大
き
く
は
な

い
、
と
述
べ
た
。
事
実
、
彼
は
、
仮
の
権
利
保
護
に
関
す
る
大
著
の
あ
る
弁
護
士
ブ
ィ
ン
ケ
ル
ン
プ
ル
ク
の
指
摘
(
後
述
)
を
引
用
す
る
形

で
、
公
益
代
理
人
制
度
が
手
続
の
迅
速
化
に
奉
仕
す
る
な
ら
ば
権
利
保
護
の
改
善
に
役
立
ち
得
る
と
言
う
。
こ
う
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ゼ

ン
ド
ラ

1
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
さ
な
い
限
り
、
そ
う
積
極
的
な
存
在
理
由
は
な
い
、
と
い
う
見
解
を
間
接
的
に
示
し
て
い
る
。

連
邦
行
政
裁
判
所
判
事
時
代
を
回
顧
し
て
、
連
邦
特
許
裁
判
所
長
官
(
当
時
)
パ
ク
シ
ャ

l
[
司
岳

5nzι
は
、
連
邦
の
公
益
代
理
人
は

北法420・145)145 



説

し
ば
し
ば
同
僚
裁
判
官
た
ち
に
よ
っ
て
不
必
要
な
も
の
(
ロ
σゆえ
E
E
m
)
と
し
て
物
笑
い
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
法
律
上
も
市
民

の
利
益
を
同
時
に
考
慮
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
事
件
で
は
原
告
市
民
の
代
理
人
た
る
弁
護
士
よ
り
も
当
該
市
民
に

と
っ
て
優
れ
た
主
張
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
裁
判
権
に
お
い
て
公
益
代
理
人
は
存
在
理
由
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
彼

自
身
は
こ
の
制
度
は
今
後
と
も
維
持
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
行
政
事
件
に
お
い
て
公
益
代
理
人
が
当
事
者
と
な

北法420・146)146

論

る
の
で
は
な
く
、
基
本
的
で
重
要
な
事
件
に
限
っ
た
方
が
よ
い
、

と
い
〉
フ
。

一
O
年
あ
ま
り
連
邦
行
政
裁
判
所
判
事
を
つ
と
め
現
在
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
事
で
あ
る
キ
ュ

l
リ
ン
ク
[
間
口
E
E
m
]
は
、
連
邦
訟
務
庁
を

不
必
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
「
官
庁
は
い
ず
れ
に
せ
よ
弁
護
士
に
代
理
さ
せ
て
お
り
、
さ
ら
に
必
要
と
あ
れ
ば
専
門
家
を
連
れ
て
来
れ
ば

よ
い
。
私
の
見
解
は
そ
う
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

バ
イ
エ
ル
ン
の
訟
務
庁
は
か
な
り
重
要
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と

て
代
替
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
。

b 

バ
イ
エ
ル
ン
州
の
関
係
者

こ
の
州
で
は
、
訟
務
検
事
は
同
時
に
公
益
代
理
人
で
あ
る
。
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
見
解
は
、

公
益
は
法
律
に
よ
る
行
政
が
も
た
ら
す
利
益
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
し
て
二
つ
の
機
能
の
同
時
的
遂
行
が
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
と
説
明
す

る
。
し
か
し
、
多
く
の
論
者
に
あ
っ
て
は
こ
の
二
つ
の
職
務
は
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
訟
務
検
事
は
時
に
精

神
分
裂
症
状
を
招
き
か
ね
な
い
。
実
態
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
建
て
前
通
り
の
実
務
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
上

級
行
政
裁
判
所
長
官
(
当
時
)
シ
ュ
ミ
ッ
ト
[
』
・

ω与
B
E乙
は
、
訟
務
検
事
が
被
告
の
法
解
釈
を
主
張
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
並
ん
で
自
己

の
公
益
代
理
人
と
し
て
の
見
解
を
主
張
す
る
の
を
体
験
し
た
の
も
稀
で
は
な
い
と
い
う
。
だ
が
、
実
務
で
は
た
い
て
い
国
(
州
)
側
に
有
利

な
法
解
釈
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
り
、
言
い
換
え
る
と
、
国
を
被
告
と
す
る
訴
訟
で
は
公
益
代
理
人
は
な
き
に
等
し
い
。
州
を

相
手
方
と
し
て
環
境
保
護
関
係
の
行
政
訴
訟
の
原
告
代
理
を
す
る
こ
と
の
多
い
弁
護
士
ザ
イ
ラ

1
[
ω
m
E
q
]
か
ら
み
る
と
、
訴
訟
の
相
手
が

も
う
一
人
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
公
益
代
理
人
は
た
い
て
い
地
方
自
治
体
な
ど
州
以
外
の
公
法
人
関
係
の
訴
訟
に
お
い



て

の

み

登

場

し

、

国

が

被

告

の

と

き

に

は

訟

務

検

事

つ

ま

り

理

念

と

現

実

の

差

は

大

き

い

。

も

つ

(
捌
)

と
も
、
彼
も
例
外
が
あ
る
こ
と
は
-
認
め
て
い
る
。
な
お
、
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
訟
務
検
事
に
よ
れ
ば
、
州
が
被
告
で
な
い
場
合
で
、
原
告

(
叩
)

い
わ
ば
高
見
の
見
物
を
す
る
と
い
う
。

(
戸
山
口
仏
巾
印
一
山
口
当
色
丹
)

と
し
て
現
れ
る
。

市
民
の
主
張
に
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
と
き
は
、
公
益
代
理
人
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
を
控
え
、

バ
イ
エ
ル
ン
州
の
元
訟
務
検
事
長
は
、
一

O
O年
以
上
の
実
績
を
誇
り
な
が
ら
も
、
他
の
州
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
こ
う
し
た
制
度
な
く

し
て
も
国
の
訴
訟
活
動
が
行
え
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
益
代
理
人
制
度
を
維
持
す
る
理
由
は
何
か
。
彼
は
関
係

(
悶
)

行
政
機
関
の
職
員
が
法
廷
に
来
な
く
て
い
い
こ
と
か
ら
、
行
政
の
節
約
に
役
立
つ
と
い
う
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
公
法
の
概
説
書
は
、
公
益

代
理
人
の
機
能
の
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
誤
っ
た
処
分
の
撤
回
を
働
き
か
け
た
り
、
行
政
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
貢
献
す
る
こ
と

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
公
益
代
理
人
制
度
と
い
う
よ
り
も
統
一
的
訟
務
制
度
の
意
義
で
あ
る
。
訟
務

検
事
長
ニ
チ
エ

[
Z
{
g
n
y巾
]
も
、
短
時
間
の
審
理
の
た
め
に
関
係
庁
の
職
員
が
出
張
せ
ざ
る
を
得
な
い
不
合
理
や
弁
護
士
に
依
頼
す
る
場
合

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

の
高
額
報
酬
を
回
避
で
き
る
こ
と
を
統
一
的
訟
務
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

一
日
に
二
つ
の
部
で
訴
訟
が
あ
る
と
き
、

一
つ
の

役
所
か
ら
二
人
を
派
遣
す
る
不
経
済
が
避
け
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
公
益
代
理
人
の
特
有
の
役
割
を
地
方
自
治
体
で
生
じ
う
る
違
法
行
政
の
監
視
機
能
に
求
め
る
裁
判
所
長
官
や
訟
務
検
事

長
が
い
た
。
(
西
)
ド
イ
ツ
全
州
の
中
に
位
置
づ
け
た
と
き
、
こ
の
点
に
同
州
の
国
家
秩
序
重
視
の
体
質
を
垣
間
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
理
解
は
日
本
の
現
行
法
制
と
比
較
し
て
も
決
し
て
不
自
然
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
生
ず
る
背
景
に

は
、
同
州
の
自
治
権
が
相
当
拡
大
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
州
レ
ベ
ル
の
制
度
的
対
応
と
見
る
余
地
も
あ
る
。
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既
述
の
よ
う
に
、
こ
の
州
で
は
機
能
分
離
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
訟
務
庁
時
代
を
経
験
し
、

現
在
唯
一
の
公
益
代
理
人
で
あ
る
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
に
よ
れ
ば
、
訟
務
制
度
が
あ
っ
た
時
期
に
お
け
る
公
益
代
理
人
の
役
割
は
実
際
に
も
国

(
州
)
以
外
の
地
方
自
治
体
な
ど
が
被
告
で
あ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
彼
が
あ
げ
る
統
一
的
訟
務
制
度
を
と
ら
な
い
場
合
の
デ
メ
リ
ツ

(
C
)
 
パ

l
デ
ン

l
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州



説

ト
は
、
遠
隔
地
か
ら
裁
判
所
へ
の
出
張
に
伴
う
時
間
や
旅
費
、
所
管
庁
職
員
に
あ
り
が
ち
な
全
般
的
見
通
し
の
欠
如
、
法
廷
実
務
の
経
験
の

欠
知
な
ど
で
あ

μ
。
同
州
で
は
コ
ス
ト
の
問
題
を
理
由
と
し
て
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
関
係
者
は
コ
ス
ト
の
観
点
か
ら
制
度
の
利
点
を
強

論

調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
d
)
公
益
代
理
人
が
原
告
市
民
を
弁
護
す
る
こ
と
が
あ
る
か
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
自
ら
が
被
告
庁
を
代
理
し
て
い
な
が
ら
、

公
益
代
理
人
と
し
て
の
資
格
か
ら
別
の
法
解
釈
を
披
濯
し
た
り
(
切
ミ
州
)
、
兼
務
で
あ
れ

(Z'巧
州
)
専
任
(
連
邦
)
で
あ
れ
公
益
代
理

人
と
し
て
行
政
庁
と
は
別
の
法
解
釈
を
原
告
市
民
に
有
利
に
展
開
す
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、

一
般
的
に
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
の
か
。
公
益

代
理
人
の
現
実
的
機
能
に
つ
い
て
、
改
め
て
別
の
証
言
も
あ
げ
て
お
こ
う
。

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン

1
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ

l
レ
ン
州
の
行
政
法
専
門
弁
護
士
レ
デ
カ

l
は
、
公
益
代
理
人
が
被
告
行
政
庁
の
側
に
立
た
な
か
っ
た

{
国
)

ケ

l
ス
は
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。
同
州
の
行
政
法
専
門
弁
護
士
ス
テ
ュ

l
ア
[
宮
宕
乙
の
印
象
は
こ
う
で
あ
る
。
「
同
州

の
公
益
代
理
人
は
事
件
に
迅
速
に
対
応
す
る
が
、
た
い
て
い
は
訴
訟
の
結
果
に
貢
献
す
る
こ
と
は
な
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
で
も
訟
務
検
事

の
出
席
す
る
事
件
を
経
験
し
て
い
る
が
、
決
し
て
原
則
的
な
こ
と
に
つ
い
て
貢
献
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
積
極
的
な
評

価
を
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
制
度
と
し
て
廃
止
し
た
方
が
い
い
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、
基
本
的
に
重
要
な
事
件
で
は
も
っ
と
関
与
し
て
よ
い
。

そ
れ
は
、
専
門
官
庁
の
主
張
を
中
立
的
な
方
に
色
抜
き
す
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
現
状
で
も
無
意
味
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
お
お
む

ね
休
業
状
態
に
あ
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
」
。

公
益
代
理
人
に
は
上
訴
の
資
格
が
あ
り
、
本
来
の
被
告
が
敗
訴
し
て
、
そ
れ
以
上
争
う
気
が
な
い
の
に
訟
務
検
事
が
上
訴
す
る
こ
と
も
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
教
授
兼
上
級
行
政
裁
判
所
判
事
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト

l
ヨ
ル
ツ
イ
ツ
ヒ
は
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

1
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

に
お
け
る
逆
の
例
を
あ
げ
る
。
彼
の
知
人
で
あ
る
優
秀
な
訟
務
検
事
は
、
例
え
ば
被
告
で
あ
る
自
治
体
が
も
は
や
争
う
意
思
を
持
た
な
い
と

と
発
言
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

き
に
代
わ
っ
て
上
訴
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
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各
資
料
や
発
言
を
見
る
限
り
、
公
益
代
理
人
は
被
告
庁
寄
り
の
見
解
を
披
露
す
る
こ
と
が
大
多
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
訟
務
関
係
者

が
本
来
の
使
命
を
発
揮
し
た
例
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
弁
護
士
層
は
強
く
批
判
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
益
代
理
人
の
職
務
も
担
当
者

の
個
性
に
よ
り
影
響
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
や
、
市
民
の
側
に
立
つ
の
が
常
に
正
し
い
法
解
釈
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
も
留

意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、
訟
務
検
事
で
な
い
公
務
員
が
兼
務
に
よ
り
公
益
代
理
人
を
務
め
る
こ
と
に
は
か
な
り
批
判
的
な
声
が
強
い

こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

(e)
統
一
的
訟
務
制
度
の
長
所
と
短
所

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

所
管
庁
の
職
員
が
被
告
を
代
理
す
る
と
い
う
実
務
に
は
ど
の
よ
う
な
欠
陥
が
あ
り
、
統
一
的

訟
務
の
必
要
性
は
ど
の
程
度
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
当
事
者
主
義
的
訴
訟
運
営
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
意
見
が
あ
る
。
仮
の
権
利
保
護
に
関
す
る
優
れ
た
著
作
の
執
筆
者
、
保
守
党
C
D

U
の
ベ
ル
リ
ン
の
幹
部
で
も
あ
り
著
名
な
弁
護
士
と
し
て
連
邦
行
政
裁
判
所
で
も
し
ば
し
ば
法
廷
に
た
つ
フ
イ
ン
ケ
ル
ン
プ
ル
ク

(ヨロ
E
Z
σ
号
ぬ
)
は
、
処
分
庁
代
理
人
は
〈
法
治
国
〉
的
態
度
を
十
分
に
と
ら
ず
訴
訟
遅
延
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
見
る
。
こ
の
種
の
批

判
は
多
く
、
当
事
者
主
義
的
行
動
を
避
げ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
い
わ
ば
紳
士
的
な
統
一
的
訟
務
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

統
一
的
シ
ス
テ
ム
の
方
が
武
器
対
等
を
保
障
す
る
と
い
う
の
も
類
似
の
考
え
方
で
あ
る
。
一
般
に
、
公
益
代
理
人
制
度
は
〈
武
器
の
対
等
〉

を
侵
害
す
る
と
い
う
議
論
が
あ
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
統
一
的
訟
務
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
逆

に
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
長
官
(
面
会
時
)
ロ
ッ
ツ
戸
♀
N
]

は
、
処
分
庁
は
処
分
を
維
持
す
る
た
め
に
や
み
く
も
に
自
己
の

当
事
者
的
利
益
を
主
張
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
か
え
っ
て
対
等
性
を
確
保
す
る
た
め
に
訟
務
検
事
(
公
益
代
理
人
)
が
役
立
つ
と
い
う
。

な
お
、
彼
は
、
統
一
的
訟
務
制
度
の
合
目
的
性
を
、
人
件
費
や
旅
費
の
節
約
に
見
る
ほ
か
、
行
政
裁
判
所
の
白
か
ら
は
、
処
分
庁
の
面
子
に

拘
束
さ
れ
な
い
で
、
自
主
的
客
観
的
に
調
査
活
動
や
準
備
作
業
が
で
き
る
こ
と
を
評
価
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
で
は
、
所
管
庁
代
理
主
義
を
と
る
と
所
管
庁
が
困
る
と
い
う
事
情
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
弊
害
の
中
身
に
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説

ま
た
こ
の
場
合
に
国
民
や
裁
判
所
に
ど
の
よ
う
な
不
都
合
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
の
で

ド
イ
ツ
で
は
統
一
的
訴
訟
代
理
制
度
を
採
用
す
る
理
由
に
つ
い
て
日
本
と
は
お
そ
ら
く
か
な
り
異
な
る
と
思
わ
れ
る
説
明
が
さ
れ

つ
い
て
、

あ
る
が
、

論

る
の
で
あ
る
。

な
お
、
統
一
的
訟
務
制
度
の
弊
害
も
あ
り
う
る
。
訟
務
検
事
の
原
則
主
義
的
な
思
考
に
支
配
さ
れ
て
、
個
別
の
事
件
の
具
体
的
解
決
に
即

し
た
柔
軟
な
処
理
が
難
し
く
な
る
傾
向
も
指
摘
さ
れ
る
。

統
一
的
訟
務
制
度
を
廃
止
し
た
ら
、
代
替
策
を
ど
う
す
る
の
か
。
パ

l
デ
ン

l
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
に
お
け
る
今
後
の
訴
訟
代
理
体
制

フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
は
法
務
部
門
が
あ
る
行
政
機
関
で
は
弁
護
士
よ
り
も
そ
の
官
吏
に
代
理
さ
せ
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
述
べ

るBに。っ
し当

て

統
一
的
訟
務
制
度
を
採
用
す
る
場
合
の
条
件
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(
四
)
公
益
代
理
人
制
度
・
訟
務
制
度
の
将
来
像

(
イ
)
序

前
項
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
現
行
制
度
は
ど
う
進
む
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
提
案
の
原
型
は
一
九
六

O

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
か
に
な
る
と
と
も
に
、
時
代
の
変
遷
に
伴
っ
た
新
し
い
観

点
が
付
加
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
益
代
理
人
(
訟
務
検
事
)
人
事
の
手
続
に
関
す
る
論
点
も
加
わ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
の
検
討
に
あ
た
っ
て

も
注
意
す
べ
き
は
、
賛
否
の
意
見
分
布
は
必
ず
し
も
論
者
の
政
治
的
見
解
の
差
異
と
は
一
致
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

年
代
末
ま
で
に
お
お
む
ね
出
そ
ろ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
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(
ロ
)
批
判
的
見
解

比
較
的
強
い
廃
止
論
を
主
張
す
る
の
は
、
行
政
訴
訟
の
泰
斗
ウ
レ
で
あ
る
。
ウ
レ
は
、
「
い
っ
た
い
、
公
益
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
」
と
問
い
、

行
政
官
庁
は
法
律
の
適
用
を
〈
通
じ
て
〉
、
か
っ
、
法
律
の
適
用
に
〈
際
し
て
〉
公
益
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
政
裁
判
所
は
こ
の
官

庁
の
行
政
作
用
を
統
制
す
る
に
あ
た
っ
て
、
法
律
の
〈
中
で
〉
具
一
体
化
さ
れ
た
公
益
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
行
政
庁
や
行
政
裁
判
所
以

上
に
公
益
認
識
が
で
き
る
と
い
う
事
情
が
な
け
れ
ば
公
益
代
理
の
た
め
の
独
自
の
制
度
は
い
ら
な
い
と
す
る
。
官
庁
は
下
級
庁
に
対
し
て
指

揮
権
を
行
使
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
自
治
体
監
督
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
公
益
代
理
人
の
関
与
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
論

に
対
し
て
も
、
監
督
庁
が
そ
の
任
務
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
し
、
仮
に
一
審
判
決
に
問
題
が
あ
れ
ば
控
訴
審
で
是
正
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
指
摘

す
る
。
彼
は
、
刑
事
事
件
の
検
察
官
の
地
位
と
も
比
較
で
き
ず
、
い
か
な
る
公
益
代
理
人
支
持
論
に
も
賛
成
で
き
な
い
と
し
て
、
制
度
の
廃

止
を
強
く
求
め
る
。
た
だ
し
、
彼
は
州
の
レ
ベ
ル
で
の
統
一
的
訟
務
制
度
の
存
在
に
つ
い
て
は
特
段
の
異
議
を
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
逆
に

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

連
邦
に
お
け
る
統
一
的
訟
務
制
度
の
採
用
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
、
仮
に
政
府
の
法
的
見
解
を
裁
判
所
に
伝
え
る
必
要
が
あ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
流
の
制
度
、
す
な
わ
ち
委
員
を
特
定
事
件
に
つ
い
て
任
命
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
独
自
の
官
庁

機
構
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
な
お
、
彼
に
よ
れ
ば
、
廃
止
す
る
に
せ
よ
、
存
置
す
る
に
せ
よ
、
三
つ
の
行
政
系
裁
判
権
に
共
通

の
制
度
が
設
け
ら
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

著
名
な
弁
護
士
で
行
政
裁
判
所
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
の
執
筆
者
で
あ
る
レ
デ
カ

l
も
批
判
的
で
あ
る
。
彼
は
、
か
つ
て
ド
イ
ツ
弁
護
士

会
の
拡
大
行
政
法
委
員
会
の
委
員
長
と
し
て
、
連
邦
に
つ
い
て
も
州
に
つ
い
て
も
公
益
代
理
人
制
度
を
不
必
要
な
も
の
と
し
て
い
た
。
彼
に

よ
れ
ば
、
公
益
代
理
人
は
行
政
庁
に
有
利
な
形
で
武
器
の
不
対
等
を
も
た
ら
す
不
必
要
な
制
度
で
あ
り
、
将
来
的
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
府

委
員
制
度
に
由
来
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
の
公
益
代
理
人
(
の

m
S
E
E
S
-
U
の
よ
う
な
形
が
好
ま
し
い
と
い
う
。
な
お
、
彼
は
統
一
的

訟
務
制
度
に
つ
い
て
は
肯
定
的
で
あ
る
が
、
組
織
や
権
限
を
ど
う
す
る
か
に
関
し
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
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説

そ
の
他
に
も
、
強
い
批
判
者
は
い
る
。
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
統
一
的
な
訟
務
制
度
が
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
て
い
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

そ
の
場
合
に
、
組
織
の
自
立
性
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
必
要
性
が
強
く
認
識
さ
れ
な
い
た
め
か
、
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
い

な
い
。
ま
た
、
ウ
レ
の
よ
う
に
プ
ロ
イ
セ
ン
流
の
委
員
制
度
を
持
ち
出
す
人
も
い
る
が
、
統
一
的
訟
務
制
度
を
置
い
た
場
合
に
、
地
方
自
治

論

体
関
係
訴
訟
に
お
け
る
関
与
の
あ
り
方
も
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
を
論
点
と
し
て
気
に
と
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

(
ハ
)
公
益
代
理
人
肯
定
論

い
う
ま
で
も
な
く
肯
定
論
は
多
い
。
そ
れ
は
裁
判
に
可
能
な
限
り
多
様
な
観
点
が
提
出
さ
れ
、
法
的
聴
聞
が
行
わ
れ
う
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
国
(
連
邦
、
州
)
の
所
管
庁
の
視
野
の
狭
さ
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
故
、
統
一
的
訟
務
制
度
支
持
論
と
重
な
っ
て
く
る
。
多
様
な
観
点
の
提
示
の
必
要
が
指
摘
さ
れ
る
と
き
に
は
い
う
ま
で
も
な
く
地
方
自
治

体
関
係
訴
訟
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。

肯
定
論
の
論
拠
に
は
、
す
で
に
散
見
さ
れ
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
原
処
分
庁
に
対
す
る
説
得
機
能
、
不
要
な
訴
訟
の
防
止
機
能
な
ど
も
あ

(
制
}

げ
ら
れ
る
。

批
判
説
を
考
慮
し
た
肯
定
説
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
公
益
代
理
人
機
能
と
被
告
庁
代
理
機
能
の
同
時
遂
行
が
矛
盾
を
来
す
と
い
う

認
識
に
た
っ
て
、
統
一
行
政
訴
訟
法
草
案
の
よ
う
に
訴
訟
代
理
を
す
る
限
り
で
公
益
代
理
人
の
機
能
を
認
め
な
い
と
い
う
形
で
両
機
能
を
分

離
す
る
考
え
方
が
あ
る
。

(
ニ
)
新
し
い
視
角
|
|
環
境
保
護
の
課
題
と
制
度
の
独
立
性
確
保

公
益
代
理
人
制
度
に
も
統
一
的
訟
務
制
度
に
も
理
解
を
も
ち
つ
つ
、

し
か
し
、

バ
イ
エ
ル
ン
州
の
二
重
機
能
の
同
時
遂
行
に
は
批
判
的
な
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見
解
が
や
は
り
少
な
く
な
い
。
「
理
論
上
は
疑
い
も
な
く
矛
盾
が
あ
る
L

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ウ
レ
と
の
共
著
な
ど
も
あ
る
教
授
ラ
ウ
ビ
ン

ガ

l
は
、
公
益
代
理
と
国
の
訴
訟
代
理
の
二
つ
の
機
能
の
混
在
は
き
わ
め
て
問
題
で
あ
っ
て
廃
止
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
。
マ
イ
ヤ

1
1
へ
ン

(
上
級
行
政
裁
判
所
長
官
)
は
立
法
論
的
に
は
公
益
代
理
人
に
国
の
訴
訟
代
理
を
授
権
し
得
る
と
す
る
現
行
規
定
の
削
除
を
提
案
す

チ
ェ
ル

る
。
こ
う
し
た
対
応
の
ほ
か
に
、
①
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
現
状
に
改
善
す
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
公
益
代
理
人
制
度
を
完
全
に
廃

止
し
て
所
管
庁
代
理
主
義
に
転
換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
者
と
、
②
公
益
代
理
人
制
度
や
統
一
的
訟
務
制
度
を
持
た
な
い
地
域
に

い
て
所
管
庁
代
理
主
義
に
不
備
を
感
ず
る
者
が
い
る
。
こ
の
両
者
は
期
せ
ず
し
て
類
似
の
改
革
方
向
を
示
す
。
そ
の
際
、
各
論
者
は
二
つ
の

改
革
要
素
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
分
け
て
と
り
あ
げ
よ
う
。

こ
の
二
つ
の
要
素
は
す
で
に
ド
イ
ツ
国
内
自
体
の
議
論
の
中
に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
だ
が
、
一
九
七
六
年
に
ロ

l
マ
で
開
催
さ
れ

(
出
)

た
訟
務
制
度
に
関
す
る
国
際
会
議
や
、
コ
ッ
プ
に
よ
り
一
九
八
一
年
に
開
催
さ
れ
た
同
様
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
よ
り
、
国
際
比
較
の
中
で
の

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

位
置
づ
け
ら
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(a)
主
観
訴
訟
の
編
み
目
か
ら
も
れ
る
環
境
保
護
の
利
益

第
一
は
主
観
訴
訟
中
心
構
造
の
限
界
と
の
か
か
わ
り
で
あ
る
。
寸
原
告
に
な

る
人
が
い
な
け
れ
ば
、
い
か
に
立
派
な
裁
判
所
で
あ
っ
て
も
関
係
人
の
権
利
や
公
益
を
侵
害
す
る
違
法
な
行
政
決
定
を
是
正
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
L

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
民
衆
訴
訟
や
団
体
訴
訟
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
。
今
、
こ
こ
で
こ
の
テ

l
マ
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な

い
。
本
稿
と
の
関
係
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
上
級
行
政
裁
判
所
長
官
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
民
衆
訴
訟
化
や
団
体
訴

訟
の
法
定
に
消
極
的
な
人
が
、
代
替
策
と
し
て
環
境
保
護
領
域
に
つ
い
て
は
公
益
代
理
人
に
出
訴
権
を
与
え
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
訟
務
検
事
長
(
当
時
)
で
あ
る
フ
ラ
ウ
エ
ン
ク
ネ
ヒ
ト
も
、
行
政
訴
訟
が
行
政
対
個
人
の
関
係
を
越
え
た
問
題
を
扱
つ

(
即
)

て
い
る
と
こ
ろ
に
公
益
代
理
人
の
新
し
い
使
命
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
。

す
ぐ
後
に
見
る
弁
護
士
ザ
イ
ラ

1
も
主
と
し
て
自
然
保
護
法
の
領
域
で
の
違
法
行
政
統
制
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
型
の
法
務
総
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説

裁
制
度
を
採
用
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
構
想
を
実
現
す
る
に
は
多
く
の
難
問
が
生
ず
る
が
、
環
境
法
と
い
う
重
要
な
領
域
で
裁
判

所
の
審
査
を
受
け
な
い
部
分
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
大
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
環
境
悪
化
が
急
速
に
進
む
時
代
に
個
人
の

権
利
保
護
制
度
と
し
て
の
行
政
救
済
や
権
力
分
立
の
議
論
に
こ
だ
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
積
極
的
な
立
法
政
策
論
が
必
要
で
あ
る
、
と
。

コ
ッ
プ
も
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
類
似
の
制
度
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
環
境
・
自
然
・
景
観
保
護
の
分
野
に
お
い
て
ア
タ
1
ニ
l
・
ジ
ェ
レ

ラ
ル
に
似
た
公
益
代
理
人
の
名
目
的
出
訴
権
を
考
慮
し
て
よ
い
と
す
る
。
ラ
ウ
ビ
ン
ガ

l
も
こ
う
し
た
検
討
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
環
境
保
護
と
の
関
係
で
公
益
代
理
人
制
度
の
活
用
を
考
え
る
見
解
は
少
な
く
な
い
。

(
b
)
統
一
的
訟
務
庁
の
独
立
性
弁
護
士
ザ
イ
ラ

l
は
既
述
の
よ
う
に
、
二
重
機
能
に
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
公
益
代
理
人
制
度
自
体

の
廃
止
は
必
要
な
い
と
い
う
。
公
益
代
理
人
と
し
て
の
職
務
は
地
方
自
治
体
な
ど
非
国
家
機
関
の
重
要
な
事
件
行
政
訴
訟
に
と
ど
め
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
、
訟
務
庁
の
中
で
の
所
掌
事
務
の
明
確
化
を
は
か
る
観
点
か
ら
公
益
代
理
人
と
し
て
活
動
す
る
訟
務
検
事
を
特
定
し
、
そ

の
長
を
議
会
の
委
員
会
に
よ
り
選
出
す
る
の
が
よ
い
と
し
て
い
る
。

論

公
益
代
理
人
制
度
も
訟
務
制
度
も
な
い
地
域
西
ベ
ル
リ
ン
で
仕
事
を
し
て
き
た
弁
護
士
フ
ィ
ン
ケ
ル
ン
プ
ル
ク
は
、
法
治
国
的
に
拘
束
さ

れ
た
被
告
行
政
庁
の
役
割
を
果
た
す
組
織
と
し
て
公
益
代
理
人
制
度
の
活
用
を
考
え
て
い
る
。
彼
は
統
一
的
訟
務
制
度
と
の
関
係
な
ど
を
ど

う
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
紛
争
当
事
者
で
あ
る
関
係
官
庁
の
指
揮
を
受
け
な
い

(
出
)

独
立
的
制
度
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
。

コ
ッ
プ
は
、
処
分
庁
が
裁
判
に
お
い
て
主
張
す
る
観
点
は
体
験
上
も
常
に
客
観
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
公
益
代
理

人
を
必
要
な
制
度
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
国
の
統
一
的
訴
訟
代
理
制
度
の
必
要
性
も
肯
定
す
る
。
た
だ
し
、
二
つ
の
異
な
る
理
念
を
統
一
さ
せ

(
師
)

る
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
こ
の
制
度
の
一
般
行
政
組
織
か
ら
独
立
性
を
要
求
す
る
。
彼
の
議
論
の
目
新
し
き
は
こ
の
要
請
を
比
較
制
度
的
に

説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

彼
は
、
各
国
の
制
度
の
比
較
研
究
に
基
づ
き
公
益
代
理
人
制
度
と
統
一
的
訟
務
制
度
が
現
代
法
治
国
家
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も

に
、
そ
れ
が
独
立
的
な
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
世
界
の
傾
向
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
は
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
よ
う
に
比
較
的
厳
し
い
集
権
的
階
統
的
シ
ス
テ
ム
を
と
る
国
々
も
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
現
在
明
ら
か
な
傾
向
は
、
一
元
的

に
管
理

3
れ
て
は
い
る
が
独
立
的
な
訟
務
と
い
う
方
向
で
あ
る
と
い
う
。
現
に
、
多
く
の
国
で
は
訟
務
機
構
は
直
接
に
国
家
元
首
、
合
議
機

関
と
し
て
の
政
府
ま
た
は
議
会
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
集
権
的
と
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
に
あ
っ
て
も
、
訟
務
機
構
は
首
相
直
属

で
あ
り
、
職
権
の
行
使
は
完
全
に
独
立
で
指
揮
を
受
け
判
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
も
独
立
に
職
権
が
行
使
さ
れ
る
と
い
狩
。

外
国
の
制
度
に
学
び
、
公
益
代
理
人
の
独
立
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
彼
は
、
連
邦
の
訟
務
庁
の
長
の
任
命
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ

の
連
邦
憲
法
裁
判
所
ま
た
は
そ
の
他
の
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
選
考
手
続
に
類
似
の
手
続
を
求
め

μ
。
彼
が
こ
の
よ
う
に
独
立
性
を
強
調
す

る
の
は
、
こ
の
制
度
が
、
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
あ
わ
せ
て
市
民
に
早
期
の
権
利
救
済
を
含
ん
だ
権
利
保
護
の
改
善
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ

る。
こ
の
よ
う
に
組
織
的
制
度
的
に
十
分
な
独
立
性
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
検
察
庁
の
場
合
の
よ
う
に
、
訟
務
庁
内
部
に
お
け
る
上
司
の

指
揮
監
督
権
、
重
大
事
件
に
お
け
る
政
府
の
指
揮
権
は
留
保
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
の
内
容
で
あ
る
。
フ
イ
ツ
シ
ャ

l
は
博
士
論
文
の
中
で
、

政
府
の
指
示
は
裁
判
所
や
関
係
市
民
が
そ
の
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
公
開
義
務
に
服
す
べ
き
と
し
て
い

μ
。
こ
う
し
た
主
張

は
、
上
司
の
指
示
が
文
書
で
手
交
さ
れ
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
い
る
今
日
の
ド
イ
ツ
の
検
察
実
務
か
ら
す
る
と
突
飛
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な

し〉。

北法42(1・155)155

公
益
代
理
人
は
行
政
に
有
利
な
見
解
を
述
べ
る
と
い
う
市
民
の
批
判
に
対
処
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
検
察
官
が
被

告
人
に
有
利
な
法
的
お
よ
び
事
実
観
点
を
示
す
義
務
が
あ
る
よ
う
に
、
法
改
正
ま
た
は
規
則
改
正
に
よ
っ
て
、
行
政
事
件
に
お
い
て
も
公
益

代
理
人
に
市
民
に
有
利
な
観
点
も
指
摘
さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
提
案
き
れ
て
い
る
。



説

(
五
)
小
括

論

一
九
六

O
年
に
現
行
行
政
裁
判
所
法
が
制
定
さ
れ
て
以
来
の
議
論
の
推
移
を
見
れ
ば
、
公
益
代
理
人
の
制
度
は
か
な
り
守
勢
に
あ
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
統
一
的
訟
務
制
度
に
対
す
る
批
判
は
あ
ま
り
な
い
が
、
こ
れ
が
バ
イ
エ
ル
ン
州
に
の
み
実
質
的
に
存
在
す
る
と
こ
ろ

か
ら
す
れ
ば
、
他
の
州
の
人
が
批
判
す
る
必
要
を
感
じ
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
統
一
的
訟
務
の
必
要
性
を
積
極
的
に
説
く
論

調
も
そ
う
強
く
は
な
い
。
統
一
行
政
訴
訟
法
の
当
初
の
草
案
に
お
い
て
い
っ
た
ん
全
廃
が
予
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
復
活
案
が
生
ま
れ
た
と
し

そ
れ
は
お
お
む
ね
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
特
殊
事
情
を
容
認
す
る
と
と
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
国
際
的
な

て
も
、

比
較
研
究
を
媒
介
に
し
て
、
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
た
め
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
探
求
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

と
り
わ
け
環
境
問
題
な
ど
主
観
訴
訟
の
原
告
が
い
な
い
場
合
へ
の
対
処
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
統
一
的
訟
務
制
度
の
独
立
性

前
述
の
通
り
、

の
確
保
と
い
う
条
件
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
青
い
鳥
を
求
め
る
に
も
似
て
法
体
系
の
中
に
客
観
的
に
存
在
す
る
は
ず
の
公
益
を
求

め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
厳
然
と
し
て
あ
る
。
訴
訟
代
理
に
つ
い
て
、

一
方
で
は
、
こ
の
鳥
の
発
見
は
困
難
で
あ
る
と
し
、
あ
る
い
は
所
管
行

政
庁
が
公
益
を
主
張
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
統
一
的
訟
務
の
必
要
性
を
感
ず
る
こ
と
な
く
行
政
庁
訴
訟
代
理
主
義
を
維
持
す
る
州
や

論
者
が
あ
り
、
他
方
で
、
行
政
庁
代
理
主
義
の
弊
害
を
統
一
的
制
度
で
緩
和
し
つ
つ
公
益
維
持
の
た
め
に
独
立
化
・
客
観
化
し
よ
う
と
す
る

努
力
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
組
織
中
心
の
発
想
の
な
い
ド
イ
ツ
は
、
わ
が
国
の
実
務
と
は
異
な
る
道
を
歩
ん
で
い
る
。

(
胤
)
こ
の
統
一
化
問
題
に
つ
い
て
は
、
乙
部
哲
郎
「
西
ド
イ
ツ
『
行
政
訴
訟
法
』
草
案
の
作
成
と
そ
の
概
要
」
神
戸
学
院
法
学
一
四
巻
二
号
こ
九
八
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説

(
問
)
「
公
益
代
理
人
が
国
の
訴
訟
代
理
を
務
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
公
益
代
理
人
は
磐
の
存
在
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
公
益
代
理
人
が
い
な
く
て
も

行
政
裁
判
所
が
困
る
と
い
う
事
態
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
、
行
政
法
の
複
雑
性
は
し
ば
し
ば
非
常
に
専
門
的
な
法
知
識
を
必
要
と
す
る
か
ら
、

特
定
の
法
分
野
に
通
じ
た
部
局
長

(
U
R
R
R
E
)
に
よ
り
代
理
さ
せ
る
の
が
好
都
合
で
あ
る
。
」
何
回

Z
。白
n
w
(当
時
行
政
裁
判
所
判
事

)w

匡
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B
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ロ
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。
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仏
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句
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者
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胃
。
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巾-u
唱
ロ
〈
切
戸
冨
印
叶
唱

ω・品印
ω・

(
問
)
切
知
江
口
明
白
血
・
0
(
〉
ロ
ヨ
・
ロ
ω
)
-
m
w
・
5
品
・
著
者
は
若
い
人
で
あ
り
、
そ
の
後
の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
。
彼
の
構
想
は
日
本
の
制
度
に
似
て

く
る
こ
と
に
な
る
が
、
自
治
体
関
係
訴
訟
に
対
す
る
国
の
関
与
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。

(
加
)
〉

-
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時
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-Eロ
m∞・

回丹耳目門戸『巾門岡山町円

2
・
0
0ぐ
呂
日
夕

ω・
印
出
・
こ
の
論
文
で
は
、
国
の
訟
務
制
度
と
し
て
特
化
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
加
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〈
包
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同
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ロ
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(
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。

(
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a
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・
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〉
ロ
ヨ
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(
加
)
冨
3
2・田町ロ
gnym--
白
・
国
-
0
・
(
〉
ロ
5
・
50)w
∞
-HH∞・

(
孤
)
約
五
年
間
訟
務
検
事
を
務
め
、
後
に
∞
ミ
州
上
級
行
政
裁
判
所
長
官
に
も
な
っ
た
J
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
公
益
代
理
人
を
「
第
二
権
力
と

第
三
権
力
の
問
の
ち
ょ
う
つ
が
い
」
と
表
現
し
て
い
る
己
・

ω
n
F
B
E
F
白
・
白
・
0
・
(
〉
ロ
ヨ
ロ
吋
)
噌
∞
・

5
∞)。

(
加
)
∞
〈
巾
門
司
の
〈
・
同
∞
・

ω
・
5
2・
開
巴
・
己
申

[HE〕・

(
加
)
閃
ぐ
巾
司
君
。
〈
・
ロ
・
品
・
昌
宏
明

E
-
N
O印・

(
捌
)
こ
う
し
た
基
本
的
な
観
点
を
示
し
た
後
、
公
益
代
理
人
職
を
兼
任
し
て
い
る

Z
ー
当
州
の
官
吏
が
、
弁
護
士
強
制
主
義
を
と
る
上
告
審
に
お
い
て

弁
護
士
代
理
な
し
に
自
ら
が
公
益
代
理
人
と
し
て
弁
論
活
動
が
で
き
る
か
ど
う
か
争
わ
れ
た
本
件
に
つ
い
て
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
回
同
可
州
や
∞
'
当
州
と
は
異
な
り
、
同
州
の
公
益
代
理
人
は
兼
務
で
あ
り
、
所
管
大
臣
の
指
揮
停
を
受
け
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
の
利
益
の
た
め

に
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
の
た
め
で
は
な
い
。
行
政
庁
の
利
益
を
弁
護
し
よ
う
と
す
る
行
政
庁
の
メ
ガ
ホ
ン
は
行
政
裁
判
所
法
六
七

条
に
い
う
弁
護
士
代
理
を
必
要
と
す
る
当
事
者
で
あ
る
。

論
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懸
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日
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，
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(
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詩
)
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(
詰
)

M
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n
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O. 
(
A
n
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.
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け
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t
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橋
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ζ
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説

(m)
発
言
。
∞
巾
B
R
W
E
い同州
O
H
)

匂
(
宵
品
-Y
ぐ
巾
司
片
足
宮
口
問
(
〉
ロ
B

U叶
)
u
ω
-
E
H・

(m)
わ
が
国
の
場
合
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
事
務
の
う
ち
圧
倒
的
多
数
が
機
関
委
任
事
務
と
さ
れ
直
接
か
つ
当
然
に
国
の
訟
務
の
対
象
に
な

る
の
と
異
な
り
、
特
に
回
印
可
州
の
よ
う
に
自
治
体
の
段
階
で
執
行
さ
れ
る
事
務
は
大
都
市
に
あ
っ
て
は
自
治
体
の
事
務

(
W
C
B
Bロ
ロ
丘
町
〉
三
目

m白
ぴ
巾
)
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
関
与
の
必
要
性
は
高
い
。
わ
が
国
で
は
、
自
治
事
務
で
あ
っ
て
も
自
治
体
の
依
頼
に
よ
っ
て

実
際
に
は
訟
務
が
関
与
す
る
の
で
、
総
合
的
に
見
れ
ば
自
治
行
政
に
対
す
る
訟
務
の
関
与
の
度
合
い
は
わ
が
国
の
方
が
厳
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

(m)
発
言
。
ヨ
一
巾
肉
出
口
同
唱
一
口
一
回
内
。
百
円
】

pam-)
・
〈
巾
吋
昨
日
E
ロ
ぬ
(
〉
ロ
B
・
2)
・
ω・
H

∞寸・

(
捌
)
同
N
o
a
巾
W
R
w
u
q
〈
巾
吋
可
巾
同
白
色
巾
由
。
片
岡
g
E
n
y
g
F
5
5
g
g
(同日
)
L口一
N
m
Y
D

』白

F
Z
(〉
ロ
ヨ

-ZO)
・
ω・
H
N
∞
・
た
だ
し
、
彼
は
一
元
的

な
訴
訟
代
理
を
行
う
訟
務
制
度
に
つ
い
て
は
賛
成
を
し
て
い
る
お
ロ
ω
ご
。

(
捌
)
古
く
か
ら
、
兼
職
に
よ
る
公
益
代
理
人
は
実
務
上
も
大
き
な
役
に
は
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。

Z
E自
由
ロ
ロ
w

白・白・

0
・(〉ロ
5
・

]{N
印)・

ω・
ω
由同町・

(
加
)
「
基
本
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
権
利
保
護
は
間
延
び
し
て
の
み
付
与
さ
れ
る
。
も
し
、
長
す
ぎ
る
行
政
訴
訟
の
当
事
者
で
あ
る
被
告
官
庁
が
、
訴

訟
の
中
で
の
自
己
の
役
割
と
義
務
を
正
し
く
理
解
し
て
お
れ
ば
、
ま
た
、
そ
の
官
庁
が
訴
訟
の
中
で
も
法
治
国
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
お
れ
ば
、
わ
が
国
の
行
政
訴
訟
の
不
完
全
さ
に
よ
る
も
ろ
も
ろ
の
結
果
が
緩
和
さ
れ
よ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
意
識
は
し
ば
し
ば
存
在
し

な
い
」

q
E
W色ロ
σ己
Emw
山・白・

0
・
(
〉
ロ
ヨ

-EC)λ
山・

5
R
)
。
一
つ
の
行
政
事
件
の
終
結
ま
で
四
年
な
い
し
五
年
か
か
る
こ
と
も
あ
る
現
状

は
「
も
は
や
実
効
的
で
は
な
い
」

(ω
・
EN)
。
多
数
の
州
で
は
所
管
庁
の
公
務
員
が
代
理
人
と
し
て
行
政
訴
訟
を
担
当
す
る
と
き
、
都
合
の
い
い

文
書
が
選
択
さ
れ
、
訴
訟
中
に
理
由
の
追
完
が
行
わ
れ
、
勝
訴
の
み
を
目
的
と
し
た
行
動
を
と
り
が
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
民
事
訴
訟
の
当
事
者

主
義
的
な
対
応
は
行
政
訴
訟
に
は
な
じ
ま
な
い
。
役
所
側
の
こ
の
よ
う
な
応
訴
は
、
行
政
訴
訟
で
は
違
法
で
あ
る
。
行
政
は
、
基
本
法
二

O
条
に

よ
り
、
法
律
と
法
に
の
み
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
ら
そ
こ
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
争
訟
の
問
中
続
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
市
民
は
裁
判
で
自
己
の
権
利
を
主
張
で
き
る
が
、
行
政
庁
に
は
そ
の
よ
う
な
権
利
と
い
う
も
の
は
な
い
。
行
政
庁
は
、
行
政
訴
訟

の
当
事
者
と
し
て
も
基
本
法
二

O
条
に
よ
り
法
治
国
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
市
民
と
は
質
的
に
異
な
っ
た
役
割
を
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

5
・
5
に
ご
。

(
却
)
訟
務
制
度
が
な
け
れ
ば
、
法
学
的
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
官
吏
が
被
告
を
代
理
し
た
と
き
、
や
み
く
も
に
勝
訴
を
め
ざ
し
た
行
動
を
す
る
こ
と

が
あ
る
(
』
・

ω
n
F
B
S
F
白・白・

0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
口
吋
)
・

ω・
50)
。
専
門
的
訟
務
制
度
は
訴
訟
を
視
野
狭
窄
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

論
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 D
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詫
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658. 
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語
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王
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司
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o
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ミ
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総
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w
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よ
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ぎ
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縦
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W
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。
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梢
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時
時
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 Ge
g
e
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r
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A
n
m
.
 97)
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 S. 
138 

(derselbe
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 D
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1981
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 S. 
9
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9
0
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 derselbe 
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o
p
p
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(
A
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m
.
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185f. 
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語
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l
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 Ge
g
e
n
w
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r
t

、
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n
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.

97)
，

 S. 
138 
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，

 D
V
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1981
，
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960) 

:
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(
駅
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p
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m
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 S. 
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0
Ul

e
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:
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，
 Vertretug 

(
A
n
m
.
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，
 S. 

184ff 

(~) 
V
g
l.， 

Fischer
，
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A
n
m
.
 
7)

，
 S. 

73
，
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m
.
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o
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ユ
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草
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ユ
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判
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時
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¥
ユ
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(
A
n
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，
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!1 .;q 
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。
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実
)

V
 gl.， 

Lotz
，
 Vertreter 

(
A
n
m
.
 234)

，
 S. 

74 7ff. 

(
詩
)

L. 
S
c
h
m
i
d
t
，

 a. 
a. 

O. 
(
A
n
m
.
 
117)

，
 S. 

159f. 

(
翼
)
綜

1111[]O
]. 

S
c
h
m
i
d
t
，
 in 
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 Ko
p
p
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，
 Vertretung 

(
A
n
m
.
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r
r
e
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(て
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吋
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ミ
治
機
悠
怖
l
l
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J
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S. 
188.

トJ

~!1:t，定
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ふ
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ト
J
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4
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寝
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S
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ユ
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案
~
p
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189)
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(
言
)
温
暖
土
日
§
徽
"
匹
。
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爵
)
時

Rl111[]O
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，
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:
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p
p
 (hrsg.)

，
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(
A
n
m
.
 97)

，
 S. 

180. 
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昆
)

H. 
W
.
 Laubinger

，
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o
m
 "Speyerer 

Entwurf" 
z
u
m
 E
n
t
w
u
r
f
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V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
p
r
o
z
e
s
o
r
d
n
u
n
g
，
 in 

D. 
M
e
r
t
e
n
 

(hrsg.)
，

 Die Vereinhei
t1i
c
h
u
n
g
 der Verwaltungsgerichtsgesetze zu einer 

V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
p
r
o
z
e
s
o
r
d
n
u
n
g
 
(Schriftenreihe 

der 
Hochschule Speyer

，
 Bd. 

75)
，
 1978

，
 S. 

68. 

(
自
)

Meyer-Hentschel
，
 a. 
a. 

O. 
(
A
n
m
.
 
130)

，
 S. 
123ff 

(
毘
)

V
 gl.， 

K
o
p
p
，
 Vertretung 

(
A
n
m
.
 86)

，
 S. 

209ff. 

(
語
)

~J Q
同
犠
為

h
ト

'\"\Q)葉
通
眠

...)+.:!1~!\l富士日~-þ<種平J必!'(l。

(
嵩
)

K
o
p
p
，
 Rechtsschutz 

(
A
n
m
.
 86)

，
 S. 
270. 

(
富
)

]. 
S
c
h
m
i
d
t
，

 a. 
a. 

O. 
(
A
n
m
.
 
117)

，
 S. 

164ff. 
+.:!平~...)'

(-4:K!l乞鹿野-
<
Q
華
草
濯
場
+
<
Q
回
目
送
~
饗
寝
~
~
1
I
毛
布
û
~
ν
ユ
ぉ
ユ
。

(
お
)

Frauenknecht
，
 a. 
a. 

O. 
(
A
n
m
.
 
100)

，
 S，

 20
，
 30. 

(
爵
)

Sailer
，
 a. 
a. 

O. 
(
A
n
m
.
 
183)

，
 S. 

147ft. 

(
爵
)

V
 gl.， 

K
o
p
p
，
 Vertretung 

(
A
n
m
.
 86)

，
 S. 

349f. 

(
喬
)

K
o
p
p
，
 Rechtsschutz 

(
A
n
m
.
 
86)

，
 S. 

263ff.， 
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;
 derselbe

，
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e
s
e
n
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Di
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，
 in 

:
 Ko
p
p
 
(hrsg.)

，
 Vertretung 

(
A
n
m
.
 97)

，
 S. 

169f.
トJ
Q
暖
!
1
~
い
の
わ
〈
錘
G
相
公
ド
，

K
o
p
p
，
 Gutachten 

(
A
n
m
.
 86)

，
 S. 

66 
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罵
)

Laubinger
，
 a. 

a. 
O. 

(
A
n
m
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説

保
す
る
た
め
に
、
訟
務
検
事
に
行
政
庁
代
理
の
辞
退
(
回
避
)
権
を
認
め
る
こ
と
を
検
討
対
象
と
す
る
お

-
E
R
)。

(m)
古
田
与
巾
〆
国
・
白
・
。
・
(
〉
ロ

5
・叶)・

ω
-
E印・

(m)
木
佐
『
人
間
の
尊
厳
と
司
法
権
』
(
前
掲
注
9
)
二
五
四
頁
参
照
。

(
別
)
〈

mF‘
白
沢
町
巾
司
、
同
・
国
・

0
・
(
〉
ロ

B-
吋

)wω
・
由
民
・

論

五

若
干
の
検
討
と
残
さ
れ
た
課
題

(
一
)
序

ド
イ
ツ
で
は
訟
務
の
最
高
の
地
位
に
あ
る
公
務
員
法
曹
が
、
日
常
的
に
、
「
国
民
に
由
来
す
る
国
家
権
力
に
対
す
る
信
頼
」
、
「
実
効
的
な
市

民
の
権
利
保
護
」
、
寸
憲
法
上
の
任
務
L

な
ど
を
口
に
す
る
。

他
方
の
日
本
で
は
、
行
政
法
知
識
が
普
及
し
て
い
な
い
と
い
う
一
般
事
情
の
下
で
、
被
告
行
政
機
関
は
一
体
的
に
活
動
し
、
原
告
側
は
必

ず
し
も
行
政
法
に
通
じ
た
弁
護
士
に
依
頼
が
で
き
な
い
。
裁
判
所
は
お
お
む
ね
当
事
者
主
義
に
徹
し
高
見
の
見
物
を
決
め
込
む
。

も
と
も
と
戦
前
か
ら
両
国
の
行
政
訴
訟
は
そ
の
規
模
や
訴
訟
手
続
の
内
容
に
お
い
て
大
き
く
違
っ
て
い
た
。
今
日
で
は
相
違
は
さ
ら
に
広

が
っ
て
い
る
。
行
政
庁
が
被
告
な
の
に
国
が
総
力
戦
に
出
て
く
る
日
本
と
、
国
が
被
告
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
と
し
て
所
管
行
政
庁
の

宮
吏
や
職
員
が
単
独
で
訴
訟
を
実
施
す
る
ド
イ
ツ
と
、
ど
こ
で
ど
う
違
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
章
ま
で
の
紹
介
を
踏
ま
え
て
、
公
共

性
お
よ
び
法
治
主
義
(
法
の
支
配
)

の
理
念
に
し
た
が
う
べ
き
行
政
訟
務
代
理
制
度
に
つ
い
て
若
干
の
整
理
と
検
討
を
試
み
た
い
。
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(
二
)
両
国
の
相
違
点

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

(a)
歴
史
的
変
遷
の
違
い
両
国
の
戦
後
史
を
み
る
と
、
国
の
訴
訟
代
理
制
度
の
変
遷
は
裁
判
制
度
自
体
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
軌
を
一

に
す
る
。
そ
れ
は
人
事
や
組
織
体
制
の
み
な
ら
ず
訟
務
や
裁
判
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
価
値
に
み
ら
れ
る
。
日
本
の
戦
後
に
お
け
る
〈
法
務

総
裁
の
理
念
〉
か
ら
の
議
離
も
組
織
・
人
事
と
価
値
の
両
面
に
現
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
れ
は
政
権
交
替
ま
た
は
そ
の
可
能
性
の
有
無
と

密
接
に
絡
ま
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
で
一
九
六

0
年
代
末
か
ら
七

0
年
代
初
頭
に
法
治
主
義
の
危
機
が
訟
務
関
係
者
に
よ
り
語
ら

れ
た
と
き
、
そ
れ
は
、
現
行
法
秩
序
の
不
十
分
性
を
意
識
す
る
も
の
で
は
な
く
、
現
行
秩
序
の
遵
守
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、

(
西
)
ド
イ
ツ
で
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
長
官
ツ
ァ
イ
ド
ラ
!
が
行
政
裁
判
官
大
会
で
、
法
秩
序
の
背
後
に
い
る
沈
黙
せ
る
大
衆
の
こ
と
を
配

慮
し
た
行
政
裁
判
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。
そ
こ
で
沈
黙
せ
る
大
衆
と
は
、
具
体
的
に
は
、
ロ
ビ

l
活
動
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
生
涯
不

治
の
難
病
や
精
神
障
害
を
も
っ
乳
児
、
子
供
、
老
人
、
迅
速
に
し
て
良
質
な
救
急
活
動
を
受
け
得
な
い
事
故
被
害
者
な
ど
で
あ
る
。
彼
は
、

行
政
裁
判
が
持
ち
う
る
国
家
権
力
へ
の
参
加
機
能
や
人
間
的
な
配
慮
の
重
要
性
を
裁
判
官
に
説
い
た
。
こ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
益

代
理
人
の
実
現
す
る
八
公
益
〉
は
、
環
境
、
生
活
・
生
存
の
機
会
な
ど
や
沈
黙
せ
る
大
衆
の
声
と
解
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
わ
が
国
で
は
個

人
の
権
利
救
済
と
国
民
全
体
の
利
益
が
対
比
さ
れ
る
が
、
国
民
全
体
の
利
益
の
具
体
的
内
容
は
そ
う
明
ら
か
で
は
な
い
。

(b)
組
織
的
対
応
の
有
無
〈
法
務
総
裁
の
理
念
〉
か
ら
の
離
脱
は
日
本
に
お
け
る
組
織
強
化
の
歴
史
と
軌
を
一
に
す
る
。
一
般
の
訟
務

職
員
人
事
で
あ
れ
、
訟
務
検
事
と
裁
判
官
と
の
交
流
で
あ
れ
、
組
織
的
な
も
の
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
の
訟
務
事
務
体
制
は
水
も
漏
ら
さ
ぬ

シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

北法42(1・165)165

組
織
中
心
主
義
に
も
個
人
中
心
主
義
に
も
長
短
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
個
人
作
業
中
心
で
あ
る
と
、
個
人
の
力
量
に
左
右
さ
れ
た
り
、

思
わ
ぬ
ミ
ス
も
多
々
生
じ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
訟
務
が
全
体
と
し
て
大
き
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
し
て
機
能
す
る
と
、
常
に
多
数



説

派
あ
る
い
は
上
部
の
見
解
が
支
配
し
、
珠
玉
の
少
数
意
見
が
陽
の
目
を
み
ず
、
ま
た
反
対
説
を
も
提
示
し
て
訴
訟
の
客
観
化
を
進
め
る
手
が

か
り
を
失
わ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
直
接
主
義
、
口
頭
主
義
お
よ
び
集
中
主
義
な
ど
訴
訟
法
の
基
本
原
則
が
行
わ
れ
て
い
な
い
法
廷
実
務
も
日
本
で
組
織
主
義
が
肱
属

す
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
し
よ
う
。

論

既
述
の
よ
う
に
日
本
で
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
は
も
と
よ
り
、
訟
務
の
組
織
、
職
員
の
配
置
状
況
、
訟
務
検

事
の
人
数
お
よ
び
運
営
方
針
な
ど
種
々
の
こ
と
が
秘
密
に
な
っ
て
い
る
。
法
律
が
定
め
た
事
項
に
限
っ
て
秘
密
保
持
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と

さ
れ
、
原
則
公
開
の
実
務
が
行
わ
れ
て
透
明
度
が
高
い
ド
イ
ツ
と
対
照
的
で
あ
る
。

な
お
、
制
度
設
計
の
上
で
論
理
的
に
は
無
関
係
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
は
被
告
行
政
庁
も
弁
護
士
ま
た
は
大

(
C
)

秘
密
性

学
教
師
に
代
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
行
政
庁
の
情
報
が
官
僚
以
外
の
人
に
開
示
さ
れ
る

こ
と
、
お
よ
び
官
僚
主
義
的
秘
密
主
義
で
は
勝
訴
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

わ
が
国
で
は
裁
判
所
や
訟
務
の
あ
り
方
に
つ
い
て
関
係
者
が
公
開
の
場
で
広
く
討
議
を
重
ね
て
改
革
を
進

め
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
期
待
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
専
門
家
が
肩
書
や
年
齢
を
越
え
、
賛

否
入
り
乱
れ
て
、
感
情
的
な
ま
で
の
厳
し
い
議
論
を
公
開
の
場
で
行
っ
て
い
る
。
基
礎
的
デ
ー
タ
す
ら
十
分
に
入
手
す
る
こ
と
が
不
可
能
な

日
本
か
ら
み
れ
ば
、
う
ら
や
ま
し
い
の
一
語
に
尽
き
る
。

(e)
学
説
と
実
務
ド
イ
ツ
で
は
、
大
学
教
授
が
原
告
お
よ
び
行
政
庁
の
代
理
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
特
に
、
重
要
な
行
政
訴

訟
や
憲
法
訴
訟
に
お
い
て
は
両
者
と
も
大
学
教
授
に
よ
り
代
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
学
教
授
が
と
り
わ
け
上
級
行
政
裁
判
所
の
段
階
で

稀
な
ら
ず
裁
判
官
を
兼
職
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
直
接
主
義
と
口
頭
主
義
に
よ
る
弁
論
が
行
わ
れ
、
重
要
な
事
件
で
は
被
告
行
政
庁
も
学

問
水
準
を
離
れ
な
い
弁
論
活
動
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
ひ
い
て
は
最
高
水
準
の
法
律
論
が
法
廷
で
直
接
戦
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
加

(
d
)
立
法
政
策
の
透
明
性
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え
て
裁
判
官
の
み
な
ら
ず
、
官
僚
法
曹
で
あ
る
公
益
代
理
人
が
市
民
に
親
切
な
訴
訟
を
説
く
の
も
驚
き
で
あ
討
。

(f)
地
方
自
治
へ
の
関
与
し
ば
し
ば
述
べ
た
よ
う
に
、
地
方
自
治
と
の
関
係
は
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
事
務
論
と
自
治
体
監

督
論
に
つ
い
て
整
理
し
た
後
、
稿
を
改
め
た
い
。
た
だ
、
日
本
の
制
度
と
実
務
が
地
方
自
治
の
保
護
に
厚
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
は
容
易

に
断
言
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
三
)
訟
務
制
度
が
な
く
て
す
む
国
の
法
治
主
義
か
ら
学
ぶ
も
の

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

ド
イ
ツ
の
大
多
数
の
州
で
は
統
一
的
訟
務
制
度
が
な
い
。
各
行
政
機
関
に
法
律
家
が
お
り
、
中
規
模
の
地
方
自
治
体
と
も
な
れ
ば
司
法
修

習
生
の
修
習
先
と
な
る
。
行
政
法
は
司
法
試
験
の
必
修
科
目
の
一
部
で
あ
る
。
法
曹
資
格
を
も
っ
官
吏
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
事
務
系
公
務

員
は
公
務
員
学
校
で
二
年
間
程
度
行
政
法
な
ど
を
学
ん
で
初
め
て
公
務
員
と
な
れ
る
。
争
訟
を
〈
裁
判
沙
汰
〉
や
〈
不
服
審
査
沙
汰
〉
と
み

る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
市
民
の
権
利
と
し
て
扱
う
基
盤
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
、
十
分
な
行
政
法
知
識
が
行
政
職
員
、

裁
判
所
、
被
告
代
理
人
、
原
告
の
い
ず
れ
に
も
欠
け
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
過
度
に
法
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
、
現
実
の
紛
争
か
ら

離
れ
た
当
事
者
の
予
想
し
な
い
争
点
が
出
て
く
る
可
能
性
が
強
い
。
組
織
の
総
力
戦
が
行
わ
れ
る
日
本
で
は
、
現
状
を
前
提
と
す
る
限
り
、

公
益
代
理
人
の
発
想
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
総
力
戦
が
い
い
の
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。

戦
後
、
日
本
の
訟
務
当
局
が
所
管
行
政
機
関
の
法
務
事
務
に
対
し
て
多
大
の
指
導
を
し
た
功
績
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
り
わ
け
寸
負
け
る
べ
く
は
負
け
る
L

実
践
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
(
訟
務
局
・
法
務
局
幹
部
発
言
同
旨
)
。
戦
前

と
の
断
絶
面
に
お
け
る
訟
務
の
役
割
評
価
は
正
し
く
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
や
改
め
て
法
治
主
義
を
実
質
化
す
る
観
点
か
ら
各
行
政

庁
の
法
務
体
制
を
見
直
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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説

(
a
)

職
員
の
法
的
素
養
わ
が
国
で
は
し
ば
し
ば
不
服
審
査
が
申
し
立
て
ら
れ
、
あ
る
い
は
訴
訟
に
な
っ
て
か
ら
行
政
側
で
法
律
的
検

討
が
行
わ
れ
る
。
国
家
賠
償
訴
訟
は
別
と
し
て
、
行
政
訴
訟
で
争
わ
れ
る
行
政
処
分
は
本
来
法
的
検
討
を
経
た
後
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
た
め
に
は
、
一
般
職
員
の
法
的
教
育
の
充
実
が
不
可
欠
の
課
題
に
な
る
。
こ
こ
で
、
公
務
員
養
成
論
・
研
修
論
に
は
立
ち
入
ら
な

い
が
、
重
要
な
手
が
か
り
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
お
こ
う
。

論

①
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
訟
務
検
事
が
行
政
機
関
と
の
間
で
往
来
し
て
い
る
こ
と
は
行
政
が
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
と
っ
て
き
わ
め
て
示

唆
的
で
あ
る
。
行
政
機
関
に
法
曹
有
資
格
者
を
置
く
の
が
す
べ
て
の
先
進
国
に
共
通
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
行
政
職
員
の
中
に
当
該

行
政
庁
の
処
分
を
法
的
に
説
明
で
き
る
者
を
置
く
の
は
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
法
曹
養
成
制
度
に
は
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
問
題
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

②
現
在
の
訟
務
の
大
き
な
部
分
を
支
え
て
い
る
の
は
法
曹
有
資
格
者
で
は
な
い
職
員
集
団
で
あ
る
。
公
務
員
就
任
前
に
法
学
教
育
を
専
門
に

受
け
て
い
な
い
人
も
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
職
員
が
研
修
や
自
己
研
鎮
を
経
た
あ
と
指
定
代
理
人
と
し
て
の
職
務
を
果
た
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
の
他
の
省
庁
や
非
訟
務
部
局
で
も
学
校
教
育
や
研
修
次
第
で
法
的
検
討
や
行
政
訴
訟
に
お
け
る
代
理
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
初
め
て
法
治
主
義
の
基
盤
が
確
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

訴
訟
の
基
本
原
則
が
短
期
間
の
集
中
審
理
、
直
接
主
義
、
口
頭
主
義
に
あ
り
、

い
ず
れ
は
こ
れ
ら
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
際
に
決
裁
権
を
も
っ
者
が
出
廷
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
一
回

の
口
頭
弁
論
で
事
件
を
終
結
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
を
訴
訟
遅
延
の
原
因
と
み
て
い
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
行
政
裁
判
所
の
裁
判
長
は
、
「
訴

訟
を
終
結
さ
せ
る
権
限
を
も
持
ち
、
事
案
と
法
律
に
通
じ
た
官
吏
に
代
理
さ
せ
る
よ
う
に
法
律
で
義
務
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
が
、

こ
の
発
想
は
日
本
の
法
治
主
義
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
。

(b)
決
裁
権
を
も
つ
も
の
が
直
接
出
廷
す
る
必
要
性
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(
四
)
公
益
代
理
人
制
度
に
学
ぶ
も
の

先
に
み
た
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
す
れ
ば
、
現
在
の
日
本
の
集
権
的
非
独
立
モ
デ
ル
に
対
置
さ
れ
る
モ
デ
ル
と
し
て
は
、
①
行
政
庁
(
省

庁
、
そ
の
出
先
機
関
な
ど
の
法
務
部
門
)
に
訴
訟
代
理
を
さ
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
公
益
代
理
人
制
度
や
公
益
弁
護
委
員
制
度
を
別
個
に
お

く
シ
ス
テ
ム
、
ま
た
は
、
②
統
一
的
訟
務
制
度
を
つ
く
っ
た
う
え
で
、
こ
れ
に
広
範
囲
に
独
立
性
を
付
与
す
る
シ
ス
テ
ム
が
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

①
の
制
度
に
至
る
た
め
に
は
、
公
務
員
養
成
・
研
修
制
度
の
根
本
的
な
見
直
し
が
必
要
と
な
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
展
望
を
持
た
な

い
と
、
真
の
行
政
法
治
国
家
は
生
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

他
方
で
、
②
型
の
統
一
的
な
訟
務
制
度
を
維
持
す
る
場
合
に
は
、
訟
務
組
織
全
体
と
そ
の
中
に
お
け
る
個
々
の
訟
務
担
当
者
の
相
対
的
な

独
立
性
が
不
可
欠
と
な
ろ
う
。
現
在
の
わ
が
国
で
も
、
訟
務
は
相
対
的
に
独
立
し
て
い
る
と
い
う
見
方
は
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
バ
イ
エ
ル
ン

州
の
実
務
と
比
較
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
評
価
は
早
計
と
思
わ
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た
多
く
の
ド
イ
ツ
の
論
者
が
将
来
的
な
あ
り
方
と
し
て
、

公
益
を
維
持
し
権
利
保
護
に
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
の
訟
務
の
独
立
化
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
個

人
の
主
体
性
を
重
視
す
る
実
務
は
ド
イ
ツ
の
公
務
運
営
一
般
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

μ
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
い
う
ま
で
も
な
く
公
務
員
一

般
の
意
識
改
革
の
必
要
性
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
五
)
残
さ
れ
た
課
題

今
日
の
わ
が
国
の
行
政
訴
訟
を
見
た
と
き
事
件
数
は
き
わ
め
て
少
な
く
、

そ
の
う
ち
で
も
国
民
が
勝
訴
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
確
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説

か
に
、
違
法
な
行
政
は
正
式
の
争
訟
以
外
の
種
々
の
形
で
実
質
的
に
紛
争
が
回
避
さ
れ
て
い
る
し
(
例
、
税
務
に
お
け
る
修
正
申
告
、
行
政

処
分
の
撤
回
・
変
更
)
、
訟
務
の
関
与
に
よ
っ
て
敗
訴
の
明
ら
か
な
訴
訟
が
和
解
な
ど
に
も
ち
こ
ま
れ
る
こ
と
も
少
な
か
ら
ず
あ
ろ
う
。
だ
が
、

新
聞
報
道
な
ど
で
み
る
構
造
的
な
違
法
行
政
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
裁
判
や
不
服
審
査
に
あ
た
る
良
心
的
な
公
務
員
で

す
ら
、
現
在
の
支
配
的
な
考
え
方
や
発
想
に
よ
っ
て
判
断
す
る
限
り
、
〈
お
か
し
な
訴
訟
〉
や
〈
お
か
し
な
不
服
申
立
〉
が
多
く
、
争
訟
を
提

起
す
る
人
自
身
に
〈
お
か
し
な
〉
人
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。
訟
務
担
当
者
も
精
い
っ
ぱ
い
の
誠
意
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
は
イ
ン

タ
ヴ
ュ
ー
で
も
窺
え
る
。
訟
務
当
局
が
勝
訴
率
の
高
さ
を
誇
れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
今
日
の
日
本
的
法
治
主
義
が
行
き
着
い
た
非
法
治
国

家
的
果
実
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
行
政
活
動
に
問
題
が
あ
っ
て
も
今
日
の
全
シ
ス
テ
ム
か
ら
す
る
と
争
訟
に
持
ち
込
み
ょ
う
が
な
く
、
持

ち
込
ん
で
も
勝
て
な
い
制
度
と
理
論
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
治
主
義
の
確
立
の
た
め
に
は
法
治
主
義
を
支
え
る
シ

ス
テ
ム
全
体
の
根
本
的
な
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

(
a
)
実
定
法
律
で
は
な
く
〈
法
〉
に
基
づ
く
訟
務
こ
の
課
題
の
一
環
と
し
て
訟
務
の
あ
り
方
を
展
望
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
訟
務
当
局
は

統
一
的
な
組
織
と
し
て
法
務
省
に
置
か
れ
て
い
る
が
故
に
、
法
治
主
義
の
実
質
的
な
確
立
に
奉
仕
す
べ
き
役
割
を
担
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
国
や
国
の
機
関
を
相
手
方
と
す
る
訴
訟
に
お
い
て
勝
つ
こ
と
が
終
局
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
い
っ
そ
う
'
目
覚
し
、
法
に
従
っ
て
行
政
を

行
う
こ
と
の
模
範
を
全
行
政
機
関
に
示
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
訟
務
は
あ
ま
り
に
実
定
〈
法
律
〉
中
心
主
義
で
あ

μ
。
日
本
の
よ
う

に
実
定
法
が
社
会
に
追
い
つ
か
な
い
国
に
あ
っ
て
は
、
法
律
論
は
い
っ
そ
う
憲
法
と
〈
法
〉
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
b
)
訟
務
制
度
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
の
必
要
性
行
政
機
関
の
あ
る
べ
き
法
務
活
動
像
が
比
較
法
的
に
研
究
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ

れ
る
。
英
米
法
と
大
陸
法
を
単
純
に
対
比
さ
せ
る
仕
方
は
今
日
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
ア
タ

l
ニ
l
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
の
原
点
に
立
ち
返
っ

て
研
究
す
る
必
要
も
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
検
討
の
で
き
な
か
っ
た
国
家
賠
償
・
補
償
・
行
政
関
係
民
事
訴
訟
と
行
政
訴
訟
と
の
訴
訟
代
理

の
違
い
の
有
無
も
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

論
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(
C
)

統
一
的
訟
務
の
新
し
い
機
能
?
ド
イ
ツ
で
も
主
観
訴
訟
の
構
造
に
立
っ
た
行
政
裁
判
の
限
界
を
意
識
し
て
団
体
訴
訟
の
採
用
や

公
益
代
理
人
に
出
訴
権
を
付
与
す
る
な
ど
の
試
み
や
提
言
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
七

O
年
の
大
気
清
浄
法
改
正
の
際
に
初
め
て
導
入

さ
れ
た
市
民
訴
訟
が
、
そ
の
後
の
公
衆
衛
生
や
環
境
保
護
関
係
の
制
定
法
の
中
で
採
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
害
発
生
企
業
な
ど

の
違
反
者
に
対
す
る
差
止
訴
訟
や
不
適
正
な
行
政
活
動
に
対
し
法
的
義
務
の
履
行
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
資
格
を
市
民
に
付
与
す
る
も

の
で
、
一
九
八

0
年
代
の
初
頭
か
ら
、
活
発
に
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
訴
訟
は
、
市
民
に
直
接
的
に
公
益
の
裁
判
的
実
現
機

能
を
立
法
的
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
団
体
訴
訟
の
立
法
化
や
公
益
代
理
人
の
機
能
の
拡
大
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て

い
る
問
題
に
対
し
て
、
別
の
解
決
形
態
を
与
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
種
の
問
題
も
あ
る
日
突
然
外
交
交
渉
の
テ
l
マ
に
な
り
か
ね
な

い
。
わ
が
国
で
も
違
法
行
政
一
般
の
司
法
的
統
制
の
議
論
が
大
胆
に
展
開
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。

(
d
)
公
益
と
国
益

わ
が
国
の
訟
務
は
公
益
と
国
益
を
一
体
視
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
妥
当
性
は
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き

訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

で
あ
ろ
う
。

パ
ツ
サ
ウ
大
学
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
で
、
同

国
の
憲
法
裁
判
所
(
〈

q
E
g
g
m印
m
q
w
y
g甘
え
)
判
事
が
公
募
な
し
に
秘
密
裡
に
選
ば
れ
、
判
例
が
長
い
間
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
国
情
を
述
べ
つ
つ
、
公
益
を
主
張
す
る
国
家
機
関
は
組
織
上
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
政
治
的
国
家
機
関
の
指
揮
に
服
す
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
裁
判
過
程
に
非
当
事
者
的
に
参
加
す
る
地
位
が
国
の
訴
訟
代
理
人
に
転
嫁
し
て
し
ま
う
と
い
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ

ば
、
現
在
の
政
党
国
家
に
お
い
て
、
公
益
追
及
機
関
が
支
配
者
的
大
集
団
の
末
端
集
団
と
な
り
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
訴
訟
の
相
手
方

で
あ
る
個
人
は
〈
武
器
の
対
等
を
求
め
る
人
権
〉
を
要
求
し
て
よ
い
と
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
観
点
に
立
っ
た
改
革

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
わ
が
国
の
訟
務
に
と
っ
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
元
司
法
大
臣
で
あ
り
大
学
教
授
で
あ
る
ク
レ
カ
ツ
キ

l
は、
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説

一
九
七

O
年
か
ら
七
五
年
ま
で
連
邦
行
政
裁
判
所
長
官
を
務
め
、
そ
の
後
一
九
八
七
年
ま
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
長
官
で

北法42(1・172)172

(
問
)
ツ
ァ
イ
ド
ラ

l
は、

あ
っ
た
。

(
加
)
完
伊
豆
常
噂
口
一
巾
〈
巾
吋
岩
田

1
5
m
m
5
n
y仲間℃吋
R
E口
問
一
口
号
ロ

ω宮
ロ
ロ
ロ
ロ
剛
山
田
町
巾
】
号

5

5
印
巾
『
巾
円
。

g
丘
町
与
え
F
U∞
ヨ
・
同
也
吋

Yω
・印∞由同・

(
加
)
例
え
ば
、
法
務
省
訟
務
局
『
訟
務
の
概
況
』
(
前
掲
注
目
山
)
一
t

員。

(
別
)
行
政
情
報
自
体
に
対
す
る
公
益
代
理
人
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
連
邦
訟
務
検
事
長
シ
ェ

l
フ
ァ

1
は
、
行
政
機
関
が
行
政
文
書
を
裁
判
所
に
提
出

す
る
こ
と
を
公
益
代
理
人
が
拒
む
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
筆
者
の
質
問
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
に
答
え
る
。
「
そ
の
よ
う
な
権
限
は
公
益
代
理
人

に
は
な
い
。
法
律
で
守
秘
権
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
限
り
で
、
所
管
庁
が
決
定
す
る
。
最
高
責
任
者
で
あ
る
大
臣
が
文
書
の
提
出
を
拒
否
す
る
こ

と
は
ご
く
稀
な
ケ

l
ス
に
お
い
て
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
文
書
を
裁
判
所
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
当
事
者
は
す
べ
て
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

(
別
)
臼
本
で
は
肩
書
の
バ
ラ
ン
ス
が
考
慮
さ
れ
同
一
組
織
に
属
す
る
者
が
公
開
の
場
で
異
な
る
意
見
を
戦
わ
せ
る
場
面
を
想
定
し
が
た
い
が
、
ド
イ

ツ
で
は
専
門
的
発
言
を
し
て
お
れ
ば
、
比
較
的
低
い
地
位
の
官
僚
な
ど
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
招
待
さ
れ
発
言
し
て
い
る
。
仮
に
参
加
者
が
限
定
さ

れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
記
録
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

(
捌
)
日
本
に
お
い
て
は
裁
判
の
入
り
口
で
の
訴
訟
要
件
の
具
備
が
被
告
と
の
間
で
し
ば
し
ば
問
題
と
な
り
却
下
判
決
も
多
い
こ
と
を
述
べ
る
と
、

明
者
州
の
唯
一
の
公
益
代
理
人
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
は
、
裁
判
所
の
指
示
義
務
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
ち
、
「
あ
な
た
の
国
で
は
、
ほ
と
ん
ど
ロ
ー

マ
法
が
支
配
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
:
:
:
わ
が
国
は
、
法
治
国
家
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
救
済
国
家
(
河

R
F
Z
5
5巾
]
凹
門
出
国
丹
)
で
す
」
と
い
う
。

彼
の
行
政
訴
訟
実
務
に
関
す
る
概
説
書
(
出
血

B
E
E
-品
E
戸
司
。

N町田町
5
2口
問
百
〈
句
羽
田
一
宮
口
寝
耳

n
y
S
2
5
F
日
甲
∞
戸
開
。
宮
町
田

B
E
R

Noa--)
は
、
お
よ
そ
日
本
で
は
想
像
す
る
こ
と
も
不
可
能
な
ほ
ど
市
民
の
立
場
に
た
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
行
政
機
関
や
裁
判
所
の
な
す
べ
き
こ

と
を
具
体
的
に
説
き
、
仮
の
権
利
保
護
の
手
続
き
、
弁
護
士
費
用
や
訴
訟
費
用
扶
助
な
ど
に
も
言
及
し
て
あ
る
。
保
守
単
独
政
権
の
同
州
で
あ
る

が
、
司
法
省
事
務
次
官
の
推
薦
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
行
政
訴
訟
法
の
著
名
な
テ
キ
ス
ト

(
d
z・-〈
2
4〈巳
E
口問印

m
g
N巾
骨

R
Z
(〉ロ
B-
ロ叶)-

b
話
一
・
)
に
比
べ
て
は
る
か
に
リ
ア
ル
に
行
政
訴
訟
の
実
務
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
裁
判
官
や
行
政
実
務
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
種

の
テ
キ
ス
ト
に
は
市
民
の
た
め
の
公
僕
意
識
に
基
づ
く
も
の
が
多
い

(N
∞
-w

同
∞

g
n
v
(行
政
裁
判
所
裁
判
長
)
¥
』
・

ωnyg-a同
(
上
級
行
政
裁

判
所
判
事
・
大
学
非
常
勤
講
師

Y
H
V
E
R
H
U
n
Z
田
口
定
宵

g
m
E
仏白血

4
巾『羽田

1
5
m
m
m
q
w
z
r
z
ぐ

q
p宵
2
・
Z
F
同ハ

c
z
-
E
B
B巾F

N吋
8
・
uHN・
HMF2Nロ
巾
『
(
連
邦
行
政
裁
判
所
裁
判
官
)
¥
冨

-
m
g色
S
E
R
V
(教
授
)
・

0
2
〉
8
2
8
5
5
B
g
-自
己
貯
三
]
山
口
町
内
口
問
巾
門
戸
町
・

呈A、
百冊



訟務制度にみる公共性と法治主義 (2・完)

〉
ロ
コ
ニ
司
即
日
常
・

5
m・
噌
冨
∞
戸
お
お
・
)
。
日
本
で
訴
訟
費
用
、
裁
判
期
間
、
行
政
不
服
審
査
と
裁
判
の
手
続
き
、
救
済
率
に
即
し
て
こ
の
種
の

本
を
書
い
て
も
、
国
民
に
対
し
て
救
済
の
申
立
て
を
あ
き
ら
め
さ
せ
る
助
言
・
指
導
の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
加
)
日
本
と
異
な
っ
て
、
行
政
法
は
公
法
の
一
部
と
し
て
司
法
試
験
の
必
修
科
目
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
法
曹
は
日
本
で
行
政
法
が
司
法
試
験
の
必
修

科
目
で
な
い
と
い
う
と
非
常
に
驚
く
。

(m)
「
足
で
か
せ
い
だ
証
拠
、
玉
石
混
渚
の
中
か
ら
み
つ
け
出
し
た
、
珠
玉
の
証
拠
を
い
か
に
証
拠
構
成
し
て
、
国
の
主
張
の
正
当
性
を
裁
判
所
に

わ
か
っ
て
も
ら
う
か
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
も
の
を
創
作
す
る
芸
術
的
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
L

(

訟
務
局
第
一
課
長
説
明
・
訟
務
月
報
一
七
巻
四

号
(
一
九
七
二
七

O
一
頁
。
こ
の
説
明
は
、
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
国
家
賠
償
事
件
に
限
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
加
)
寸
法
の
中
枢
機
構
と
し
て
の
司
法
制
度
も
ま
た
、
時
の
流
れ
に
対
応
し
、
そ
の
聞
に
不
当
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
の
生
じ
な
い
よ
う
に
努
力
し
続

け
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
L

で
あ
り
、
寸
日
本
の
司
法
制
度
の
担
い
手
の
弱
体
と
絡
み
合
っ
て
い
る
し
(
三
ヶ
月
章
「
司
法
制
度
の
現
状
と
そ
の

改
革
し
『
岩
波
講
座
・
現
代
法
5
』
(
一
九
六
五
)
四
一
頁
)
。
し
た
が
っ
て
、
「
法
の
主
体
的
陣
容
の
充
実
L

(

同
四
二
頁
)
が
必
要
で
あ
る
。
「
日

本
の
司
法
制
度
を
畑
一
う
人
間
の
意
識
が
旧
態
依
然
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
陣
容
も
現
在
の
ご
と
き
弱
体
を
克
服
し
え
ぬ
限
り
、
日
本
の
司
法
制

度
は
、
増
大
す
る
課
題
の
前
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
ま
し
て
国
民
の
期
待
を
裏
切
り
、
日
本
特
有
の
歪
み
を
拡
大
再
生
産
し
て
行
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
ぎ
り
ぎ
り
の
切
点
に
立
っ
て
い
る
の
が
、
正
に
、
「
現
代
」
の
日
本
の
司
法
制
度
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
L

(

同
四
三
頁
)
。
四
半
世
紀
前

の
こ
の
発
言
は
、
直
接
に
行
政
訴
訟
の
運
営
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
司
法
制
度
の
周
辺
領
域
に
属
す
る
行
政

庁
の
指
定
代
理
人
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
妥
当
し
よ
う
。

(捌

)
H
Y
ω
お
]wmロ∞-白・白・

0
・(〉ロ
B
-
H
S
-

∞-E-

(
加
)
公
益
代
理
人
の
独
立
性
の
重
要
性
に
か
か
わ
っ
て
、
フ
リ
ー
ク
ア
ウ
フ
は
、
政
府
の
拘
束
的
支
持
を
受
け
な
い
限
り
自
由
か
つ
独
立
し
て
仕
事

を
し
て
い
る
一
例
を
あ
げ
た
。
「
昨
日
の
体
験
が
あ
る
。
社
会
省
は
社
会
扶
助
(
生
活
保
護
)
の
基
準
を
法
規
範
で
は
な
い
と
の
見
解
を
示
し
た
が
、

自
分
は
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
恥
を
か
く
こ
と
は
し
た
く
な
い
の
で
、
市
民
に
直
接
関
係
す
る
規
範
で
あ
る
と
の
前
提
で
議
論
を
進
め
た
L

と
い
〉
つ
。

(
孤
)
現
在
の
ド
イ
ツ
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
徹
底
し
て
個
人
と
し
て
の
意
見
を
も
つ
よ
う
に
指
導
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
多
く
の
州
の
大
学
教
育

や
司
法
修
習
で
は
、
〈
私
〉
を
主
語
に
し
た
公
文
書
を
書
く
訓
練
を
受
け
る
[
ド
イ
ツ
で
開
業
す
る
日
本
人
弁
護
士
・
関
盛
人
]
。
一
般
に
、
南
ド

イ
ツ
以
外
の
州
で
は
大
臣
、
知
事
、
郡
長
な
ど
擬
人
化
さ
れ
た
官
庁
名
で
行
政
決
定
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
、
〈
私
〉
を
主
語
に
し
た
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説

公
文
書
を
書
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
南
ド
イ
ツ
で
は
省
、
県
庁
、
郡
庁
が
決
定
す
る
と
い
う
仕
方
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
〈
私
〉
を
主
語
に
す
る
公
文
書
を
一
般
化
す
る
努
力
が
最
近
で
は
あ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
は
妥
協
形
態
と
し
て
〈
私
た
ち
は
〉
を
主
語
と
す

る
公
文
書
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
(
戸
巴
与
国
立
(
上
級
行
政
裁
判
所
裁
判
官

)
ω
n
Y
2
5
8
回
目
与
包
号
ロ
ロ
仏
〈

2
R宵
5
2
E
己
免

〈
句
者
白
ロ
5
p
ω
・
〉
三
戸
・
同
0
5
5
5巳
月
胃

5
2・〈
R
E
m
]
』岳

z・
5
g
w
Zム
)
。
訟
務
検
事
の
仕
事
も
匿
名
の
官
僚
機
構
の
中
に
お
い
て

で
は
な
く
目
に
見
え
る
個
人
の
仕
事
と
し
て
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
公
務
一
般
の
職
務
ス
タ
イ
ル
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
。

(
加
)
ド
イ
ツ
の
こ
こ
二

O
年
あ
ま
り
の
実
務
改
革
か
ら
見
る
と
、
見
直
し
は
、
大
量
の
法
律
家
養
成
、
公
務
員
養
成
・
研
修
制
度
、
行
政
機
関
に
お

け
る
権
限
配
分
・
決
裁
制
度
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
改
善
、
公
務
員
懲
戒
制
度
な
ど
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(
捌
)
〈
法
律
論
〉
と
い
う
も
の
の
中
身
が
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
各
地
の
難
事
件
に
お
き
ま
し
て
は
、
相
手
方
は
被
害
の
じ
ん
大
性
を
裁
判
所
に

訴
え
る
、
そ
し
て
情
緒
あ
る
い
は
感
覚
そ
う
い
う
も
の
に
訴
え
て
事
件
を
自
分
の
ぺ

l
ス
で
進
め
て
い
こ
う
、
こ
う
い
う
法
廷
戦
術
が
見
ら
れ
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
ど
も
は
、
そ
れ
を
何
と
か
し
て
法
律
論
の
レ

1
ル
に
乗
せ
よ
う
と
い
う
方
針
を
堅
持
し
て
い
る
の
で
こ
ざ
い
ま
す
」

(
法
務
局
訟
務
部
長
会
同
に
お
け
る
官
房
参
事
官
所
管
事
項
説
明
・
訟
務
月
報
一
二
巻
八
号
ご
九
七
五
)
一
七
五
六
頁
)
と
い
う
が
、
正
義
の
観

念
に
立
っ
た
法
の
理
論
も
本
来
い
う
と
こ
ろ
の
〈
法
律
論
〉
に
入
る
で
あ
ろ
う
。
〈
難
事
件
〉
に
な
っ
た
の
ち
に
、
〈
処
理
〉
し
て
得
た
知
見
を
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
し
て
、
事
件
を
早
期
に
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
せ
て
解
決
す
る
シ
ス
テ
ム
を
開
発
・
整
備
す
る
こ
と
が
訟
務
当
局
、
ひ
い
て
は
法
務
省
の

使
命
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
捌
)
常
岡
孝
好
寸
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
環
境
諸
法
の
市
民
訴
訟
(
白
色

Ngω
色
丹
)
制
度
」
明
治
学
院
法
学
研
究
三
九
号
(
一
九
八
八
)
一
頁
以
下
。

(
捌
)
宮
崎
良
夫
「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
団
体
の
原
告
適
格
L

『
行
政
訴
訟
の
法
理
論
』
(
三
省
堂
、
一
九
八
四
)
八
八
頁
は
、
ド
イ
ツ
の
環
境
保
護
行

政
の
領
域
に
お
い
て
団
体
訴
訟
が
公
益
代
理
人
制
度
や
オ
ン
プ
ズ
マ
ン
制
度
な
ど
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
矧
)
回
出
口
凹
河
同

zggwMN-
白・白・

0
・
(
〉
ロ
B
-
E印)・

ω・
H
C
H
同

-wEA凶・

論

(
本
研
究
は
、
一
九
九

0
年
度
に
河
中
自
治
振
興
財
団
に
よ
り
海
外
調
査
援
助
を
受
け
た
研
究
の
一
部
で
あ
り
、
文
献
・
資
料
収
集
や
圏
内
調
査
な
ど

に
つ
い
て
は
同
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
。
)
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